
訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行 かけがえのない存在
自分という存在が，地球上の約77億人の1人にすぎないと考

えると，あまりにも小さく，無力に感じられるかもしれない。し
かし，今生きて，のどが渇き，眠くなり，喜び，悩み，何かを考
えている自分という存在は，ほかにどこにもない。あなたは，地
球上にたった一人しかいない特別な存在だ。家族や親しい友達に
とっても，あなたという存在はかけがえのない一人である。

 自分についてのイメージ
自分について持っているイメージを自

じ
己
こ

概
がい

念
ねん
という。自己概念

は，周りの人々や状況によって形成される。例えば，試合に勝っ
たときや試験の成績がよかったとき，誰

だれ
かに褒

ほ
められたといった

経験は，自信をつけ，肯定的な自己概念を持つことにつながる。

 自己概念を高める
うまくいかないときや，いやな思いをしたときには，否定的な
自己概念を持つかもしれない。そんなときでも，自分が価値ある
存在だと忘れないことが大切だ。肯定的な自己概念は，人間関係
を円満にし，物事をうまく運ぶのに役立つ。また，自分を肯定的
に考える人は，他の人にとっても好ましいものだ。自分のプラス
面に気づき，自己概念を高める方法を考えよう。

自分について考える1

TRY

青年期の課題
自分の特徴は何だろうか。
自立した生活をするためには，これから何ができるようになればよいのだろうか。2

青年期は，自分を理解し，自立への準備をする，大切
なライフステージである。青年期の課題は何か，どのよ
うにして取り組むか見通しを立てよう。

学習のポイント

自分を見つめよう
1 		自分の好きなとこ
ろやプラス面を挙
げてみよう。

2 		今までに周囲の人
（家族や友達，先
生など）から褒め
られたことや感謝
されたことを挙げ
てみよう。

3 	自分が貢献していることに
ついて考えてみよう。家
族や学校（クラスや部活
動），学外活動や友達など
の中で，自分はどんな役割
を果たしているだろうか。

TRY

Column
■  人の発達段階と 
思春期・青年期

人間の発達段階の分け方やよび方は，発
達のさまざまな側面のうち，何を特徴と見
るかによっていろいろな説がある。
児童期と壮年期の間の固有の時期とし
て青年期という考え方が生まれたのは近代
になってからで，その期間は社会や文化に
よって異なっている。
青年期のうち，身体的な変化の著しい青
年期前半期（12〜16歳頃

ころ

）はとくに思春期
とよばれている。青年期の終わりは，20歳
代前半といわれている。現代の日本では，
親から経済的に自立して青年期が終わる時
期が遅くなる傾向にある。

成人式で再会し，小学生のときに埋めたタイムカプセル
を発掘する新成人。成人式は通過儀礼の1つであり，社
会の中で一人前として扱われる成年に達したことを祝う。
 （佐

さ
賀
が
県多

た
久
く
市）
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メモ16 ジョハリの窓　「ジョハリの窓」は，自分を「自分が知っているか」「他人が知っているか」という視点で見つめ直す方法である。自分も他人も知っ

ている「公的な自分」，自分だけが知る「私的な自分」，他人だけが知る「見えていない自分」，誰
だれ
も知らない「潜在的な自分」が見えてくる。

日本では，第二次世界大戦
❶
前まで，平均5人の子どもを生み育

て，平
へい
均
きん
寿
じゅ
命
みょう
が
❷
50年に満たない時代が長く続いた。多くの人が，

人生の大半を，子どもを一人前に育てることで終えていた。
第二次世界大戦後，日本人の一生は大きく変化した。合

ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ

出
しゅっ
生
しょう
率
りつ
は
❸
，戦後のベビーブーム期

❹
の4.54をピークとして低下し，

2005年には戦後最低の1.26を記録した。一方，平均寿命は急速
に延び，少

しょう
子
し
化
か
と
❺

高
こう
齢
れい
化
か
が進行している。

一生の中では，子どもを育てる期間より，子育て後の壮年期や
高齢期のほうが長くなっている。また，結婚する人・しない人，
子どもをもつ人・もたない人，離婚する人，再婚する人など，多
様なライフコース

❻
をたどる人が増えている。人生わずかに50年

といわれた時代からすると，この人生90年時代
❼
は，人類が初め

て経験することである。10年後，20年後，あるいは50年後に，
どんな生き方をしていたいか，自分の将来を考えてみよう。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ
ない。しかし，衣食住など，生活の全

すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを
自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

人生90年時代を生きる1
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一人で暮らす2

4
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　人生50年時代の一生と，人生90年時代の一生
で，最も大きく変わったのは何だろうか。また，女
性と男性で，どのような違いがあるだろうか。

TRY

❶1939〜1945年
❷平均寿命　0歳児の平均余命。その年に生まれた0歳児
が何歳まで生きるかを表す。
❸合計特殊出生率　1人の女性が一生の間に生む平均子ど
も数。その年次の15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計
したもの。
❹1947〜1949年
❺少子化　出生率が低下し，子どもの数が減少すること。
❻ライフコース　個人がさまざまな出来事を経験しながら
たどる生涯の道。
❼90歳まで生存する者の割合は，男性26.5％，女性
50.5％である（2018年）。

人は，家族と共に暮らしたり離れて暮らしたりしなが
ら，家族関係や，自分の人生をつくっている。人生90年
時代のさまざまなライフスタイルや価値観を知り，自分
の生き方を考えていこう。

学習のポイント

＊�50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。
（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）

1   50歳時未婚率＊（生涯未婚率）の推移

人生をつくる
一人で暮らす生活もあれば，パートナーや子どもと暮らす生活もある。
自分はどのような生き方をしたいだろうか。4
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メモ20 マージナル・マン（境界人）　複数の異なる集団や社会の境界に位置する人。大人と子どもの中間にある青年期を指すこともある。複数の価値観の間

でどこにも帰属できずに不安を抱え，自分や社会に対して肯定的になれないことも多いが，それらを客観視しやすい側面もある。

 自立とは
青年期は，大人として自立していくための準備をする時期であ

る。自立には，生
せい

活
かつ

的
てき

自
じ

立
りつ

，精
せい

神
しん

的
てき

自
じ

立
りつ

，社
しゃ

会
かい

的
てき

自
じ

立
りつ

，経
けい

済
ざい

的
てき

自
じ

立
りつ

，性
せい

的
てき

自
じ

立
りつ

などの側面があり，それらを満たしたいという意欲
が生きる原動力にもなっている。

生活的自立とは，衣食住に関
かか

わる身の回りのことや家事，健康
管理などを自分で行うことができることである。精神的自立は，
さまざまな問題に対して自分で決定し，責任を持って行動できる
ことである。社会的自立は，人との関わりにおいて合意を形成し
たり，人間関係を調整したりすることができることである。経済
的自立とは，収入を得てそれを管理して生活できることである。
そして，性的自立とは，自分の性だけでなく他者の性を尊重した，
責任ある行動がとれることである。こうした自立は，さまざまな
場面における学習やいろいろな人との関わりを通して，達成され
ていく。

 生活技術の習得（生活的自立） ▲ 第6〜8章
自分で食べ物を調理したり，自分で衣服を洗濯したりしている

だろうか。部屋の掃除はいつも自分でしているだろうか。食べる，
着る，住むといった日々の暮らしに関する生活技術は，生きるこ
との基本である。これらの生活技術を習得することで，長い人生
を健康に生き，自分らしい人生を創造していくことができる。

 自己決定（精神的自立） ▲ 第9章
私
わたし

たちはこれから，進学や就職，恋愛や結婚相手の選択など，
自分で決定しなければならないさまざまな出来事に直面する。自
ら生活の在り方や人生を決めていくことは，主体的な生き方を創
造し，自己を実現していくうえでたいへん重要である。決定の過
程では，悩み，苦しむこともあるだろう。周囲からの圧力もある
かもしれない。必要に応じて親や友達の意見を聞き，助言を求め
るなどしながら，最終的には自分で決定することが大切である。

自立について考える2
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1

2

　今のあなたは，5つの自立をどの程度達成してい
るか，考えよう。また，自立を達成していくために，
これからのあなたは何をすればよいだろうか。

TRY

（内閣府「平成16（2004）年度
青少年の社会的自立に関する意識調査」）

1   青少年自身が大人になったと自覚した 
 きっかけ（複数回答）

2   高校生の家庭の仕事の分担状況 
 （複数回答）
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調査対象：15〜30歳の男女（4,091人）

（日本学校保健会「平成28〜29（2016〜2017）年度
児童生徒の健康状態サーベイランス」）
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第1章　自分らしい人生をつくる　　2　青年期の課題
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（NHK放送文化研究所「現代日本人の意識構造［第八版］」）

調査対象：全国16歳以上の国民（5,400人）1   理想の仕事の条件の推移

　相手に誤解された経験はないだろうか。相手に
うまく伝わらないのは，話し方に原因がある場合が
ある。YOUメッセージは主語を「あなた」にした
話し方で，相手への評価や決めつけや批判に聞こ
えやすい。それに対して，Iメッセージは，「私

わたし

」を
主語とした話し方で，自分の気持ちを率直に伝え
る方法である。相手を尊重し，理解し合う関係を
築くために，相手に伝わる話し方を工夫してみよう。

コミュニケーションスキルを磨こう
～Y

ユ ー

OUメッセージと I
アイ

メッセージ～

友達が変なあだ名で呼んでくるのを
やめてほしい

友達が遊ぶ約束を急にキャンセルしてきた

デート中，彼が友達と長電話している

なんでそんな
あだ名を付けるの？
（あなたは）やめて！

（あなたは）
いい加減に切って！

（私は）そんな風に
呼ばれるのは
いやだな。

例

別にいいじゃん，
おもしろいから
やめない！

そうか，
ごめんね。

YOUメッセージ

YOUメッセージ

YOUメッセージ

Iメッセージ

Iメッセージ

Iメッセージ

場面1

場面2

どうしていつも直前なの？
（あなたは）自分勝手だよ！

 他者理解（社会的自立）
人と合意を形成したり人間関係を調整したりできるようになる

ためには，自分について知るとともに，他者がどのような人間か，
何に関心を持っているかなどについて理解しなければならない。
自分と他者をつなぐのはコミュニケーションである。黙っていて
は相手に伝わらない。自分の考えや感じていることを相手に伝え，
相手の話をよく聞こう。互いに意見を交換し合う中から，他者理
解は生まれる。

 職業への関心を高める（経済的自立） ▲

第5章, 第9章

職業に就くことにはいくつかの意味がある。まず，生活に必要
な収入を得るためである。職業を通じて人々の役に立ち，社会に
貢献するためでもある。そして，知識を増やし，技能・技術を磨
いていくことにより，自己を表現したり，人間として成長してい
くためでもある。自分の就きたい職業や働き方について調べ，職
業についての関心を高めていこう。

   性についての理解と責任（性的自立） 
▲

第2章

青年期には，性的な成熟により，男女の身体的な違いが明確に
なる。自分の性を知るとともに他者の性を理解し，責任ある行動
がとれるようにならなければならない。性的欲求をコントロール
すること，互いの性について話し合うこと，いやなときには明確
に意思表示をすることも，性的自立のためには必要である。

TRY
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■ 仲間（仲間と楽しく働ける）
●	失業（失業の心配がない）

 専門（専門知識や特技が生かせる）

▲	健康（健康を損なう心配がない）
 貢献（世の中のためになる）

●	収入（高い収入が得られる）
◆	時間（働く時間が短い）

▲ 独立（ 独立して， 
人に気兼ねなくやれる）

■ 責任（責任者として采
さい
配
はい
が振るえる）

◆	名声（世間からもてはやされる）

5

10

15

20

ひとくち
メモ18 友だちから，人間の勉強をさせてもらうのだ（赤

あか
塚
つか
不
ふ
二
じ
夫
お
「友だちとは何か？」）今まで，そしてこれから，さまざまな人との出会いが，あなたを一

回りも二回りも大きく成長させてくれるだろう。

 かけがえのない存在
自分という存在が，地球上の約78億人の1人にすぎないと考

えると，あまりにも小さく，無力に感じられるかもしれない。し
かし，今生きて，のどが渇き，眠くなり，喜び，悩み，何かを考
えている自分という存在は，ほかにどこにもない。あなたは，地
球上にたった一人しかいない特別な存在だ。家族や親しい友達に
とっても，あなたという存在はかけがえのない一人である。

 自分についてのイメージ
自分について持っているイメージを自

じ
己
こ

概
がい

念
ねん
という。自己概念

は，周りの人々や状況によって形成される。例えば，試合に勝っ
たときや試験の成績がよかったとき，誰

だれ
かに褒

ほ
められたといった

経験は，自信をつけ，肯定的な自己概念を持つことにつながる。

 自己概念を高める
うまくいかないときや，いやな思いをしたときには，否定的な
自己概念を持つかもしれない。そんなときでも，自分が価値ある
存在だと忘れないことが大切だ。肯定的な自己概念は，人間関係
を円満にし，物事をうまく運ぶのに役立つ。また，自分を肯定的
に考える人は，他の人にとっても好ましいものだ。自分のプラス
面に気づき，自己概念を高める方法を考えよう。

自分について考える1

TRY

青年期の課題
自分の特徴は何だろうか。
自立した生活をするためには，これから何ができるようになればよいのだろうか。2

青年期は，自分を理解し，自立への準備をする，大切
なライフステージである。青年期の課題は何か，どのよ
うにして取り組むか見通しを立てよう。

学習のポイント

自分を見つめよう
1 		自分の好きなとこ
ろやプラス面を挙
げてみよう。

2 		今までに周囲の人
（家族や友達，先
生など）から褒め
られたことや感謝
されたことを挙げ
てみよう。

3 	自分が貢献していることに
ついて考えてみよう。家
族や学校（クラスや部活
動），学外活動や友達など
の中で，自分はどんな役割
を果たしているだろうか。

TRY

Column
■  人の発達段階と 
思春期・青年期

人間の発達段階の分け方やよび方は，発
達のさまざまな側面のうち，何を特徴と見
るかによっていろいろな説がある。
児童期と壮年期の間の固有の時期とし
て青年期という考え方が生まれたのは近代
になってからで，その期間は社会や文化に
よって異なっている。
青年期のうち，身体的な変化の著しい青
年期前半期（12〜16歳頃

ころ

）はとくに思春期
とよばれている。青年期の終わりは，20歳
代前半といわれている。現代の日本では，
親から経済的に自立して青年期が終わる時
期が遅くなる傾向にある。

成人式で再会し，小学生のときに埋めたタイムカプセル
を発掘する新成人。成人式は通過儀礼の1つであり，社
会の中で一人前として扱われる成年に達したことを祝う。
 （佐
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メモ16 ジョハリの窓　「ジョハリの窓」は，自分を「自分が知っているか」「他人が知っているか」という視点で見つめ直す方法である。自分も他人も知っ

ている「公的な自分」，自分だけが知る「私的な自分」，他人だけが知る「見えていない自分」，誰
だれ
も知らない「潜在的な自分」が見えてくる。

 自立とは
青年期は，大人として自立していくための準備をする時期であ

る。自立には，生
せい

活
かつ

的
てき

自
じ

立
りつ

，精
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自
じ

立
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などの側面があり，それらを満たしたいという意欲
が生きる原動力にもなっている。

生活的自立とは，衣食住に関
かか

わる身の回りのことや家事，健康
管理などを自分で行うことができることである。精神的自立は，
さまざまな問題に対して自分で決定し，責任を持って行動できる
ことである。社会的自立は，人との関わりにおいて合意を形成し
たり，人間関係を調整したりすることができることである。経済
的自立とは，収入を得てそれを管理して生活できることである。
そして，性的自立とは，自分の性だけでなく他者の性を尊重した，
責任ある行動がとれることである。こうした自立は，さまざまな
場面における学習やいろいろな人との関わりを通して，達成され
ていく。

 生活技術の習得（生活的自立） ▲ 第6〜8章
自分で食べ物を調理したり，自分で衣服を洗濯したりしている

だろうか。部屋の掃除はいつも自分でしているだろうか。食べる，
着る，住むといった日々の暮らしに関する生活技術は，生きるこ
との基本である。これらの生活技術を習得することで，長い人生
を健康に生き，自分らしい人生を創造していくことができる。

 自己決定（精神的自立） ▲ 第9章
私
わたし

たちはこれから，進学や就職，恋愛や結婚相手の選択など，
自分で決定しなければならないさまざまな出来事に直面する。自
ら生活の在り方や人生を決めていくことは，主体的な生き方を創
造し，自己を実現していくうえでたいへん重要である。決定の過
程では，悩み，苦しむこともあるだろう。周囲からの圧力もある
かもしれない。必要に応じて親や友達の意見を聞き，助言を求め
るなどしながら，最終的には自分で決定することが大切である。

自立について考える2

TRY

1

2

　今のあなたは，5つの自立をどの程度達成してい
るか，考えよう。また，自立を達成していくために，
これからのあなたは何をすればよいだろうか。

TRY

（内閣府「平成16（2004）年度
青少年の社会的自立に関する意識調査」）

1   青少年自身が大人になったと自覚した 
 きっかけ（複数回答）

2   高校生の家庭の仕事の分担状況 
 （複数回答）
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（%）
調査対象：15～30歳の男女（4,091人）

（日本学校保健会「平成30～令和元（2018～2019）年度
児童生徒の健康状態サーベイランス」）
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（NHK放送文化研究所「現代日本人の意識構造［第九版］」）

調査対象：全国16歳以上の国民（5,400人）1   理想の仕事の条件の推移

　相手に誤解された経験はないだろうか。相手に
うまく伝わらないのは，話し方に原因がある場合が
ある。YOUメッセージは主語を「あなた」にした
話し方で，相手への評価や決めつけや批判に聞こ
えやすい。それに対して，Iメッセージは，「私

わたし

」を
主語とした話し方で，自分の気持ちを率直に伝え
る方法である。相手を尊重し，理解し合う関係を
築くために，相手に伝わる話し方を工夫してみよう。

コミュニケーションスキルを磨こう
～Y

ユ ー

OUメッセージと I
アイ

メッセージ～

友達が変なあだ名で呼んでくるのを
やめてほしい

友達が遊ぶ約束を急にキャンセルしてきた

デート中，彼が友達と長電話している

なんでそんな
あだ名を付けるの？
（あなたは）やめて！

（あなたは）
いい加減に切って！

（私は）そんな風に
呼ばれるのは
いやだな。

例

別にいいじゃん，
おもしろいから
やめない！

そうか，
ごめんね。

YOUメッセージ

YOUメッセージ

YOUメッセージ

Iメッセージ

Iメッセージ

Iメッセージ

場面1

場面2

どうしていつも直前なの？
（あなたは）自分勝手だよ！

 他者理解（社会的自立）
人と合意を形成したり人間関係を調整したりできるようになる
ためには，自分について知るとともに，他者がどのような人間か，
何に関心を持っているかなどについて理解しなければならない。
自分と他者をつなぐのはコミュニケーションである。黙っていて
は相手に伝わらない。自分の考えや感じていることを相手に伝え，
相手の話をよく聞こう。互いに意見を交換し合う中から，他者理
解は生まれる。

 職業への関心を高める（経済的自立） ▲

第5章, 第9章

職業に就くことにはいくつかの意味がある。まず，生活に必要
な収入を得るためである。職業を通じて人々の役に立ち，社会に
貢献するためでもある。そして，知識を増やし，技能・技術を磨
いていくことにより，自己を表現したり，人間として成長してい
くためでもある。自分の就きたい職業や働き方について調べ，職
業についての関心を高めていこう。

   性についての理解と責任（性的自立） 
▲

第2章

青年期には，性的な成熟により，男女の身体的な違いが明確に
なる。自分の性を知るとともに他者の性を理解し，責任ある行動
がとれるようにならなければならない。性的欲求をコントロール
すること，互いの性について話し合うこと，いやなときには明確
に意思表示をすることも，性的自立のためには必要である。

TRY

1

（%）
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’93 ’18’131978 2003 （年）

■ 仲間（仲間と楽しく働ける）

▲	健康（健康を損なう心配がない）
 専門（専門知識や特技が生かせる）

●	失業（失業の心配がない）

●	収入（高い収入が得られる）

 貢献（世の中のためになる）

▲ 独立（ 独立して， 
人に気兼ねなくやれる）

◆	時間（働く時間が短い）
■ 責任（責任者として采

さい
配
はい
が振るえる）

◆	名声（世間からもてはやされる）

5
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ひとくち
メモ18 友だちから，人間の勉強をさせてもらうのだ（赤

あか
塚
つか
不
ふ
二
じ
夫
お
「友だちとは何か？」）今まで，そしてこれから，さまざまな人との出会いが，あなたを一

回りも二回りも大きく成長させてくれるだろう。

日本では，第二次世界大戦
❶
前まで，平均5人の子どもを生み育

て，平
へい
均
きん
寿
じゅ
命
みょう
が
❷
50年に満たない時代が長く続いた。多くの人が，

人生の大半を，子どもを一人前に育てることで終えていた。
第二次世界大戦後，日本人の一生は大きく変化した。合

ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ

出
しゅっ
生
しょう
率
りつ
は
❸
，戦後のベビーブーム期

❹
の4.54をピークとして低下し，

2005年には戦後最低の1.26を記録した。一方，平均寿命は急速
に延び，少

しょう
子
し
化
か
と
❺

高
こう
齢
れい
化
か
が進行している。

一生の中では，子どもを育てる期間より，子育て後の壮年期や
高齢期のほうが長くなっている。また，結婚する人・しない人，
子どもをもつ人・もたない人，離婚する人，再婚する人など，多
様なライフコース

❻
をたどる人が増えている。人生わずかに50年

といわれた時代からすると，この人生90年時代
❼
は，人類が初め

て経験することである。10年後，20年後，あるいは50年後に，
どんな生き方をしていたいか，自分の将来を考えてみよう。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ

ない。しかし，衣食住など，生活の全
すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを

自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

人生90年時代を生きる1

3

2

1

一人で暮らす2

4

Column

　人生50年時代の一生と，人生90年時代の一生
で，最も大きく変わったのは何だろうか。また，女
性と男性で，どのような違いがあるだろうか。

TRY

❶1939〜1945年
❷平均寿命　0歳児の平均余命。その年に生まれた0歳児
が何歳まで生きるかを表す。
❸合計特殊出生率　1人の女性が一生の間に生む平均子ど
も数。その年次の15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計
したもの。
❹1947〜1949年
❺少子化　出生率が低下し，子どもの数が減少すること。
❻ライフコース　個人がさまざまな出来事を経験しながら
たどる生涯の道。
❼90歳まで生存する者の割合は，男性27.2％，女性
51.1％である（2019年）。

人は，家族と共に暮らしたり離れて暮らしたりしなが
ら，家族関係や，自分の人生をつくっている。人生90年
時代のさまざまなライフスタイルや価値観を知り，自分
の生き方を考えていこう。

学習のポイント

＊�50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。
（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）

1   50歳時未婚率＊（生涯未婚率）の推移

人生をつくる
一人で暮らす生活もあれば，パートナーや子どもと暮らす生活もある。
自分はどのような生き方をしたいだろうか。4
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でどこにも帰属できずに不安を抱え，自分や社会に対して肯定的になれないことも多いが，それらを客観視しやすい側面もある。
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訂正箇所 原　　　文ページ 行
3   合計特殊出生率と出生数の推移

（総務省「平成27（2015）年国勢調査」）

4   性・年齢別単独世帯数

■  大学生・一人暮らしをしてみて
親元を離れ，一人で生活をしてみ
ると，自分の生活能力のなさがよく
分かる。実家では両親や祖父母に頼
りきり，料理もまともに作ったこと
がなかったツケが，一気に回ってき
たように感じる。� （大学2年生，男子）
今，一人暮らしをしている。毎朝，洗濯物を干し
ている。朝ご飯とお弁当も作っていると，時間がな
い。どうにかして効率よくできないか
と，考えている。自分で作ったご飯は
おいしくない。味付けの加減がさっぱ
り分からない。� （大学2年生，女子）

Column

（注）	年齢は概算化してある。寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。
（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」，文部科学省「文部科学統計要覧」より作成）

2   時代別に見た人の一生

出
生
数

合
計
特
殊
出
生
率

（万人）

1947 ’50 ’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 ’05 ’15’17’102000

1.57ショック（’89）

出生数 合計特殊出生率

1,062,530人（’05）
946,065人（’17）

（年）

1,005,677人
（’15）

0

50

100

150

200

250

300

1.58 1.57
1.26 1.45 1.43

第1次ベビーブーム期
（1947～’49）
2,696,638人（’49）ひのえうま

1,360,974人（’66）

第2次ベビーブーム期
（’71～’74）
2,091,983人（’73）

2.14

4.32
4.54

0

1

2

3

4

5

0

50

100

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行
3   合計特殊出生率と出生数の推移

（総務省「平成27（2015）年国勢調査」）

4   性・年齢別単独世帯数

■  大学生・一人暮らしをしてみて
親元を離れ，一人で生活をしてみ
ると，自分の生活能力のなさがよく
分かる。実家では両親や祖父母に頼
りきり，料理もまともに作ったこと
がなかったツケが，一気に回ってき
たように感じる。� （大学2年生，男子）
今，一人暮らしをしている。毎朝，洗濯物を干し
ている。朝ご飯とお弁当も作っていると，時間がな
い。どうにかして効率よくできないか
と，考えている。自分で作ったご飯は
おいしくない。味付けの加減がさっぱ
り分からない。� （大学2年生，女子）

Column

（注）	年齢は概算化してある。寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。
（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」，文部科学省「文部科学統計要覧」より作成）
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（内閣府「少子化社会対策白書」2020年より作成）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。

TRY

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」2015年）

（総務省「国勢調査」）

2   性・年齢別未婚率の推移
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1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移
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 共に生きる人との出会い
友人とのさまざまな付き合いの中で，私

わたし
たちは共に成長してい

く。同性や異性の友人と付き合う経験は，私たちの行動や考え方
を豊かに広げてくれる。多くの人との出会いから，私たちはやが
て好きな人，生涯を共にしたいと思う人に出会うだろう。

この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に
働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどう分担するかも重要である。家庭を築くと
きには，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，
互いの人生を尊重しながら協力していけることが大切である。

近年は，男女共に平
へい

均
きん

初
しょ

婚
こん

年
ねん

齢
れい

が高くなる傾向にあり，20歳
代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

 パートナーシップを築く
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同

生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。

夫婦関係がうまくいかなくなったときには離婚を選択する者も
少なくないが，通常，関係の永続性を願って結婚をする。夫婦に
子どもがいる場合は，子どものいない時期，子どもを育てる時期，
子どもが巣立ち夫婦だけになる時期など，いくつかの時期を通過
する。子どもがいない場合も，年齢を重ねながら，夫婦はいろい
ろな経験を共にする。その中でさまざまなもめごとやトラブルが
起こることも多いが，互いに話し合い歩み寄る姿勢が大切である。

こうしてパートナーとして行動や考え方を共有し，共に年月を
重ねていく日々が，やがて夫婦の歴史となっていく。共に笑い共
に泣き，励まし分かち合いながら年齢を重ねていくことで，互い
の人生はより豊かな，生きがいのあるものになるだろう。

パートナーと生きる3

4

1

2

3

3   親と同居する未婚者の割合
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メモ22 「加害者の優しさ」はDVの落とし穴　DVは必ずしも毎日ひどい暴力が続くのではなく，緊張が高まる時期，暴力が起きる時期，優しい時期（ハネ

ムーン期）を繰り返すことが多い。被害者は「ふだんは優しい」「自分も悪いところがあるかも」と思い込み，DVから抜け出せなくなりやすい。

第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくる

調査対象：18歳以上50歳未満の未婚者（男性3,942人，女性
3,424人）
（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」

2015年）

4   結婚生活の利点と独身でいる理由
①結婚生活の利点

②独身でいる理由

（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2017年）6   DV被害に遭った経験
①配偶者から

❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性的
強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実婚
の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女性
だが，男性が被害者の場合もある。
❸DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るための
仕組みが整備された。
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②交際相手から

5   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）
　DVの相談件数は2007年度62,078件，2017年度106,110件と，10年間で約2倍
になった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センター
または警察に通報する努力義務がある。
●  DV相談ナビ　TEL：0570―0―55210　（全国共通）
自動音声により最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧
URL：http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
　相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等につ
いての情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,485人）

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力

❶
は人権侵害であり，行使さ

れてはならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス

❷

（DV）も，現実として存在する。親しい相手に脅迫感を与えたり，
望まない性関係を強要したりするデートDVも問題化している。

家庭内で起こる問題は，当事者以外からは見えにくく，深刻化
しやすい。自分や周囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警察
や市区町村の窓口に相談することが重要である。2001年にはDV
防
ぼう
止
し
法
ほう

が
❸

施行され，法や支援体制の整備も進められている。

6

5

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた２０歳以上の未婚男女（1,833人）
（注）		「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10〜20歳代にそうした被害を経験した割合。
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家
族
・
家
庭

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，とくに単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映
して，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦
と子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期に
は増加したが，近年は減少している。また，3世代家族を含むそ
の他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ

くなってきている。平
へい

均
きん

世
せ

帯
たい

人
じん

員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，若い人々や高齢者
の単独世帯が増加していること，多産多死の時代から少産少死の
時代に入り，子ども数が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

3

p.73

（注）		1920〜’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

3   一般世帯数および平均世帯人員数の推移

（注）	就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

2   産業構造の変化

（注）		2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，ど
のような関連があるか，考えよう。
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メモ28 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最

さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡くなっ

ている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。
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（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」2015年）

（総務省「国勢調査」）

2   性・年齢別未婚率の推移
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（厚生労働省「人口動態統計」）

1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移
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 共に生きる人との出会い
友人とのさまざまな付き合いの中で，私

わたし
たちは共に成長してい

く。同性や異性の友人と付き合う経験は，私たちの行動や考え方
を豊かに広げてくれる。多くの人との出会いから，私たちはやが
て好きな人，生涯を共にしたいと思う人に出会うだろう。

この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に
働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどう分担するかも重要である。家庭を築くと
きには，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，
互いの人生を尊重しながら協力していけることが大切である。

近年は，男女共に平
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初
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が高くなる傾向にあり，20歳
代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

 パートナーシップを築く
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同

生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。

夫婦関係がうまくいかなくなったときには離婚を選択する者も
少なくないが，通常，関係の永続性を願って結婚をする。夫婦に
子どもがいる場合は，子どものいない時期，子どもを育てる時期，
子どもが巣立ち夫婦だけになる時期など，いくつかの時期を通過
する。子どもがいない場合も，年齢を重ねながら，夫婦はいろい
ろな経験を共にする。その中でさまざまなもめごとやトラブルが
起こることも多いが，互いに話し合い歩み寄る姿勢が大切である。

こうしてパートナーとして行動や考え方を共有し，共に年月を
重ねていく日々が，やがて夫婦の歴史となっていく。共に笑い共
に泣き，励まし分かち合いながら年齢を重ねていくことで，互い
の人生はより豊かな，生きがいのあるものになるだろう。

パートナーと生きる3

4

1

2

3

3   親と同居する未婚者の割合
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ひとくち
メモ22 「加害者の優しさ」はDVの落とし穴　DVは必ずしも毎日ひどい暴力が続くのではなく，緊張が高まる時期，暴力が起きる時期，優しい時期（ハネ

ムーン期）を繰り返すことが多い。被害者は「ふだんは優しい」「自分も悪いところがあるかも」と思い込み，DVから抜け出せなくなりやすい。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見
てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，とくに単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映
して，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦
と子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期に
は増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むそ
の他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ
くなってきている。平

へい
均
きん

世
せ

帯
たい

人
じん

員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，若い人々や高齢者
の単独世帯が増加していること，多産多死の時代から少産少死の
時代に入り，子ども数が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

3

p.73

（注）		1920〜’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

3   一般世帯数および平均世帯人員数の推移

（注）	就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

2   産業構造の変化

（注）		2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，ど
のような関連があるか，考えよう。
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メモ28 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最

さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡くなっ

ている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくる

調査対象：18歳以上50歳未満の未婚者（男性3,942人，女性
3,424人）
（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」

2015年）

4   結婚生活の利点と独身でいる理由
①結婚生活の利点

②独身でいる理由

（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2017年）6   DV被害に遭った経験
①配偶者から

❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性的
強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実婚
の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女性
だが，男性が被害者の場合もある。
❸DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るための
仕組みが整備された。
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②交際相手から

5   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）
　DVの相談件数は2008年度68,196件，2018年度114,481件と，10年間で約2倍
になった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センター
または警察に通報する努力義務がある。
●  DV相談ナビ　TEL：＃8

はれれば

008　（全国共通）
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧
URL：http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
　相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等につ
いての情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,485人）

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力

❶
は人権侵害であり，行使さ

れてはならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス

❷

（DV）も，現実として存在する。親しい相手に脅迫感を与えたり，
望まない性関係を強要したりするデートDVも問題化している。

家庭内で起こる問題は，当事者以外からは見えにくく，深刻化
しやすい。自分や周囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警察
や市区町村の窓口に相談することが重要である。2001年にはDV
防
ぼう
止
し
法
ほう

が
❸

施行され，法や支援体制の整備も進められている。

6

5

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた２０歳以上の未婚男女（1,833人）
（注）		「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10〜20歳代にそうした被害を経験した割合。
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 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる
❶
。夫婦で合意できない場合には，家

か
庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ
に

調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に裁判を起こして
決着をつけることになっている。
結婚後5年未満の夫婦の離婚が最も多いが，2000年以降は，
とくに20年以上たった夫婦の割合が増加している。子がない離
婚よりも子がある離婚のほうが多いことから，親の離婚に巻き込
まれる未成年の子どもも多くなっている。離婚によって夫婦は別
れるが，親子の関係は失われない。親権者でないほうの親も，子
どもが成人するまで，その資金力や生活水準等に応じて養育費を
分担するなどの養育の義務がある。

2

1

3

（厚生労働省「人口動態統計」）

3  子の数別離婚の割合の推移

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

■  親権と離婚
日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親
権）ため，親権が調停や裁判の争点となりやすい。現在は母親が
親権者となるケースが約9割である。親権者にならなかった親が子
どもと会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすることを
面会交流というが，我が国では，面会交流の継続に問題が出るこ
ともある。海外では離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）
国も多い。
親権は子どもの福祉（

▲

p.69）を第一に考えられ，親権の義務が果
たされない場合には，子の親族の申し立てにより親権者の変更も
可能である。

Column

2  離婚に関する法律（民法）

第763条
夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条
①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の
離婚によって婚姻前の氏に復する。
②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めると
ころにより届け出ることによって，離婚の際に称
していた氏を称することができる。

第768条　
協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して
財産の分与を請求することができる。
第770条
①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の
訴えを提起することができる。
　一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
　二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
　三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
　四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見

込みがないとき。
　五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

とき。
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（注）	総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）
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32 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻前の
本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。
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調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に裁判を起こして
決着をつけることになっている。
結婚後5年未満の夫婦の離婚が最も多いが，2000年以降は，

とくに20年以上たった夫婦の割合が増加している。子がない離
婚よりも子がある離婚のほうが多いことから，親の離婚に巻き込
まれる未成年の子どもも多くなっている。離婚によって夫婦は別
れるが，親子の関係は失われない。親権者でないほうの親も，子
どもが成人するまで，その資金力や生活水準等に応じて養育費を
分担するなどの養育の義務がある。

2

1

3

（厚生労働省「人口動態統計」）

3  子の数別離婚の割合の推移

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

■  親権と離婚
日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親
権）ため，親権が調停や裁判の争点となりやすい。現在は母親が
親権者となるケースが約9割である。親権者にならなかった親が子
どもと会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすることを
面会交流というが，我が国では，面会交流の継続に問題が出るこ
ともある。海外では離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）
国も多い。
親権は子どもの福祉（

▲

p.69）を第一に考えられ，親権の義務が果
たされない場合には，子の親族の申し立てにより親権者の変更も
可能である。

Column

2  離婚に関する法律（民法）

第763条
夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条
①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の
離婚によって婚姻前の氏に復する。
②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めると
ころにより届け出ることによって，離婚の際に称
していた氏を称することができる。

第768条　
協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して
財産の分与を請求することができる。
第770条
①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の
訴えを提起することができる。
　一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
　二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
　三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
　四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見

込みがないとき。
　五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

とき。

42.7 35.3 12.4 9.6

41.7 30.2 16.6 11.5

41.0 32.7 20.1 6.2

32.4 29.5 28.8 9.3

37.3 28.2 25.8 8.7

40.4 27.8 23.1 8.7

41.5 27.0 23.0 8.5

1950年

1960年

1970年

1980年

1990年

2000年

2010年

2018年

（%）0 20 40 50 60 80 100

子どもなし 子どもあり
1人 2人 3人

以上

42.2 26.7 21.9 9.2

（注）	総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）
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32 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻前の
本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。
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 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる
❶
。夫婦で合意できない場合には，家

か
庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ
に

調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に裁判を起こして
決着をつけることになっている。
結婚後5年未満の夫婦の離婚が最も多いが，2000年以降は，
とくに20年以上たった夫婦の割合が増加している。子がない離
婚よりも子がある離婚のほうが多いことから，親の離婚に巻き込
まれる未成年の子どもも多くなっている。離婚によって夫婦は別
れるが，親子の関係は失われない。親権者でないほうの親も，子
どもが成人するまで，その資金力や生活水準等に応じて養育費を
分担するなどの養育の義務がある。

2

1

3

（厚生労働省「人口動態統計」）

3  子の数別離婚の割合の推移

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

■  親権と離婚
日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親
権）ため，親権が調停や裁判の争点となりやすい。現在は母親が
親権者となるケースが約9割である。親権者にならなかった親が子
どもと会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすることを
面会交流というが，我が国では，面会交流の継続に問題が出るこ
ともある。海外では離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）
国も多い。
親権は子どもの福祉（

▲

p.69）を第一に考えられ，親権の義務が果
たされない場合には，子の親族の申し立てにより親権者の変更も
可能である。

Column

2  離婚に関する法律（民法）

第763条
夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条
①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の
離婚によって婚姻前の氏に復する。
②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めると
ころにより届け出ることによって，離婚の際に称
していた氏を称することができる。

第768条　
協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して
財産の分与を請求することができる。
第770条
①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の
訴えを提起することができる。
　一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
　二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
　三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
　四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見

込みがないとき。
　五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

とき。

42.7 35.3 12.4 9.6

41.7 30.2 16.6 11.5

41.0 32.7 20.1 6.2

32.4 29.5 28.8 9.3

37.3 28.2 25.8 8.7

40.4 27.8 23.1 8.7

41.5 27.0 23.0 8.5

1950年

1960年

1970年

1980年

1990年

2000年

2010年

2017年

（%）0 20 40 50 60 80 100

子どもなし 子どもあり
1人 2人 3人

以上

41.9 26.9 22.2 9.0

（注）	総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）
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32 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻前の
本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。
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 生活時間を考える
暮らしていくうえで必要な物やお金などの資源は，個人や家族
によって所有する量がさまざまであるが，時間は，1日24時間
全
すべ
ての人に平等に与えられている資源であり，どう使うかによっ
て，有効なものにも，無駄なものにもなる。
1日の生活時間は，睡眠，食事など生命を維持するために必要

な生
せい

理
り

的
てき

生
せい

活
かつ

時
じ

間
かん
と，職業，学業，家事などの社会生活を営むう

えで必要な社
しゃ

会
かい

的
てき

生
せい

活
かつ

時
じ

間
かん
，および遊びや趣味，学習など自由に

使える自
じ

由
ゆう

時
じ

間
かん
から成り立っている。

時間をどのように配分するかによって，生活は大きく変わって
くる。生活時間の配分が職業労働時間に集中すると，他のことに
配分できる時間が少なくなり，家族と過ごす時間や余暇活動など
の時間，睡眠時間などが削られる。その結果，家族関係が希薄化
したり，健康を害したりすることもある。
仕事・家事・育児のバランスがとれた時間配分を確保するには，
長時間労働を規制する社会政策を実現すると同時に，自分はどの
ように時間を配分して生活するのかという，時間に対する意識と
計画をしっかりと立てることが重要になる。

p.19

3

TRY

4

日本人の生活時間の特徴を考えよう
　各国における個人的ケア・仕事・家事と家族のケア・自由時間を比較し，日
本は夫と妻でどのような特徴があるか，考えてみよう。またその理由について
も考えよう。

TRY

（注）	①	日本とアメリカは末子が５歳以下。
	 ②個人的ケアは，睡眠，身の回りの用事と食事，仕事は仕事中の移動を含む。
（総務省「社会生活基本調査		生活時間に関する結果		生活時間の各国比較」2011年より作成）

4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

　自分の平日の生活時間を記録し，3 の表と比較
してみよう。問題点や改善したい点は何だろうか。

TRY

（注）	平均時間であり，合計は24時間にならない。
（NHK放送文化研究所「NHK国民生活時間調査」2015年）

3   高校生の主な生活行動の平均時間（平日）

分類 生活行動 生活時間
（時間：分）

生理的 
生活時間

睡眠 7：00
食事 1：23
身の回りの用事，療養・静養 1：12

社会的 
生活時間

仕事関連（仕事，仕事の付き合い） 0：12
学業 9：18
　授業・学内の活動 7：18
　学校外での学習 2：00
家事（炊事・掃除・洗濯，買い物，
子どもの世話，家庭雑事）

0：10

通勤，通学 1：30

自由時間

会話・交際 0：10
レジャー活動 1：13
　スポーツ，行楽・散策，趣味娯楽 
　（ネット以外）

0：22

　趣味娯楽（ネット） 0：52
マスメディア接触 2：11
　テレビ，ビデオ・DVD・HDD 1：46
　新聞，雑誌・漫画・本 0：09
　CD・テープ 0：20
休息 0：20

その他・不明 0：33
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個人的ケア家事と家族のケア自由時間 仕事

生活時間の国際比較（末子が6歳以下の夫妻）

（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）
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 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる
❶
。夫婦で合意できない場合には，家

か
庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ
に

調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に裁判を起こして
決着をつけることになっている。
結婚後5年未満の夫婦の離婚が最も多いが，2000年以降は，
とくに20年以上たった夫婦の割合が増加している。子がない離
婚よりも子がある離婚のほうが多いことから，親の離婚に巻き込
まれる未成年の子どもも多くなっている。離婚によって夫婦は別
れるが，親子の関係は失われない。親権者でないほうの親も，子
どもが成人するまで，その資金力や生活水準等に応じて養育費を
分担するなどの養育の義務がある。

2

1

3

（厚生労働省「人口動態統計」）

3  子の数別離婚の割合の推移

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

■  親権と離婚
日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親
権）ため，親権が調停や裁判の争点となりやすい。現在は母親が
親権者となるケースが約9割である。親権者にならなかった親が子
どもと会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすることを
面会交流というが，我が国では，面会交流の継続に問題が出るこ
ともある。海外では離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）
国も多い。
親権は子どもの福祉（

▲

p.69）を第一に考えられ，親権の義務が果
たされない場合には，子の親族の申し立てにより親権者の変更も
可能である。

Column

2  離婚に関する法律（民法）

第763条
夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条
①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の
離婚によって婚姻前の氏に復する。
②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めると
ころにより届け出ることによって，離婚の際に称
していた氏を称することができる。

第768条　
協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して
財産の分与を請求することができる。
第770条
①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の
訴えを提起することができる。
　一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
　二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
　三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
　四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見

込みがないとき。
　五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

とき。

42.7 35.3 12.4 9.6

41.7 30.2 16.6 11.5

41.0 32.7 20.1 6.2

32.4 29.5 28.8 9.3

37.3 28.2 25.8 8.7

40.4 27.8 23.1 8.7

41.5 27.0 23.0 8.5

1950年
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2000年

2010年

2018年

（%）0 20 40 50 60 80 100

子どもなし 子どもあり
1人 2人 3人

以上

42.2 26.7 21.9 9.2

（注）	総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）

5

10

32 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻前の
本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。
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 生活時間を考える
暮らしていくうえで必要な物やお金などの資源は，個人や家族

によって所有する量がさまざまであるが，時間は，1日24時間
全
すべ
ての人に平等に与えられている資源であり，どう使うかによっ

て，有効なものにも，無駄なものにもなる。
1日の生活時間は，睡眠，食事など生命を維持するために必要
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日本人の生活時間の特徴を考えよう
　各国における個人的ケア・仕事・家事と家族のケア・自由時間を比較し，日
本は夫と妻でどのような特徴があるか，考えてみよう。またその理由について
も考えよう。
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（注）	①	日本とアメリカは末子が５歳以下。
	 ②個人的ケアは，睡眠，身の回りの用事と食事，仕事は仕事中の移動を含む。
（総務省「社会生活基本調査		生活時間に関する結果		生活時間の各国比較」2011年より作成）
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（注）	平均時間であり，合計は24時間にならない。
（NHK放送文化研究所「NHK国民生活時間調査」2015年）
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 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい

別
べつ

役
やく

割
わり

分
ぶん

業
ぎょう

意
い

識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
准
じゅん
した国連の女

じょ
子
し

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく
で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
男
だん

女
じょ
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こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

1

　日本では，女性の労働力率＊が「M字型曲線」に
なっている。その理由は何か，話し合おう。
＊�労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者
を含む就業者と求職活動を行っている失業者）の割合。

TRY

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性的
嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育児
休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

1   性別役割分業意識の推移
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8.8 31.7 5.2 34.8 19.5

（総務省「世界の統計」2019年）
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とする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも，近年問題となっている。
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 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい
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が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
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した国連の女
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さ

別
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廃
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条
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で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
男
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女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

1

　日本では，女性の労働力率＊が「M字型曲線」に
なっている。その理由は何か，話し合おう。
＊�労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者
を含む就業者と求職活動を行っている失業者）の割合。

TRY

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性的
嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育児
休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

1   性別役割分業意識の推移
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さらに2006年の改正
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では男性に対する差別禁止も追加された。
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　日本では，女性の労働力率＊が「M字型曲線」に
なっている。その理由は何か，話し合おう。
＊�労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者
を含む就業者と求職活動を行っている失業者）の割合。
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❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性的
嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育児
休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。
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 男女共に，仕事も家庭も
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❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育
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給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

p.61
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p.252 5

� ＊1���「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

� ＊2���「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.878

第2位 ノルウェー 0.830

第3位 フィンランド 0.823

第4位 ルワンダ 0.822

第5位 スウェーデン 0.816

第6位 ニカラグア 0.814

第7位 スロベニア 0.805

第8位 アイルランド 0.794

第9位 ニュージーランド 0.791

第10位 フィリピン 0.790

　 　 … 　

第114位 日本 0.657

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World�Economic�Forum
「The�Global�Gender�Gap�Report�2017」）
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第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会
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さらに2006年の改正
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では男性に対する差別禁止も追加された。
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　日本では，女性の労働力率＊が「M字型曲線」に
なっている。その理由は何か，話し合おう。
＊�労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者
を含む就業者と求職活動を行っている失業者）の割合。
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❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性的
嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育児
休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

1   性別役割分業意識の推移
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割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
❸

給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用
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が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。
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	 ＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

	 ＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は79.1％，取得率は女性83.0％，男性7.48％（2019
年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.877

第2位 ノルウェー 0.842

第3位 フィンランド 0.832

第4位 スウェーデン 0.820

第5位 ニカラグア 0.804

第6位 ニュージーランド 0.799

第7位 アイルランド 0.798

第8位 スペイン 0.795

第9位 ルワンダ 0.791

第10位 ドイツ 0.787

　 　 … 　

第121位 日本 0.652

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World	Economic	Forum
「Global	Gender	Gap	Report	2020」）
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法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
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取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。
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� ＊1���「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

� ＊2���「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.878

第2位 ノルウェー 0.830

第3位 フィンランド 0.823

第4位 ルワンダ 0.822

第5位 スウェーデン 0.816

第6位 ニカラグア 0.814

第7位 スロベニア 0.805

第8位 アイルランド 0.794

第9位 ニュージーランド 0.791

第10位 フィリピン 0.790

　 　 … 　

第114位 日本 0.657

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World�Economic�Forum
「The�Global�Gender�Gap�Report�2017」）
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法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
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取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用
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でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。
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	 ＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

	 ＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は79.1％，取得率は女性83.0％，男性7.48％（2019
年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.877

第2位 ノルウェー 0.842

第3位 フィンランド 0.832

第4位 スウェーデン 0.820

第5位 ニカラグア 0.804

第6位 ニュージーランド 0.799

第7位 アイルランド 0.798

第8位 スペイン 0.795

第9位 ルワンダ 0.791

第10位 ドイツ 0.787

　 　 … 　

第121位 日本 0.652

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World	Economic	Forum
「Global	Gender	Gap	Report	2020」）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 男女共に，仕事も家庭も
男
だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう
は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
❸

給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

p.61

4

p.252 5

� ＊1���「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

� ＊2���「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.878

第2位 ノルウェー 0.830

第3位 フィンランド 0.823

第4位 ルワンダ 0.822

第5位 スウェーデン 0.816

第6位 ニカラグア 0.814

第7位 スロベニア 0.805

第8位 アイルランド 0.794

第9位 ニュージーランド 0.791

第10位 フィリピン 0.790

　 　 … 　

第114位 日本 0.657

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World�Economic�Forum
「The�Global�Gender�Gap�Report�2017」）
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は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育
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給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

p.61

4

p.252 5

	 ＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業
者）の世帯。

	 ＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者
の世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

4   共働き世帯数の推移

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。

❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。

❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。

❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。

5   男女格差指数の国際比較

　男女格差指数は，経済的平等，政治参加，健康と生存，教育機会の4分野14項目の指
標から，男女間の格差の度合いを指数にしたものである。数字が1に近いほど格差が小
さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教育
就学率）では比較的高い水準だが，経済的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所得，幹
部や管理職への登用，専門職・技術職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，女性国家
元首の在位年数）の水準が低いことから，教育を受けた女性を人材として活用するにあ
たって，制度面や社会面で問題があるといえる。

順位 国名 男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.877

第2位 ノルウェー 0.842

第3位 フィンランド 0.832

第4位 スウェーデン 0.820

第5位 ニカラグア 0.804

第6位 ニュージーランド 0.799

第7位 アイルランド 0.798

第8位 スペイン 0.795

第9位 ルワンダ 0.791

第10位 ドイツ 0.787

　 　 … 　

第121位 日本 0.652

①国際順位 ②日本とアイスランドの分野別比較

（World	Economic	Forum
「Global	Gender	Gap	Report	2020」）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。その人たちとは，挨

あい
拶
さつ
を交わしたり，お

互いの家を訪問したり，困ったときには助け合ったりして活発に
交流している人々も多い。最近は，地域で高齢者と子どもが交流
する場面も多く見られるようになった。地域におけるつながりは，
心にゆとりをもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，
援助のための資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができる
か考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもが生まれても共働きを続けたいと思ったとき，近くに入
所可能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしな
がら働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプ
サービスなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それ
は困難になる

❶
。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生

活の営みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの
成長・発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子
どもおよびその家庭生活に大きな影響を与える。
家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭
生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関
か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な
どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

3

p.84

p.60

p.73 p.102 p.37

　あなたが住んでいる地域にはいろいろな公共施
設や福祉施設がある。どのような施設がどこにあ
るか調べ，地図で確認してみよう。

TRY

❶家族の介護や看護のために離職した者は約9万2,900人
で，そのうち女性が61.5％である（2017年）。

　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け
合いの例を挙げよう（子育て，介護，防犯など）。ま
た，その取り組みのよい点や今後の課題を考えよ
う。あなたはこれから，何ができるだろうか。

TRY

　認可保育所への入所を待っている待機児童は東
とう

京
きょう

都，
兵
ひょう

庫
ご

県，沖
おき

縄
なわ

県，埼
さい

玉
たま

県，千
ち

葉
ば

県，福
ふく

岡
おか

県などに多い。

3    保育所等の待機児童数と保育所等利用率の
推移

（厚生労働省資料）
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 地域の生活をつくる
私
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たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。その人たちとは，挨

あい
拶
さつ
を交わしたり，お

互いの家を訪問したり，困ったときには助け合ったりして活発に
交流している人々も多い。最近は，地域で高齢者と子どもが交流
する場面も多く見られるようになった。地域におけるつながりは，
心にゆとりをもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，
援助のための資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができる
か考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもが生まれても共働きを続けたいと思ったとき，近くに入
所可能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしな
がら働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプ
サービスなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それ
は困難になる

❶
。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生

活の営みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの
成長・発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子
どもおよびその家庭生活に大きな影響を与える。
家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭
生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関
か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な
どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2
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　あなたが住んでいる地域にはいろいろな公共施
設や福祉施設がある。どのような施設がどこにあ
るか調べ，地図で確認してみよう。

TRY

❶家族の介護や看護のために離職した者は約9万2,900人
で，そのうち女性が61.5％である（2017年）。

　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け
合いの例を挙げよう（子育て，介護，防犯など）。ま
た，その取り組みのよい点や今後の課題を考えよ
う。あなたはこれから，何ができるだろうか。
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郡の高校では，2003年から自主防犯ボラン
ティアチームを結成し，部活動の校外ランニングを兼ねて
地域の防犯パトロールや町内清掃などを行っている。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。その人たちとは，挨

あい
拶
さつ
を交わしたり，お

互いの家を訪問したり，困ったときには助け合ったりして活発に
交流している人々も多い。最近は，地域で高齢者と子どもが交流
する場面も多く見られるようになった。地域におけるつながりは，
心にゆとりをもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，
援助のための資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができる
か考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもが生まれても共働きを続けたいと思ったとき，近くに入

所可能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしな
がら働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプ
サービスなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それ
は困難になる

❶
。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生

活の営みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの
成長・発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子
どもおよびその家庭生活に大きな影響を与える。
家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭

生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関
か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

3

p.84

p.60

p.73 p.102 p.37

　あなたが住んでいる地域にはいろいろな公共施
設や福祉施設がある。どのような施設がどこにあ
るか調べ，地図で確認してみよう。

TRY

❶家族の介護や看護のために離職した者は約9万8,400人
で，そのうち女性が80.8％である（2018年）。

　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け
合いの例を挙げよう（子育て，介護，防犯など）。ま
た，その取り組みのよい点や今後の課題を考えよ
う。あなたはこれから，何ができるだろうか。

TRY

　認可保育所への入所を待っている待機児童は東
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京
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都，
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庫
ご

県，福
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岡
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玉
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葉
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県などに多い。

3    保育所等の待機児童数と保育所等利用率の
推移

（厚生労働省資料）
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地域の防犯パトロールや町内清掃などを行っている。
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ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。その人たちとは，挨
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拶
さつ
を交わしたり，お

互いの家を訪問したり，困ったときには助け合ったりして活発に
交流している人々も多い。最近は，地域で高齢者と子どもが交流
する場面も多く見られるようになった。地域におけるつながりは，
心にゆとりをもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，
援助のための資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができる
か考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもが生まれても共働きを続けたいと思ったとき，近くに入

所可能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしな
がら働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプ
サービスなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それ
は困難になる

❶
。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生

活の営みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの
成長・発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子
どもおよびその家庭生活に大きな影響を与える。
家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭

生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関
か か

わり合う家庭と社会
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どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰
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がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。
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　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け
合いの例を挙げよう（子育て，介護，防犯など）。ま
た，その取り組みのよい点や今後の課題を考えよ
う。あなたはこれから，何ができるだろうか。
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 命の連鎖
私
わたし
たちが命を授かり，今生きているのは，私たちの親，祖父母，

曾
そう
祖
そ
父
ふ
母
ぼ
，更にその前の世代と，長い歴史の中で命が受け継がれ

てきた結果である。生まれてきた命はその1つ1つがかけがえな
く，誰

だれ
もが社会の一員として大切に育んでいくべきものである。

 青年期の性
青年期は，心身共に子どもから大人に変わっていき，性的な成

熟により子どもをつくる能力が備わる時期である。性交すれば妊
娠する・させる可能性があり，生まれてくる命への責任がある。
性に関する正しい知識を持ち，異性の心や身体を尊重し，望まな
い妊娠をしない・させないように努めなければならない。
10代では妊娠したときに人

じん
工
こう

妊
にん

娠
しん

中
ちゅう

絶
ぜつ
を
❶
する割合が高く，性

的接触による性
せい

感
かん

染
せん

症
しょう
（
❷
STD）を軽く見る風潮も若い世代に顕著

である。こうした傾向は，若者のエイズ（AIDS）感染者の増加
と無関係ではない。安易な性行動により，将来にわたって自分や
周囲に重大な影響が及ぶ可能性を，十分に自覚する必要がある。

人間の愛と性1

1  2  

3  

　人工妊娠中絶による女性の身体的・精神的負担
について考えよう。また，生まれてくる命に対する
責任とは何か，具体的に挙げよう。

TRY
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40～44

45～49

50～　

総数

人工妊娠中絶割合 出生割合

❶人工妊娠中絶　母体保護法では身体的・経済的理由など
により母体の健康を害する場合には，22週未満の人工妊
娠中絶を認めている。
❷性 感 染 症（STD：Sexually Transmitted Disease）　
性交によって感染する病気で，性行為感染症ともいう。ク
ラミジア，トリコモナス，梅毒などがあり，不妊の原因に
なることもある。性感染症の患者は，エイズにかかる割合
が2〜5倍になるといわれる。

11.7

22.0

9.6 9.010.2 8.9
13.6

7.3

27.8

41.2

35.5

3.2
0

10

20

30

40

50

女子（1,517人）
男子（1,470人）

調査対象：高校生

（%）

相
手
の

求
め
に
応
じ
る

雰
囲
気
に

よ
っ
て
は
応
じ
る

避
妊
・
性
感
染
症
予

防
を
求
め
て
応
じ
る

よ
く
話
し
合
っ
て

性
交
し
な
い

絶
対
に
拒
否
す
る

そ
の
と
き
に

な
ら
な
い
と

分
か
ら
な
い

（東
とう

京
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都幼稚園・小・中・高・心障性教育研究会
「児童・生徒の性」2002年）

2   ごく親しい人から性交を求められたら…

1   リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
　1994年の国際人口開発会議において提唱された
「性と生殖に関する健康と権利」。性と生殖に関する健
康の確立を目指すこと，全

すべ

てのカップルと個人が，妊
娠や出産について決定できる権利などが示された。

命を育
はぐく

む
「好きな人」と
どのように関

かか

わりたいだろうか。1
生まれてくる命に対する責任について考えるとともに，

出産までの胎児の発育と母体の健康管理について学ぼう。

学習のポイント

（厚生労働省「平成29（2017）年人口動態統計」，「平成29（2017）年度衛生行政報告例」）

＊年齢不詳を除く出生率に対する百分率である。総数には年齢不詳者を含む。

3   年齢別人工妊娠中絶数と出生数の比率
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ひとくち
メモ44 マタニティ・ブルーズ　妊娠中や出産後は急激な心身の変化に対して精神が不安定になりやすく，休息や周囲によるケアが重要となる。とくに産後数

日は涙もろさや不安感，頭痛などを感じる「マタニティ・ブルーズ」にかかることが多く，その後重度のうつ状態である「産後うつ」に陥ることもある。
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 青年期の性
青年期は，心身共に子どもから大人に変わっていき，性的な成
熟により子どもをつくる能力が備わる時期である。性交すれば妊
娠する・させる可能性があり，生まれてくる命への責任がある。
性に関する正しい知識を持ち，異性の心や身体を尊重し，望まな
い妊娠をしない・させないように努めなければならない。
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である。こうした傾向は，若者のエイズ（AIDS）感染者の増加
と無関係ではない。安易な性行動により，将来にわたって自分や
周囲に重大な影響が及ぶ可能性を，十分に自覚する必要がある。
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　人工妊娠中絶による女性の身体的・精神的負担
について考えよう。また，生まれてくる命に対する
責任とは何か，具体的に挙げよう。
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❶人工妊娠中絶　母体保護法では身体的・経済的理由など
により母体の健康を害する場合には，22週未満の人工妊
娠中絶を認めている。
❷性 感 染 症（STD：Sexually Transmitted Disease）　
性交によって感染する病気で，性行為感染症ともいう。ク
ラミジア，トリコモナス，梅毒などがあり，不妊の原因に
なることもある。性感染症の患者は，エイズにかかる割合
が2〜5倍になるといわれる。
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都幼稚園・小・中・高・心障性教育研究会
「児童・生徒の性」2002年）

2   ごく親しい人から性交を求められたら…

1   リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
　1994年の国際人口開発会議において提唱された
「性と生殖に関する健康と権利」。性と生殖に関する健
康の確立を目指すこと，全

すべ

てのカップルと個人が，妊
娠や出産について決定できる権利などが示された。

命を育
はぐく

む
「好きな人」と
どのように関

かか

わりたいだろうか。1
生まれてくる命に対する責任について考えるとともに，

出産までの胎児の発育と母体の健康管理について学ぼう。

学習のポイント

（厚生労働省「平成30（2018）年人口動態統計」，「平成30（2018）年度衛生行政報告例」）

＊年齢不詳を除く出生率に対する百分率である。総数には年齢不詳者を含む。

3   年齢別人工妊娠中絶数と出生数の比率
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メモ44 マタニティ・ブルーズ　妊娠中や出産後は急激な心身の変化に対して精神が不安定になりやすく，休息や周囲によるケアが重要となる。とくに産後数

日は涙もろさや不安感，頭痛などを感じる「マタニティ・ブルーズ」にかかることが多く，その後重度のうつ状態である「産後うつ」に陥ることもある。
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子どもの生活の中心は遊びであり，遊びによって子どもはさま
ざまなことを学び，成長していく。まだ自分では移動できない乳
児でも，知覚や身体を使ったひとり遊

あそ
びをする。目に入った物を

見つめ，手を伸ばし，手に触れた物をつかみ，振ったり，なめた
り，かんだりする。はいはいなどで移動するようになると反応は
活発になり，やがて「イナイ・イナイ・バア」やおもちゃの受け
渡しなど，大人とのやりとりを楽しむ遊びもできるようになる。
2歳前後の幼児は，おもちゃや物を何かに見立てたり，誰

だれ
かの

つもりになったりして，イメージ能力を使ったごっこ遊
あそ
びを楽し

む。他の子どもに関心はあるが，まだいっしょに遊ぶことは難し
く，他の子どもの遊びをそばで見る傍

ぼう
観
かん
遊
あそ
びや，隣どうしで同じ

遊びを別々にする平
へい
行
こう
遊
あそ
びをする。3，4歳頃は，物の製作や組

み立てる遊びを楽しみ，友達と役割を決めたごっこ遊びを盛んに
行う。ときにはおもちゃの取り合いなどのけんかを経験すること
で，友達との遊び方を身につけていく。5，6歳頃には，ルール
のある遊びや集

しゅう
団
だん
遊
あそ
びへと発展し，役割分担やイメージを共有す

るために話し合うなど，楽しく遊ぶための工夫をするようになる。
おもちゃや遊具，絵本や紙芝居，歌や童話などの児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
財
ざい
は，

子どもの遊びを誘い出し，より豊かにし，創造力や情操を育てる。
また，昔から受け継がれる伝

でん
承
しょう
遊
あそ
びは，親子や子どもどうしの関

係を深め，楽しみながら心身の発達を促す。
最近の子どもの生活には，遊

あそ
びの3つの条

じょう
件
けん
（遊ぶ場所・仲

間・時間）が乏しくなってきている。こうした遊び環境の変化は，
身体が動かない，感情の表現が少ない，友達といっしょに遊べな
いなどの発達のゆがみにつながりやすい。

遊びの発達5
2

3

1 だるま落とし　2 水鉄砲　3 お手玉
4 こま　5 おはじき　6 ビー玉　7 けん玉

1

2

3

4

5
6

7

（文部科学省「体力・運動能力調査」）

　近年，遊び環境の変化に伴い，子どもの運動能力は低下しているといわれている。子ども
の運動能力を高めるためには，幼い頃からどんな遊びが必要か考えよう。また地域の公園は
子どもが遊ぶのに適切か，遊び環境を整備するにはどんな取り組みができるか話し合おう。

子どもの遊びと
運動能力について考えよう

7歳の体力テスト結果の推移（平均値）

［50m走］

［ソフトボール投げ］

1983年
男子　10.25秒
女子　10.59秒

2016年
男子　10.65秒
女子　10.99秒 （m）

●盲導犬マーク ●うさぎマーク

4   おもちゃのマーク（日本玩
がん
具
ぐ
協会認定証）

3   伝承遊びとは

視覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

聴覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

●STマーク
［共遊玩具のマーク］

［伝承遊びの例］

［伝承遊びのおもちゃの例］

安全基準を満たすと認
定されたおもちゃに付
けられているマーク。

男子 2016年
12.26m

1983年
15.58m

女子 2016年
7.58m

1983年
9.00m

TRY

　伝承遊びは，自然発生的に生まれ，年長児から年少
児へ，大人から子どもへと受け継がれてきた遊びであ
る。毎日遊びながら遊びの技術やコツ，身のこなし方
や力の入れ具合を工夫しながら習得していく。その多
くは，既製の遊具を必要としない素朴な遊びであり，
人間的な触れ合いがあり，集団で楽しむ遊びである。
遊び方や素材は，地方によって特色があることも多い。

　にらめっこ，童歌，かくれんぼ，ままごと，指影絵，
絵描

か

き歌など。
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

子どもの生活の中心は遊びであり，遊びによって子どもはさま
ざまなことを学び，成長していく。まだ自分では移動できない乳
児でも，知覚や身体を使ったひとり遊

あそ
びをする。目に入った物を

見つめ，手を伸ばし，手に触れた物をつかみ，振ったり，なめた
り，かんだりする。はいはいなどで移動するようになると反応は
活発になり，やがて「イナイ・イナイ・バア」やおもちゃの受け
渡しなど，大人とのやりとりを楽しむ遊びもできるようになる。
2歳前後の幼児は，おもちゃや物を何かに見立てたり，誰

だれ
かの

つもりになったりして，イメージ能力を使ったごっこ遊
あそ
びを楽し

む。他の子どもに関心はあるが，まだいっしょに遊ぶことは難し
く，他の子どもの遊びをそばで見る傍

ぼう
観
かん
遊
あそ
びや，隣どうしで同じ

遊びを別々にする平
へい
行
こう
遊
あそ
びをする。3，4歳頃は，物の製作や組

み立てる遊びを楽しみ，友達と役割を決めたごっこ遊びを盛んに
行う。ときにはおもちゃの取り合いなどのけんかを経験すること
で，友達との遊び方を身につけていく。5，6歳頃には，ルール
のある遊びや集

しゅう
団
だん
遊
あそ
びへと発展し，役割分担やイメージを共有す

るために話し合うなど，楽しく遊ぶための工夫をするようになる。
おもちゃや遊具，絵本や紙芝居，歌や童話などの児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
財
ざい
は，

子どもの遊びを誘い出し，より豊かにし，創造力や情操を育てる。
また，昔から受け継がれる伝

でん
承
しょう
遊
あそ
びは，親子や子どもどうしの関

係を深め，楽しみながら心身の発達を促す。
最近の子どもの生活には，遊

あそ
びの3つの条

じょう
件
けん
（遊ぶ場所・仲

間・時間）が乏しくなってきている。こうした遊び環境の変化は，
身体が動かない，感情の表現が少ない，友達といっしょに遊べな
いなどの発達のゆがみにつながりやすい。

遊びの発達5
2

3

1 だるま落とし　2 水鉄砲　3 お手玉
4 こま　5 おはじき　6 ビー玉　7 けん玉

1

2

3

4

5
6

7

（文部科学省「体力・運動能力調査」）

　近年，遊び環境の変化に伴い，子どもの運動能力は低下しているといわれている。子ども
の運動能力を高めるためには，幼い頃からどんな遊びが必要か考えよう。また地域の公園は
子どもが遊ぶのに適切か，遊び環境を整備するにはどんな取り組みができるか話し合おう。

子どもの遊びと
運動能力について考えよう

7歳の体力テスト結果の推移（平均値）

［50m走］

［ソフトボール投げ］

1983年
男子　10.25秒
女子　10.59秒

2018年
男子　10.55秒
女子　10.90秒 （m）

●盲導犬マーク ●うさぎマーク

4   おもちゃのマーク（日本玩
がん
具
ぐ
協会認定証）

3   伝承遊びとは

視覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

聴覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

●STマーク
［共遊玩具のマーク］

［伝承遊びの例］

［伝承遊びのおもちゃの例］

安全基準を満たすと認
定されたおもちゃに付
けられているマーク。

男子 2018年
12.36m

1983年
15.58m

女子 2018年
7.59m

1983年
9.00m

TRY

　伝承遊びは，自然発生的に生まれ，年長児から年少
児へ，大人から子どもへと受け継がれてきた遊びであ
る。毎日遊びながら遊びの技術やコツ，身のこなし方
や力の入れ具合を工夫しながら習得していく。その多
くは，既製の遊具を必要としない素朴な遊びであり，
人間的な触れ合いがあり，集団で楽しむ遊びである。
遊び方や素材は，地方によって特色があることも多い。

　にらめっこ，童歌，かくれんぼ，ままごと，指影絵，
絵描

か

き歌など。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 子どもの安全
乳児の事故で多いのは誤飲や窒息である。はいはいやひとり歩
きができるようになった子どもは行動範囲が広がり，手に触れる
ものは何でも口に入れようとするので，手の届く範囲に物を置か
ないなど，注意が必要である。
幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を
とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠
おこた
ってはならない。
自動車事故の被害を減らすために，乗用車には子ども用シート
を後部座席にしっかり固定し，子どもを座らせることが義務付け
られている。また，誤って自分の子どもをひいたりしないよう，
車庫からの出し入れは子どもを車に乗せたまま行うようにする。

6

TRY

発達の様子

6   乳幼児の死亡事故の原因

0 20 40 60 80 100

0歳

（%）

1～4
歳

窒息

71.4 11.7 7.8 7.8

32.9 30.0 17.1 8.6 7.1
4.3

その他

交通事故

転倒・転落 1.3
煙・火・
火災 0.0

溺死
でき し

（厚生労働省「平成29（2017）年人口動態統計」）

Column
■  たばこの誤飲
子どもの誤飲では，たばこによるものが
最も多く，薬が続く。たばこ1本を食べる
と，子どもの命が危険とされる。飲料の空
き缶を灰皿代わりにしていると，
ジュース等と間違えて誤飲する
こともある。

　子どもは興味のある物を何でも口に入れたり，触ってみたりする。
子どもの事故を防ぐためには，周囲の大人が子どもの特性を理解し，
対策を講じなければならない。私

わたし

たちは子どもの事故が起きないよ
うに，家の内外でどんなことに注意すればよいだろうか。（

▲

p.231）

子どもの事故を予防しよう

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕
まくら
・やわらかい布

ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症

指しゃぶり 走る とぶ 階段をひとりで上る寝返り・お座り
手づかみ

はいはい
つかまり立ち

伝い歩き
ひとり歩き

　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

新生児 6か月 1歳 2歳 3歳

新生児 6か月 1歳 

子どもの特性 （

▲

p.47）
● �大人と比べて体が小さい。
● �身体機能・運動能力が未熟である。
● �体のバランスが大人と異なり，頭の比率が
大きく，転落しやすい。

● �理解力や行動が，大人と異なる。

TRY

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」2008年より作成）

2歳 3歳
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第2章　子どもと共に育つ　　3　親として共に育つ

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子
どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈

いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの
ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関

かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。このことは，親が一方的に子どもを育てるだけ
でなく，子育ては親が人間として成長するまたとない経験の1つ
であるといえる。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが
ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉

とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY

（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2018年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）

（%）

0

20

40

60

80

100

0.2

87.3

子
ど
も
の
成
長
に

喜
び
を
感
じ
る

78.6

子
ど
も
の
お
か
げ
で

家
庭
が
明
る
い

70.5

兄
弟
姉
妹
ど
う
し
の

触
れ
合
い
が
あ
っ
て
楽
し
い

67.4

子
ど
も
の
将
来
が

楽
し
み

80.7

子
ど
も
と
の

触
れ
合
い
が
楽
し
い

よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は

特
に
な
い

調査対象：8歳児の父母，
祖父母など（24,441人）

73.8

家
族
の
結
び
付
き
が

深
ま
っ
た

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

0 1 2 3 4

日本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

（時間：分）

1:23
0:49

3:10
1:20

2:46
1:00

2:30
0:40

3:00
0:59

3:21
1:07

3:12
1:13

うち育児時間
家事関連時間全体

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など
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10
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25

ひとくち
メモ60 イクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 子どもの安全
乳児の事故で多いのは誤飲や窒息である。はいはいやひとり歩

きができるようになった子どもは行動範囲が広がり，手に触れる
ものは何でも口に入れようとするので，手の届く範囲に物を置か
ないなど，注意が必要である。
幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を

とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠
おこた
ってはならない。
自動車事故の被害を減らすために，乗用車には子ども用シート

を後部座席にしっかり固定し，子どもを座らせることが義務付け
られている。また，誤って自分の子どもをひいたりしないよう，
車庫からの出し入れは子どもを車に乗せたまま行うようにする。

6

TRY

発達の様子

6   乳幼児の死亡事故の原因

0 20 40 60 80 100

0歳

（%）

1～4
歳

窒息

79.7

4.7

9.4
4.6

21.7 38.6 20.5 8.4 7.2
3.6

その他

交通事故

転倒・転落・墜落1.6
煙・火・
火災 0.0

溺死・溺水
でき し

（厚生労働省「平成30（2018）年人口動態統計」）

Column
■  たばこの誤飲
子どもの誤飲では，たばこによるものが
最も多く，薬が続く。たばこ1本を食べる
と，子どもの命が危険とされる。飲料の空
き缶を灰皿代わりにしていると，
ジュース等と間違えて誤飲する
こともある。

　子どもは興味のある物を何でも口に入れたり，触ってみたりする。
子どもの事故を防ぐためには，周囲の大人が子どもの特性を理解し，
対策を講じなければならない。私

わたし

たちは子どもの事故が起きないよ
うに，家の内外でどんなことに注意すればよいだろうか。（

▲

p.231）

子どもの事故を予防しよう

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕
まくら
・やわらかい布

ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症

指しゃぶり 走る とぶ 階段をひとりで上る寝返り・お座り
手づかみ

はいはい
つかまり立ち

伝い歩き
ひとり歩き

　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

新生児 6か月 1歳 2歳 3歳

新生児 6か月 1歳 

子どもの特性 （

▲

p.47）
● �大人と比べて体が小さい。
● �身体機能・運動能力が未熟である。
● �体のバランスが大人と異なり，頭の比率が
大きく，転落しやすい。

● �理解力や行動が，大人と異なる。

TRY

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」2008年より作成）

2歳 3歳
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第2章　子どもと共に育つ　　3　親として共に育つ

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子

どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈
いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの

ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関
かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。このことは，親が一方的に子どもを育てるだけ
でなく，子育ては親が人間として成長するまたとない経験の1つ
であるといえる。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが

ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉
とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY

（厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2019年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）

（%）
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い
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と
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い

調査対象：9歳児の父母，
祖父母など（24,204人）

69.7

家
族
の
結
び
付
き
が

深
ま
っ
た

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

0 1 2 3 4

日本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

（時間：分）

1:23
0:49

3:07
1:11

2:46
1:00

2:30
0:40

3:00
0:59

3:21
1:07

3:12
1:13

うち育児時間
家事関連時間全体

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など
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ひとくち
メモ60 イクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

60 1

59 6



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子
どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈

いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの
ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関

かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。このことは，親が一方的に子どもを育てるだけ
でなく，子育ては親が人間として成長するまたとない経験の1つ
であるといえる。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが
ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉

とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY

（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2018年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）
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調査対象：8歳児の父母，
祖父母など（24,441人）

73.8

家
族
の
結
び
付
き
が

深
ま
っ
た

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

0 1 2 3 4
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イギリス

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

（時間：分）

1:23
0:49
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1:20

2:46
1:00

2:30
0:40

3:00
0:59

3:21
1:07

3:12
1:13

うち育児時間
家事関連時間全体

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など
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ひとくち
メモ60 イクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，
親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健
康に関しては母

ぼ
子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう
で
❷
，育児休業

❸
は育

いく
児
じ

・介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと
形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。
親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。

p.66

1

p.36 4

p.37 p.67 4 p.69 7

5

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　●育児休業
　　◦�子が1歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長2歳になるまで）

　　◦�父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　●学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　●子の看護休暇年5日（子が2人以上の場合は年10日）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた
辺
なべ
徹
とおる
さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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第2章　子どもと共に育つ　　3　親として共に育つ

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子

どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈
いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの

ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関
かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。このことは，親が一方的に子どもを育てるだけ
でなく，子育ては親が人間として成長するまたとない経験の1つ
であるといえる。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが

ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉
とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY

（厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2019年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
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調査対象：9歳児の父母，
祖父母など（24,204人）
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（内閣府「男女共同参画白書」2019年）

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）
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うち育児時間
家事関連時間全体

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など
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ひとくち
メモ60 イクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健

康に関しては母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう
で
❷
，育児休業

❸
は育

いく
児
じ

・介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。

p.66

1

p.36 4

p.37 p.67 4 p.69 7

5

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　●育児休業
　　◦�子が1歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長2歳になるまで）

　　◦�父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　●学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　●子の看護休暇年5日（子が2人以上の場合は年10日）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた
辺
なべ
徹
とおる
さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい
神
しん
話
わ
や
❶

3歳
さい
児
じ
神
しん
話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ
不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親
（289人）
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こ

「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験

100806040200

たまにある ほとんどない

分からない
雇用者女性

無職女性

27.8

30.2 56.5 12.8
0.5

57.3 14.9

頻繁にある

（%）

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している8歳児の
父母，祖父母など（24,322人）
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時
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十
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に
作
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な
い
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34.2

26.1 23.3

母が無職母が有職

自
分
の
自
由
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時
間
が
持
て
な
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子
育
て
に
よ
る

身
体
の
疲
れ
が
大
き
い

気
持
ち
に
余
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を
持
っ
て

子
ど
も
に
接
す
る

こ
と
が
で
き
な
い

21.6

29.4

子
育
て
の

出
費
が
か
さ
む

40.4 39.7

これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。5
現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子

どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）
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ひとくち
メモ66 認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい
神
しん
話
わ
や
❶

3歳
さい
児
じ
神
しん
話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ
不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親

（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験

100806040200

たまにある ほとんどない

分からない
雇用者女性

無職女性

27.8

30.2 56.5 12.8
0.5

57.3 14.9

頻繁にある

（%）

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している9歳児の
父母，祖父母など（24,077人）
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これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。5
現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子

どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

（厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2019年）
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メモ66 認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　待機児童がなぜ増えているのかについて，調べ
よう。（

▲

p.39）

TRY

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

1989 ’99 ’05’03’95 2000
0

1.3

1.4

1.5

1.6

（年）
’10 ’15 ’17 ’20

●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

保育料 3～5歳児と住民税非課税世帯の0～2歳児は無償
（一部月額上限あり）

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　待機児童がなぜ増えているのかについて，調べ
よう。（

▲

p.39）

TRY

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

1989
0

1.3

1.4

1.5

1.6

（年）
’25

1.42
1.29

1.26

1.39
1.45

1.42

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

●　仕事と家庭の両立支援と働
き方の見直し

●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割
等についての理解

●　若者の自立と健全育成

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の
実現

●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長
への支援

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

●　個々人が結婚や子どもについての希
望を実現できる社会

●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に
応じた切れ目のない取り組み」と「地
域・企業など社会全体の取り組み」

●　子どもへの資源配分を拡充

少子化社会対策大綱
（第3次：2015～2019年度）

●　「希望出生率1.8」の実現に
向けた総合的な少子化対策

●　更に強力に少子化対策を推
し進めるために必要な安定
財源の確保

少子化社会対策大綱
（第4次：2020～2024年度）

●　仕事と家庭の両立支援のための
雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　 　   など

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

1989 ’99 ’05’03’95 2000
0

1.3

1.4

1.5

1.6

（年）
’10 ’15 ’17 ’20

’99 ’05’03’95 2000 ’10 ’15 ’18 ’20

●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

次世代育成支援対策推進法（2003年～）
●　子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●　多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●　次世代育成支援対策

1.36

次世代育成支援対策推進法（2003年～）

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●　多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●　次世代育成支援対策

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

保育料 3～5歳児と住民税非課税世帯の0～2歳児は無償
（一部月額上限あり）

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 子どもの権利
子どもは，与えられた環境の中で人間としてよりよく生きる基

本的な権利を持っている。親や家族，社会や国は子どもを保護し，
健やかに育てる責任を負っている。しかし，開発途上国では紛争 
や貧困，児童労働，性的虐待，搾

さく
取
しゅ

，エイズなど，さまざまな困
難な状況下で，子どもの生存や発達の権利が奪われている。

子どもが生存と発達を保障され，不当な取り扱いから保護され，
自分らしく生きる基本的人権を実現するために，1989年の国連
総会において，「児

じ
童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

（子どもの権利条約）」
が採択された。これは，子ども自身の最善の利益を考慮して，親
や社会が果たすべき義務を国際的に約束した画期的な内容の取り
決めであり，日本は1994年にこの条約を批

ひ
准
じゅん

している。
子どもは親や家庭を選んで生まれてくることはできない。我が

国のように生活が豊かな国でも，しつけと称して体罰を加える，
必要な世話を放棄するなど，親による児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

が社会問題となり，
死に至る子どもも出ている。地域や近隣が子育て家庭に関心を持
つことによる虐待の早期発見，通報による子どもの保護と精神的
なケア，虐待をしてしまう親への支援や教育などによる虐待の再
発予防などが早急に求められている。

子どもの権利と福祉3

1

2

3 4

5 p.27

　子どもの権利条約は，子どもに関
かか

わる全ての活動において，子どもの最善の
利益を第一に考慮し，生存，発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保
障し，親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者への援助と福祉施設
およびサービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害または放任，性的虐待を含む不当な取り扱い，搾�
　取などから保護される権利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保�
　護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする権利。情報の自由，思想・�
　良心・宗教の自由，集会の自由への権利。

5   子どもの権利条約の内容

2   石
せっ

鹸
けん

工場で働く8歳の男児（バングラデシュ）
　バングラデシュでは5～
14歳の約13％が働く。貧困
家庭にとって子どもは重要
な稼ぎ手であり，経営者も
安い賃金で使える労働力と
して雇う。しかし劣悪な環
境で長時間働く子どもたち
は学校に通えず，心身を病
むこともある。

3   教育を受ける権利を訴える 
マララ・ユスフザイ（パキスタン）

　マララ・ユスフザイは全て
の子どもが教育を受ける権
利を訴えて活動を続け，
2012年に反対するタリバン
勢力に銃撃された。2014
年，17歳（史上最年少）でイ
ンドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベ
ル平和賞を受賞。

1   軍事訓練に参加する少年兵（コンゴ民主共和国）

4   5歳未満児の死亡率＊
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＊	出生時から満5歳になる日までに死亡する確率で，出生
1,000人あたりの死亡数で示す。

（ユニセフ「世界子供白書」2017年）
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メモ68 子どもの貧困　日本は子どもの相対的貧困率がOECD34か国中10番目に高く，1990年代半ば頃

ごろ
から上昇傾向にある。子どもの将来が生まれ育った

環境に左右されず，貧困の状況にある子どもが健やかに育成されることを目指して，2014年には子どもの貧困対策法が施行された。

 子どもの権利
子どもは，与えられた環境の中で人間としてよりよく生きる基

本的な権利を持っている。親や家族，社会や国は子どもを保護し，
健やかに育てる責任を負っている。しかし，開発途上国では紛争 
や貧困，児童労働，性的虐待，搾

さく
取
しゅ

，エイズなど，さまざまな困
難な状況下で，子どもの生存や発達の権利が奪われている。

子どもが生存と発達を保障され，不当な取り扱いから保護され，
自分らしく生きる基本的人権を実現するために，1989年の国連
総会において，「児

じ
童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

（子どもの権利条約）」
が採択された。これは，子ども自身の最善の利益を考慮して，親
や社会が果たすべき義務を国際的に約束した画期的な内容の取り
決めであり，日本は1994年にこの条約を批

ひ
准
じゅん

している。
子どもは親や家庭を選んで生まれてくることはできない。我が

国のように生活が豊かな国でも，しつけと称して体罰を加える，
必要な世話を放棄するなど，親による児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

が社会問題となり，
死に至る子どもも出ている。地域や近隣が子育て家庭に関心を持
つことによる虐待の早期発見，通報による子どもの保護と精神的
なケア，虐待をしてしまう親への支援や教育などによる虐待の再
発予防などが早急に求められている。

子どもの権利と福祉3

1

2

3 4

5 p.27

　子どもの権利条約は，子どもに関
かか

わる全ての活動において，子どもの最善の
利益を第一に考慮し，生存，発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保
障し，親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者への援助と福祉施設
およびサービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害または放任，性的虐待を含む不当な取り扱い，搾�
　取などから保護される権利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保�
　護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする権利。情報の自由，思想・�
　良心・宗教の自由，集会の自由への権利。

5   子どもの権利条約の内容
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鹸
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工場で働く8歳の男児（バングラデシュ）
　バングラデシュでは5～
14歳の約13％が働く。貧困
家庭にとって子どもは重要
な稼ぎ手であり，経営者も
安い賃金で使える労働力と
して雇う。しかし劣悪な環
境で長時間働く子どもたち
は学校に通えず，心身を病
むこともある。

3   教育を受ける権利を訴える 
マララ・ユスフザイ（パキスタン）

　マララ・ユスフザイは全て
の子どもが教育を受ける権
利を訴えて活動を続け，
2012年に反対するタリバン
勢力に銃撃された。2014
年，17歳（史上最年少）でイ
ンドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベ
ル平和賞を受賞。

1   軍事訓練に参加する少年兵（コンゴ民主共和国）

4   5歳未満児の死亡率＊
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＊�出生時から満5歳になる日までに死亡する確率で，出生
1,000人あたりの死亡数で示す。

（ユニセフ「世界子供白書」2019年）

5

10

15

20

ひとくち
メモ68 子どもの貧困　日本は子どもの相対的貧困率がOECD34か国中10番目に高く，1990年代半ば頃

ごろ
から上昇傾向にある。子どもの将来が生まれ育った

環境に左右されず，貧困の状況にある子どもが健やかに育成されることを目指して，2014年には子どもの貧困対策法が施行された。
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 子どもの福祉
社会は，子どもが健やかに生まれ育つようにその生活を保障す

る責任を負っている。そのために必要な活動や施策，法律の整備
の全

すべ
てを児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し
という。

児
じ

童
どう

憲
けん

章
しょう
は，我が国の児童福祉の理念を表し，日本国憲法の精

神に基づいて1951年の「こどもの日」に制定された。ここでは，
「人として，社会の一員として，よい環境の中で育てられる」と
いう児童の基本的な権利を宣言し，子どもの幸福な生活を保障す
る義務と責任が国民一人一人にあることをうたっている。
我が国の児童福祉行政は，児童福祉法に基づいて行われている。

児童福祉法は，全ての児童（18歳未満）を対象とし，その健全育
成と福祉を保障するための総合的な法律である。保護者だけでは
なく，国や地方公共団体の児童の育成責任を明記し，親や家庭が
子育ての責任を果たせない場合には，行政が児童の養育を代わっ
て行う児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ
が設けられている。児童福祉に関係するいく

つかの法律があるが，なかでも近年急増している児童虐待への対
応を図るために，児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

法
ほう
が制定されている。子どもの健

やかな育ちを実現するためには，密接な関係にある親や家族，地
域社会も含めた豊かな環境づくりが欠かせない。

p.93

6

7   p.61

TRY

児童虐待防止法（2000年制定）

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしては
ならない。

第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童
を発見した者は，速やかに，これ
を市町村，都道府県の設置する福
祉事務所若しくは児童相談所又は�
児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければなら
ない。

（注）	 	2019年改正で「しつけによる
体罰」の禁止が明記された
（2020年4月1日施行）。民法第
822条で規定されている親権者
の懲戒権についても，2022年
をめどに検討されることになっ
ている。

われらは，日本国憲法の精神にしたがい，児童に対
する正しい観念を確立し，すべての児童の幸福を
はかるために，この憲章を定める。
　児童は，人として尊ばれる。
　児童は，社会の一員として重んぜられる。
　児童は，よい環境の中で育てられる。

6   児童憲章（前文）

　児童虐待は年々増えており，虐待者は実の親が最も多い。なぜ虐待をしてしまうのだろうか。
虐待を減らすにはどうしたらよいのだろうか，考えてみよう。

児童虐待を防ぐには

第1条　児童福祉の理念
①�すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生ま
れ，且つ，育成されるよう努めなければならない。
②�すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛
護されなければならない。

第2条　児童育成の責任
国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児
童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条　児童福祉保障の原理
前2条に規定するところは，児童の福祉を保障する
ための原理であり，この原理は，すべて児童に関す
る法令の施行にあたって，常に尊重されなければな
らない。

7   児童福祉法（1947年制定）

1994 ’96 ’98 2000 ’02 ’04 ’06 ’08 ’12 ’17’14 ’16
（年度）

（件）

0

140,000
120,000
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60,000
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’10＊
4,102 6,932

17,725 23,738
37,323 42,664

56,384 66,701

122,575
133,778

1,961
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88,931

3 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）

1 児童虐待の種類と割合（2017年度） 2 虐待者の内訳（2017年度）［虐待をする親が抱えている問題］
●育児への負担感
●育児の孤立化
●経済的な困窮
● �子ども時代に虐待を受けた経験
● �夫婦の結び付きとしての精神的
安定の欠如（離婚，死別，未婚，
非婚など）

● �精神的・身体的な疾患や障がい
● ��夫婦間の暴力�
など

［相談窓口］
● �児童相談所全国共通ダイヤル�
TEL：1

いち

8
はや

9
く

● �日本子どもの虐待防止民間��
ネットワーク＊�

など

（1〜3：厚生労働省資料）
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神に基づいて1951年の「こどもの日」に制定された。ここでは，
「人として，社会の一員として，よい環境の中で育てられる」と
いう児童の基本的な権利を宣言し，子どもの幸福な生活を保障す
る義務と責任が国民一人一人にあることをうたっている。
我が国の児童福祉行政は，児童福祉法に基づいて行われている。

児童福祉法は，全ての児童（18歳未満）を対象とし，その健全育
成と福祉を保障するための総合的な法律である。保護者だけでは
なく，国や地方公共団体の児童の育成責任を明記し，親や家庭が
子育ての責任を果たせない場合には，行政が児童の養育を代わっ
て行う児
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福
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が設けられている。児童福祉に関係するいく

つかの法律があるが，なかでも近年急増している児童虐待への対
応を図るために，児
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やかな育ちを実現するためには，密接な関係にある親や家族，地
域社会も含めた豊かな環境づくりが欠かせない。

p.93
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7   p.61

TRY

児童虐待防止法（2000年制定）

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしては
ならない。

第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童
を発見した者は，速やかに，これ
を市町村，都道府県の設置する福
祉事務所若しくは児童相談所又は�
児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければなら
ない。

（注）	 	2019年改正で「しつけによる
体罰」の禁止が明記された
（2020年4月1日施行）。民法第
822条で規定されている親権者
の懲戒権についても，2022年
をめどに検討されることになっ
ている。

われらは，日本国憲法の精神にしたがい，児童に対
する正しい観念を確立し，すべての児童の幸福を
はかるために，この憲章を定める。
　児童は，人として尊ばれる。
　児童は，社会の一員として重んぜられる。
　児童は，よい環境の中で育てられる。

6   児童憲章（前文）

　児童虐待は年々増えており，虐待者は実の親が最も多い。なぜ虐待をしてしまうのだろうか。
虐待を減らすにはどうしたらよいのだろうか，考えてみよう。

児童虐待を防ぐには

第1条　児童福祉の理念
①�すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生ま
れ，且つ，育成されるよう努めなければならない。
②�すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛
護されなければならない。

第2条　児童育成の責任
国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児
童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条　児童福祉保障の原理
前2条に規定するところは，児童の福祉を保障する
ための原理であり，この原理は，すべて児童に関す
る法令の施行にあたって，常に尊重されなければな
らない。
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1 児童虐待の種類と割合（2018年度） 2 虐待者の内訳（2018年度）［虐待をする親が抱えている問題］
●育児への負担感
●育児の孤立化
●経済的な困窮
● �子ども時代に虐待を受けた経験
● �夫婦の結び付きとしての精神的
安定の欠如（離婚，死別，未婚，
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 人口の高齢化
長い高齢期が出現するに至った社会的背景を見ていこう。今の
後期高齢者

❶
が生まれ育った頃

ころ
は，我が国は農業社会で，跡継ぎや

人手の必要性から1組の夫婦が平均4〜5人の子どもをもうけた。
しかし，公衆衛生や栄養の水準も低く，成人する前に病気や事故
で死ぬことも珍しくない，多産多死型社会であった。その後，医
学の進歩，栄養や公衆衛生の向上等によって死

し
亡
ぼう

率
りつ
が
❷
低下し，平

均寿命が延びていった。
このことを人口の高齢化という社会的側面から見てみよう。人
口の高齢化とは，死亡率や出

しゅっ
生
しょう

率
りつ
の
❸
低下が起こり，社会の人口全

体の中で高齢者の割合が高まることをいう。日本の場合，戦後の
ベビーブームの後出生率が急激に低下して，少産少死型社会に向
かい，1970年には高

こう
齢
れい

者
しゃ

人
じん

口
こう

割
わり

合
あい
が
❹
7％を超え，高

こう
齢
れい

化
か

社
しゃ

会
かい
の
❺

仲間入りをした。その後，1970年代の半ばから晩婚化などによ
り出生率がいっそう低下し日本の高齢化は欧米先進国のどの国よ
り速く進行した。その後も出生率はますます低下し，少子化とし
て問題化し，人口の高齢化を加速させている。2005年には前期
高齢者が全人口の11％，後期高齢者が9％を超え，合わせて高
齢者人口割合は20％を超えた。
今後，戦後のベビーブーム世代が高齢者の仲間入りをして高齢
化は更に進み，後期高齢者が増大していく。現代の高校生は，こ
のような社会を中堅として担

にな
うことが期待されている。

高齢社会の現状と課題2

p.20 1

p.20

p.22

2

p.21

3

❶65〜74歳の高齢者を前期高齢者，75歳以上の高齢者を
後期高齢者という。後期高齢者は日常生活の障がい率がや
や高まってくる年齢層である。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❹高齢者人口割合　総人口に占める65歳以上人口の割合。
老年人口割合ともいう。
❺高齢化社会　一般に，高齢者人口割合が7％を超えると
高齢化社会，14％を超えると高齢社会という。また，
21％を超えると超高齢社会ということもある。
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（内閣府「高齢社会白書」2016年）

3  総人口の推移2  主要国の65歳以上人口割合の推移

（総務省「国勢調査」「人口推計」，国立社会保障・人口問題研究所	
「日本の将来推計人口」より作成）（注）	2015年以降は推計値

年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0
1955 63.6 67.8
1960 65.3 70.2
1965 67.7 72.9
1970 69.3 74.7
1975 71.7 76.9
1980 73.4 78.8
1985 74.8 80.5
1990 75.9 81.9
1995 76.4 82.9
2000 77.7 84.6
2005 78.6 85.5
2010 79.6 86.3
2015 80.8 87.0
2018 81.3 87.3

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）
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　第3章　高齢社会を生きる　　1　高齢期を理解する

 人口の高齢化
長い高齢期が出現するに至った社会的背景を見ていこう。今の
後期高齢者
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ころ
は，我が国は農業社会で，跡継ぎや

人手の必要性から1組の夫婦が平均4〜5人の子どもをもうけた。
しかし，公衆衛生や栄養の水準も低く，成人する前に病気や事故
で死ぬことも珍しくない，多産多死型社会であった。その後，医
学の進歩，栄養や公衆衛生の向上等によって死

し
亡
ぼう

率
りつ
が
❷
低下し，平

均寿命が延びていった。
このことを人口の高齢化という社会的側面から見てみよう。人
口の高齢化とは，死亡率や出

しゅっ
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しょう

率
りつ
の
❸
低下が起こり，社会の人口全

体の中で高齢者の割合が高まることをいう。日本の場合，戦後の
ベビーブームの後出生率が急激に低下して，少産少死型社会に向
かい，1970年には高

こう
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れい

者
しゃ
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じん

口
こう

割
わり

合
あい
が
❹
7％を超え，高
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れい
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か

社
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会
かい
の
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仲間入りをした。その後，1970年代の半ばから晩婚化などによ
り出生率がいっそう低下し日本の高齢化は欧米先進国のどの国よ
り速く進行した。その後も出生率はますます低下し，少子化とし
て問題化し，人口の高齢化を加速させている。2005年には前期
高齢者が全人口の11％，後期高齢者が9％を超え，合わせて高
齢者人口割合は20％を超えた。
今後，戦後のベビーブーム世代が高齢者の仲間入りをして高齢
化は更に進み，後期高齢者が増大していく。現代の高校生は，こ
のような社会を中堅として担

にな
うことが期待されている。

高齢社会の現状と課題2
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❶65〜74歳の高齢者を前期高齢者，75歳以上の高齢者を
後期高齢者という。後期高齢者は日常生活の障がい率がや
や高まってくる年齢層である。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❹高齢者人口割合　総人口に占める65歳以上人口の割合。
老年人口割合ともいう。
❺高齢化社会　一般に，高齢者人口割合が7％を超えると
高齢化社会，14％を超えると高齢社会という。また，
21％を超えると超高齢社会ということもある。
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制
度
ス
タ
ー
ト

’39  

第
二
次
世
界
大
戦
始
ま
る

’89  

平
成
元
年

’45  

終
戦（
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
）

’47  

日
本
国
憲
法
施
行

社
会
の
出
来
事

現
在
の
高
齢
者
の

ラ
イ
フ
コ
ー
ス

高度経済成長期

1930年生まれ （’50） （’70） （’90）

（’90）

（’95） （’20）

（’20）（’70）

（2000）

20歳
結婚・出産

結婚・出産
1950年生まれ （2010）

20歳 40歳 65歳 70歳60歳

40歳 65歳
70歳(古稀)

77歳(喜寿) 90歳(卒寿)
Ａさんの

場合

Ｂさんの
場合

’54  

洗
濯
機
・
冷
蔵
庫
・
白
黒
テ
レ
ビ
が

　

  

　
「
三
種
の
神
器
」と
い
わ
れ
る

’61  

国
民
年
金
法
施
行
、「
国
民
皆
年
金
」へ

日
本
の
平
均
寿
命（
女
）が
世
界
一
に

60歳(還暦)
かんれき

べいじゅ

80歳(傘寿)
さんじゅ

き じゅ そつじゅ

こ　き

（
男

61.9
年

　
女

65.5
年
）

平
均
寿
命（
女
）が
65
年
を
超
え
る（
’52
）

（
’85
）

平
均
寿
命
男

81.4
年

　
女

87.5
年（
’19
）

55
〜
59
歳
の
雇
用
者
比
率
約
5
割

1920 ’10 ’20 ’252000’90’80’70’60’50’40’30

88歳(米寿)

’64  

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

［インタビューの注意事項］
● �現在とは異なる環境で人生を送ってきた人への敬意を忘れない
ようにする。話したくないことは，無理に聞かない。

●�挨
あい

拶
さつ

をする。初対面の場合は自己紹介もしっかりする。
●�目線の高さを同じくし，正しい言葉遣いをする。ゆっくり話す。
●�自分の親

しん

戚
せき

以外は，○○さんと名前で呼びかける。
●�録音や撮影等をする場合は許可を得てからにする。
●�施設や病院等でのインタビューの場合，得た個人情報の扱いに
注意する。

［インタビューでの質問例］
● �高校生くらいの頃

ころ

，30歳頃，60歳頃どのような生活をしていた
か教えてください。

●�今までの人生でうれしかったこと，つらかったことなどを教えて
ください。

●�若い頃の社会と今の社会でいちばん違うのはどのようなことで
すか。

●�もう一度10代に戻れるなら，どのようなことをしてみたいですか。
●�現在の生活で気をつけていることや生きがいは何ですか。
●�現在の生活で心配事はありますか。
●�人生の先輩として高校生にアドバイスをお願いします。

身近な高齢者にインタビューしてみよう

身近な高齢者のライフコースと社会の出来事の関連を調べよう

　もう一度若くなれるなら，学校に
行きたい。女学校（高校）に進学
したのは，同級生50人のうち1人だ
け。私

わたし

は中学校を卒業したが，小
学校にも来ない人もいた。私は洋
裁学校に通うことができてよかった。昔はテレビ等
がなく，年上の人の言うことが正しいと思い尊敬し
てきた。マスコミの影響の大きさや，さまざまなこ
とが目まぐるしく変化するのが恐ろしいと思う。

1933年生まれ
女性

　耳が遠くなったり，一部が入れ歯になったりして
いるが，元気に毎日を過ごしているので，自分では

まだ高齢者になったという気はして
いない。しかし，会社時代の友人の
うち半分以上が亡くなってしまった。
食べる物に困らず，贅

ぜい

沢
たく

ではないが
普通の暮らしができる今が人生でい
ちばん幸せ。1927年生まれ

男性

TRY

TRY

75

高
齢
者
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　高齢者が若い世代よりもよく知っていることや
長
た

けていることにはどのようなことがあるだろうか。
それはどのようにして培

つちか

われてきたのか考えてみよ
う。

TRY

 大きな個人差
老化の過程にも成熟の過程にも，大きな個人差がある。人には
生まれながらにさまざまな違いがあるが，その上に長い人生での
異なった経験を積み重ねることが，高齢期での大きな個人差に結
び付いている。例えば職業生活で，職人芸といわれるような特定
の能力を発揮する人もいる。高校生の多くは，スポーツにおける
高齢者の日本記録にかなわない。毎日の食事や喫煙，運動，学習
などの習慣によって，健康状態や心身機能も個人差がある。個人
差を無視して，高齢者を一様に機能の低下した存在だと考えるこ
とは，年齢に基づく差別，すなわちエイジズムである。

 多くは元気高齢者
高齢期は20年以上に及ぶことも多く，その間に身体の機能が
低下したり，通院したりする人は増えるが，多くの高齢者は日常
生活にあまり困難を感じていない。年齢が高くなると，運動（ス
ポーツなど）も含め日常生活に影響のある者の比率は高くなるが，
それでも高齢者全体で見ると，4分の1ほどにすぎない。また，
こうした影響は，リハビリテーションなどによって軽減すること
もできる。更に多少の影響や障がいがあっても，住環境や設備な
どの工夫によって，高齢者の自立は可能になる。そして，高齢者
や障がい者に配慮した住環境や設備は，子どもや妊婦はもちろん，
多くの人にとっても利用しやすいものである。

多様な高齢者2

1

2

3

p.226, 228 p.80

p.94, 96, 97
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日本
（2005年）

（2015年）

日本 アメリカ スウェーデン 韓国
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ドイツ
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64.4 64.8 67.1 67.6

34.1
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29.9 29.4 27.4 24.5

57.2 36.0

5.2 5.1 5.0 7.2 8.1
20.1

0.5 0.5 0.7

0.6

0.4 0.7（%）
（無回答） （無回答）

病気で，1日中寝込んでいる
病気がちで，寝込むことがある
あまり健康であるとはいえないが，病気ではない
健康である

0.2

0.1

2   高齢者の健康についての意識（国際比較）

（内閣府「高齢社会白書」2012年，「第8回高齢者の	
生活と意識に関する国際比較調査」2015年度）

（注）	調査対象は，60歳以上の男女個人（施設入所者は除く）。

（厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

3  日常生活に影響のある高齢者の割合（%）

2  影響のある動作 
（65歳以上・複数回答）

1  年齢別

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

高校生

（年齢）
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20
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051015
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14.4

15.7

18.0

男 女

1   年齢別100m走の日本記録（2019年）

（日本陸上競技連盟，日本マスターズ陸上競技連合資料）
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　高齢者が若い世代よりもよく知っていることや
長
た

けていることにはどのようなことがあるだろうか。
それはどのようにして培

つちか

われてきたのか考えてみよ
う。
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 大きな個人差
老化の過程にも成熟の過程にも，大きな個人差がある。人には

生まれながらにさまざまな違いがあるが，その上に長い人生での
異なった経験を積み重ねることが，高齢期での大きな個人差に結
び付いている。例えば職業生活で，職人芸といわれるような特定
の能力を発揮する人もいる。高校生の多くは，スポーツにおける
高齢者の日本記録にかなわない。毎日の食事や喫煙，運動，学習
などの習慣によって，健康状態や心身機能も個人差がある。個人
差を無視して，高齢者を一様に機能の低下した存在だと考えるこ
とは，年齢に基づく差別，すなわちエイジズムである。

 多くは元気高齢者
高齢期は20年以上に及ぶことも多く，その間に身体の機能が

低下したり，通院したりする人は増えるが，多くの高齢者は日常
生活にあまり困難を感じていない。年齢が高くなると，運動（ス
ポーツなど）も含め日常生活に影響のある者の比率は高くなるが，
それでも高齢者全体で見ると，4分の1ほどにすぎない。また，
こうした影響は，リハビリテーションなどによって軽減すること
もできる。更に多少の影響や障がいがあっても，住環境や設備な
どの工夫によって，高齢者の自立は可能になる。そして，高齢者
や障がい者に配慮した住環境や設備は，子どもや妊婦はもちろん，
多くの人にとっても利用しやすいものである。

多様な高齢者2
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（2015年）

日本 アメリカ スウェーデン 韓国
（2010）
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0.4 0.7（%）
（無回答） （無回答）

病気で，1日中寝込んでいる
病気がちで，寝込むことがある
あまり健康であるとはいえないが，病気ではない
健康である

0.2

0.1

2   高齢者の健康についての意識（国際比較）

（内閣府「高齢社会白書」2012年，「第8回高齢者の	
生活と意識に関する国際比較調査」2015年度）

（注）	調査対象は，60歳以上の男女個人（施設入所者は除く）。

（厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

3  日常生活に影響のある高齢者の割合（%）

2  影響のある動作 
（65歳以上・複数回答）

1  年齢別
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 介護保険と介護サービス
後期高齢者の増加に伴って，支援や介護が必要な高齢者が増え

てきたが，家族による介護には限界がある。そこで，介護の社会
化を目指す介

かい
護
ご

保
ほ

険
けん

が2000年から導入され，日本に住所を持つ
40歳以上の者は全

すべ
て加入し，月々保険料を支払うようになった。

また，2005年の改正では介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

給
きゅう

付
ふ

が
❶

追加され，地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センター
❷
が創設された。

介護サービスを利用したい場合は，介護保険被保険者証を添え
て市区町村に申請する。 訪問調査員が調査し，判定の結果，要

よう
介
かい

護
ご

度や家族の希望などを基に介
かい

護
ご

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

（ケアマネジャー）
が介

かい
護
ご

サービス計
けい

画
かく

（ケアプラン）を立てる。市区町村は要介護
認定を行うが，サービスは厚生労働省の基準に基づいて都道府県
の指定を受けた民間企業，NPO（特定非営利活動）法人，医療機
関などが提供する。利用者はケアプランに応じてこれらのサービ
スを組み合わせ，サービス提供者と契約を結ぶ。要介護度に応じ
て定められた給付額の範囲内ならば， 1 〜 3 割の費用

❸
（施設では

ほかに食費など）を自己負担することでサービスを利用できる。
現実には，施設に入所できない，入所待ちが長い，自己負担が

重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。

高齢社会を支える仕組み1

1

3

　自分が高齢者になる頃
ころ

，どんな社会になってい
てほしいかイメージしてみよう。現在の社会の問題
点は何だろうか。

TRY

利
用
者（
被
保
険
者
）

市
区
町
村
の
窓
口 認

定
調
査

医
師
の
意
見
書

○訪問介護（ホームヘルプサービス）
○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
　（夜間ホームヘルプサービス）
○認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

○介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
○介護老人保健施設

○施設サービス

○介護予防事業
　（地域支援事業）

○介護予防サービス
○地域密着型介護予防
　サービス

○市区町村の実情に応
　じたサービス
　（介護保険外の事業）

○居宅サービス

○地域密着型サービスケアプラン

非該当（自立）

一般高齢者

※入所は
原則要介護3以上

介護予防
ケアプラン

要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1要介護認定

（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

要支援・要介護の
おそれのある人　

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。これにより，生活機能の維持・向上を図
り，重度化を予防するための多様なサービスを介護保険で
利用できる。介護予防給付の対象には，要介護の場合の在
宅サービスがほとんど含まれる。地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを立ててもらい，介護予防に必要な範
囲で利用できる。2014年に成立した医療介護総合確保推
進法で，介護予防給付のうち，通所介護と訪問介護は地域
支援事業（介護保険財源で市区町村が取り組む事業）へと
段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。
❸介護保険開始時の自己負担は1割だったが，2014年改
正で一定以上の所得がある場合は2割に，さらに2017年
改正で最大3割に引き上げられた。

これからの高齢社会
高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
私
わたし

たちは何ができるだろうか。どんな高齢者になりたいだろうか。4
高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

1  介護保険の仕組み

（厚生労働省資料より作成）
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15

20

ひとくち
メモ84 ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で

ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。

84 1
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 介護保険と介護サービス
後期高齢者の増加に伴って，支援や介護が必要な高齢者が増え

てきたが，家族による介護には限界がある。そこで，介護の社会
化を目指す介
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が2000年から導入され，日本に住所を持つ
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介護サービスを利用したい場合は，介護保険被保険者証を添え
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せん

門
もん

員
いん

（ケアマネジャー）
が介

かい
護
ご

サービス計
けい

画
かく

（ケアプラン）を立てる。市区町村は要介護
認定を行うが，サービスは厚生労働省の基準に基づいて都道府県
の指定を受けた民間企業，NPO（特定非営利活動）法人，医療機
関などが提供する。利用者はケアプランに応じてこれらのサービ
スを組み合わせ，サービス提供者と契約を結ぶ。要介護度に応じ
て定められた給付額の範囲内ならば， 1 〜 3 割の費用

❸
（施設では

ほかに食費など）を自己負担することでサービスを利用できる。
現実には，施設に入所できない，入所待ちが長い，自己負担が

重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。

高齢社会を支える仕組み1

1

3

　自分が高齢者になる頃
ころ

，どんな社会になってい
てほしいかイメージしてみよう。現在の社会の問題
点は何だろうか。

TRY

利
用
者（
被
保
険
者
）

市
区
町
村
の
窓
口 認

定
調
査

医
師
の
意
見
書

○訪問介護（ホームヘルプサービス）
○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
　（夜間ホームヘルプサービス）
○認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

○介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院

○施設サービス

○介護予防事業
　（地域支援事業）

○介護予防サービス
○地域密着型介護予防
　サービス

○市区町村の実情に応
　じたサービス
　（介護保険外の事業）

○居宅サービス

○地域密着型サービスケアプラン

非該当（自立）

一般高齢者

※入所は
原則要介護3以上

介護予防
ケアプラン

要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1要介護認定

（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

要支援・要介護の
おそれのある人　

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。これにより，生活機能の維持・向上を図
り，重度化を予防するための多様なサービスを介護保険で
利用できる。介護予防給付の対象には，要介護の場合の在
宅サービスがほとんど含まれる。地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを立ててもらい，介護予防に必要な範
囲で利用できる。2014年に成立した医療介護総合確保推
進法で，介護予防給付のうち，通所介護と訪問介護は地域
支援事業（介護保険財源で市区町村が取り組む事業）へと
段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。
❸介護保険開始時の自己負担は1割だったが，2014年改
正で一定以上の所得がある場合は2割に，さらに2017年
改正で最大3割に引き上げられた。

これからの高齢社会
高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
私
わたし

たちは何ができるだろうか。どんな高齢者になりたいだろうか。4
高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

1  介護保険の仕組み （厚生労働省資料より作成）

5

10

15

20

ひとくち
メモ84 ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で

ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。
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 虚弱・要介護高齢者の増大
人口の高齢化は今後も急速に進み，2025年頃

ころ
には高齢者人口

割合は30％を超え，いずれは40％を超える。また，後期高齢者
の増大に伴って，虚弱な高齢者や要介護高齢者が増加していくと
予測される。更に高齢者と子どもは同居しない傾向にあり，一人
暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増えていくと思われる。
これまでは配偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の
見守りや介護をしてきたが，次第に老

ろう
老
ろう

介
かい

護
ご
，
❶
別居の家族による

介護，事業者による介護が増えている。また，これまでは介護者
の多くが女性であったが，男性による介護も今後増えていくだろ
う。一方，要介護高齢者の増加や介護の長期化に伴い，家族の介

かい

護
ご

疲
づか

れやストレスによる高
こう

齢
れい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい
なども問題化しており，

2006年には高齢者虐待防止法が施行された。

高齢社会の将来像2

p.73

1 p.74

2 3

p.74

4

　あなたの住む地域では高齢者に関してどのよう
なサービスが行われているか，インターネットや広
報などで調べよう。また，近所に高齢者に関する
サービスを行う施設があるか，探してみよう。

TRY

夫
21.1

娘
17.4

息子の
配偶者

3.6

娘の配偶者
1.2

兄弟姉妹 2.0
孫 3.6

息子
40.3

不明 0.1

妻 6.4

その他 4.3

同居
87.1

別居
11.9

その他
・不明

1.0

0 20 40 60

身体的
虐待
心理的
虐待
介護等
放棄
経済的
虐待
性的
虐待 0.4

18.3

20.3

39.1

66.7

男性
23.9

女性
76.1

2  要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

（注）	不詳を除く。
（ 2 	 3：厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

その他 1.0
不詳
15.2

配偶者
25.2

子の配偶者
9.7

同居の
親族
58.6

事業者
13.0

別居の家族等
12.2

子
21.8

夫
9.2

息子
10.1

妻
16.0

娘
11.7息子の

配偶者
9.5

娘の配偶者 0.2
その他の
親族 1.9

男性 0.5
女性 1.4

3   介護者の年齢別内訳（％）

男

女

40歳未満
60～69歳

50～59歳
80歳以上

40～49歳
70～79歳

0 20

1.7
6.9

11.821.2

21.3 28.5 16.9 24.7

33.1 25.1

40 60 80 100

1.8
7.0

❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介護
する場合などがある。

4   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）（％）

2  虐待者との同居・別居

4  虐待の種類（複数回答）3  虐待者の続柄

（厚生労働省「平成29（2017）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

（注）	総件数17,538件に対する割合

1  虐待を受けている高齢者の性別

65歳以上計 65～74歳 75歳以上

要支援・要介護
高齢者計 18.1 4.3 32.2

要支援１ 2.6 0.7 4.5

要支援２ 2.5 0.7 4.3

要介護１ 3.6 0.8 6.5

要介護２ 3.1 0.8 5.6

要介護３ 2.4 0.5 4.3

要介護４ 2.2 0.4 4.0

要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成28（2016）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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ひとくち
メモ86 ロコモティブシンドローム（ロコモ，運動器症候群）　関節や脊椎の病気，加齢に伴う筋力低下，骨粗鬆症などにより運動器の機能が低下し要介護に

なりやすい（なった）状態。男性は脳卒中，女性は運動器疾患が原因で要介護になることが多いため，特に女性はロコモ予防が重要である。

 虚弱・要介護高齢者の増大
人口の高齢化は今後も急速に進み，2025年頃

ころ
には高齢者人口

割合は30％を超え，いずれは40％を超える。また，後期高齢者
の増大に伴って，虚弱な高齢者や要介護高齢者が増加していくと
予測される。更に高齢者と子どもは同居しない傾向にあり，一人
暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増えていくと思われる。
これまでは配偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の

見守りや介護をしてきたが，次第に老
ろう

老
ろう

介
かい

護
ご
，
❶
別居の家族による

介護，事業者による介護が増えている。また，これまでは介護者
の多くが女性であったが，男性による介護も今後増えていくだろ
う。一方，要介護高齢者の増加や介護の長期化に伴い，家族の介

かい

護
ご

疲
づか

れやストレスによる高
こう

齢
れい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい
なども問題化しており，

2006年には高齢者虐待防止法が施行された。

高齢社会の将来像2

p.73

1 p.74

2 3

p.74

4

　あなたの住む地域では高齢者に関してどのよう
なサービスが行われているか，インターネットや広
報などで調べよう。また，近所に高齢者に関する
サービスを行う施設があるか，探してみよう。

TRY
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娘
17.7

息子の
配偶者

3.8

娘の配偶者
1.2

兄弟姉妹 2.2
孫 3.3
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39.9
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妻 6.4

その他 3.8

同居
87.0

別居
12.2

その他
・不明

0.8

0 20 40 60
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心理的
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介護等
放棄
経済的
虐待
性的
虐待 0.4

17.6

19.9

39.5

67.8

男性
23.7

女性
76.3

2  要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

（注）	不詳を除く。
（ 2 	 3：厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

その他 1.0
不詳
15.2

配偶者
25.2

子の配偶者
9.7

同居の
親族
58.6

事業者
13.0

別居の家族等
12.2

子
21.8

夫
9.2

息子
10.1

妻
16.0

娘
11.7息子の

配偶者
9.5

娘の配偶者 0.2
その他の
親族 1.9

男性 0.5
女性 1.4

3   介護者の年齢別内訳（％）

男

女

40歳未満
60～69歳

50～59歳
80歳以上

40～49歳
70～79歳

0 20

1.7
6.9

11.821.2

21.3 28.5 16.9 24.7

33.1 25.1

40 60 80 100

1.8
7.0

❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介護
する場合などがある。

4   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）（％）

2  虐待者との同居・別居

4  虐待の種類（複数回答）3  虐待者の続柄

（厚生労働省「平成30（2018）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

（注）	総件数17,686件に対する割合

1  虐待を受けている高齢者の性別

65歳以上計 65～74歳 75歳以上

要支援・要介護
高齢者計 18.0 4.3 31.9

要支援１ 2.5 0.7 4.3

要支援２ 2.5 0.7 4.3

要介護１ 3.6 0.8 6.5

要介護２ 3.1 0.8 5.5

要介護３ 2.4 0.5 4.3

要介護４ 2.2 0.4 4.0

要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成29（2017）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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メモ86 ロコモティブシンドローム（ロコモ，運動器症候群）　関節や脊椎の病気，加齢に伴う筋力低下，骨粗鬆症などにより運動器の機能が低下し要介護に

なりやすい（なった）状態。男性は脳卒中，女性は運動器疾患が原因で要介護になることが多いため，特に女性はロコモ予防が重要である。
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 虚弱・要介護高齢者の増大
人口の高齢化は今後も急速に進み，2025年頃

ころ
には高齢者人口

割合は30％を超え，いずれは40％を超える。また，後期高齢者
の増大に伴って，虚弱な高齢者や要介護高齢者が増加していくと
予測される。更に高齢者と子どもは同居しない傾向にあり，一人
暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増えていくと思われる。
これまでは配偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の

見守りや介護をしてきたが，次第に老
ろう

老
ろう

介
かい

護
ご
，
❶
別居の家族による

介護，事業者による介護が増えている。また，これまでは介護者
の多くが女性であったが，男性による介護も今後増えていくだろ
う。一方，要介護高齢者の増加や介護の長期化に伴い，家族の介

かい

護
ご

疲
づか

れやストレスによる高
こう

齢
れい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい
なども問題化しており，

2006年には高齢者虐待防止法が施行された。

高齢社会の将来像2

p.73

1 p.74

2 3

p.74

4

　あなたの住む地域では高齢者に関してどのよう
なサービスが行われているか，インターネットや広
報などで調べよう。また，近所に高齢者に関する
サービスを行う施設があるか，探してみよう。
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18.3

20.3

39.1

66.7

男性
23.9

女性
76.1

2  要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

（注）	不詳を除く。
（ 2 	 3：厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）
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3   介護者の年齢別内訳（％）
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60～69歳

50～59歳
80歳以上

40～49歳
70～79歳
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❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介護
する場合などがある。

4   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）（％）

2  虐待者との同居・別居

4  虐待の種類（複数回答）3  虐待者の続柄

（厚生労働省「平成29（2017）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

（注）	総件数17,538件に対する割合

1  虐待を受けている高齢者の性別

65歳以上計 65～74歳 75歳以上

要支援・要介護
高齢者計 18.1 4.3 32.2

要支援１ 2.6 0.7 4.5

要支援２ 2.5 0.7 4.3

要介護１ 3.6 0.8 6.5

要介護２ 3.1 0.8 5.6

要介護３ 2.4 0.5 4.3

要介護４ 2.2 0.4 4.0

要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成28（2016）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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ひとくち
メモ86 ロコモティブシンドローム（ロコモ，運動器症候群）　関節や脊椎の病気，加齢に伴う筋力低下，骨粗鬆症などにより運動器の機能が低下し要介護に

なりやすい（なった）状態。男性は脳卒中，女性は運動器疾患が原因で要介護になることが多いため，特に女性はロコモ予防が重要である。

 虚弱・要介護高齢者の増大
人口の高齢化は今後も急速に進み，2025年頃

ころ
には高齢者人口

割合は30％を超え，いずれは40％を超える。また，後期高齢者
の増大に伴って，虚弱な高齢者や要介護高齢者が増加していくと
予測される。更に高齢者と子どもは同居しない傾向にあり，一人
暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増えていくと思われる。
これまでは配偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の
見守りや介護をしてきたが，次第に老

ろう
老
ろう

介
かい

護
ご
，
❶
別居の家族による

介護，事業者による介護が増えている。また，これまでは介護者
の多くが女性であったが，男性による介護も今後増えていくだろ
う。一方，要介護高齢者の増加や介護の長期化に伴い，家族の介

かい

護
ご

疲
づか

れやストレスによる高
こう

齢
れい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい
なども問題化しており，

2006年には高齢者虐待防止法が施行された。

高齢社会の将来像2

p.73

1 p.74

2 3

p.74

4

　あなたの住む地域では高齢者に関してどのよう
なサービスが行われているか，インターネットや広
報などで調べよう。また，近所に高齢者に関する
サービスを行う施設があるか，探してみよう。

TRY

夫
21.6

娘
17.7

息子の
配偶者

3.8

娘の配偶者
1.2

兄弟姉妹 2.2
孫 3.3

息子
39.9

不明 0.1

妻 6.4

その他 3.8

同居
87.0

別居
12.2

その他
・不明

0.8

0 20 40 60

身体的
虐待
心理的
虐待
介護等
放棄
経済的
虐待
性的
虐待 0.4

17.6

19.9

39.5

67.8

男性
23.7

女性
76.3

2  要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

（注）	不詳を除く。
（ 2 	 3：厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

その他 1.0
不詳
15.2

配偶者
25.2

子の配偶者
9.7

同居の
親族
58.6

事業者
13.0

別居の家族等
12.2

子
21.8

夫
9.2

息子
10.1

妻
16.0

娘
11.7息子の

配偶者
9.5

娘の配偶者 0.2
その他の
親族 1.9

男性 0.5
女性 1.4

3   介護者の年齢別内訳（％）

男

女

40歳未満
60～69歳

50～59歳
80歳以上

40～49歳
70～79歳

0 20

1.7
6.9

11.821.2

21.3 28.5 16.9 24.7

33.1 25.1

40 60 80 100

1.8
7.0

❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介護
する場合などがある。

4   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）（％）

2  虐待者との同居・別居

4  虐待の種類（複数回答）3  虐待者の続柄

（厚生労働省「平成30（2018）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

（注）	総件数17,686件に対する割合

1  虐待を受けている高齢者の性別

65歳以上計 65～74歳 75歳以上

要支援・要介護
高齢者計 18.0 4.3 31.9

要支援１ 2.5 0.7 4.3

要支援２ 2.5 0.7 4.3

要介護１ 3.6 0.8 6.5

要介護２ 3.1 0.8 5.5

要介護３ 2.4 0.5 4.3

要介護４ 2.2 0.4 4.0

要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成29（2017）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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メモ86 ロコモティブシンドローム（ロコモ，運動器症候群）　関節や脊椎の病気，加齢に伴う筋力低下，骨粗鬆症などにより運動器の機能が低下し要介護に

なりやすい（なった）状態。男性は脳卒中，女性は運動器疾患が原因で要介護になることが多いため，特に女性はロコモ予防が重要である。
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 共助・公助の重要性
万一生活上の困難が発生した場合にも，自助努力で解決にあた
ることがまずは必要である。しかし，大震災の発生時など，地域
の人々や国の支援がなければ解決できないことも多い。また生活
上の困難を抱えやすい子育て期や高齢期には，自助だけでは解決
が困難なこともあり，共助や公助がより重要になってくる。
共助，公助の考え方や仕組みを生かすには，日

ひ
頃
ごろ
から周りの

人々との生活を大切にし，共に協力して備え，助け合う仕組みづ
くりに参画していくことが必要である。私たちは生涯を通して支
援する側にも援助される側にもなる。それぞれが自分の力を生か
して，誰もが安心して暮らせるよう努力をしていこう。

自分らしく自立して生きたいという思いは，全
すべ
ての人に共通す

る。子どもも大人も，高齢者も障がいのある人も，日本人も外国
籍の人も，自分の生活や人生を自分自身で設計し，自立した生活
を送ることが，生

せい
活
かつ

の質
しつ
の
❶
維持・向上につながる。

福
ふく

祉
し
という言葉は，広義では人々の幸福，あるいは満足すべき

生活環境を指す。福祉は自分一人だけではなく，全ての人のため
のものである。共に社会で生きる仲間として，助け，支え合いな
がら，誰もがよりよい人生を創造できる社会にしていく共

きょう
生
せい
の視

点が重要である。
これまでの福祉は，支援を必要とする人を保護し，一定の基準
に従って救済することに重点が置かれていた。しかし，支援を必
要とする当事者によって状況や望む生活は異なる。これからは，
当事者自身が望む生活を実現し，それぞれの生活の質を維持・向
上させるための福祉サービスを提供するという当

とう
事
じ

者
しゃ

のニーズと
サービスの考え方が必要である。

p.98, 99

p.39, 67 p.84

福祉の捉
とら

え方の変化2

2

❶生活の質　QOL（Quality Of Life，キューオーエル）
ともいう。経済的・物質的豊かさだけでなく，生活や心身，
生命などあらゆる面での満足感や幸福感などの精神的な豊
かさも含む概念。その人が人間らしく心身共に充実した生
活ができているかどうかを重視する（

▲

p.131）。

2    参加型社会保障（ポジティブ・ウェルフェア）とは
●  「機会の平等」の保障のみならず，国民が自らの可能性を引き出し，発揮すること
を支援すること。

●  働き方や，介護等の支援が必要になった場合の暮らし方について，本人の自己決定
（自律）を支援すること（住み慣れた地域や自宅に住み続けられるように支援するこ
となど）。

●  社会的包
ほう

摂
せつ

（social inclusion）の考え方に立って，労働市場，地域社会，家庭への
参加を保障すること。
以上の3つを目指すものである。 （厚生労働省「厚生労働白書」2010年）

子どもが病気に
なったら…

高齢期に
備えて…

自
助

仕事を休んで家族が
看病する。

健康づくりをする。

住居のバリアフリー化
を検討する。（

▲

p.228）

共
助

近隣の親仲間に
預かってもらう。

地域の人とつながり，
困ったときに支え合え
るようにする。

公
助

自治体の病児・病後児
保育を利用する。

介護保険料を支払い，
必要に応じて利用する。

例1 例2

　将来，自分が急に病気になり，仕事をすることが
できなくなったら，どのような問題が生じるだろう
か。また，どのような支援を望むだろうか。

TRY

怪我や病気

不安を感じている割合

（%）

老後生活

死亡時の
遺族の生活

自分の介護
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90.1

85.7

69.9

90.6

け が

調査対象：16～69歳の男女（4,056人）
（生命保険文化センター「平成28（2016）年度

生活保障に関する調査」）

1   生活における不安と自助・共助・公助 
 による対応の例
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第4章　共に生き，共に支える　　1　私たちの生活と福祉

 社会保険と社会福祉
我が国では，全

すべ
ての国民に人間として最低限度の生活が保障さ

れている
❶
。そのための総合的な制度を社

しゃ
会
かい

保
ほ

障
しょう
という。社会保障

は，個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようと
するセーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に
働く人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい

保
ほ

険
けん
と，国や

自治体がサービスを提供する社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し
がある。

社会保険は5つの制度から成っている。疾
しっ
病
ぺい
や出産に対して医

療サービスを提供する医
い

療
りょう

保
ほ

険
けん
，40歳以上の国民が保険料を負

担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう

保
ほ

険
けん
，業務上の事故における労働災害や通

勤災害を補償する労
ろう

働
どう

者
しゃ

災
さい

害
がい

補
ほ

償
しょう

保
ほ

険
けん
（労災保険）である。

社会福祉には，児童手当などの児童福祉，高齢者福祉，障がい
者福祉など，対象に応じてさまざまな制度がある。各種の制度や
資源を活用したうえで，どうしても「健康で文化的な最低限度の
生活」以下の生活しか営めない場合には，税金で保障し，自立に
向けて支援する生

せい
活
かつ

保
ほ

護
ご

制
せい

度
ど
もある。

社会保障とは1

2

p.84

1  Column p.85

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。」

社会保障の考え方
病院にかかったとき，健康保険証を提示するのはなぜだろう。
健康保険証がないと，どんなことが困るのだろう。2

私
わたし

たちは，一生の間に，思いがけない出来事に遭遇す
ることもある。どんな制度や仕組みがあるか知り，支え
合う社会の構造を理解しよう。

学習のポイント

■  公的年金制度－ 
世代間扶養のバランス

公的年金制度は，主に現役世代が高齢世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り
立っている。しかし平均寿命の延びと出生
率の低下により，年金制度の給付と負担の
バランスの見直しが必要になっている。
重すぎる負担や年金制度への不信で年金
未納になる若者も増えているが，公的年金
制度は今後も老後の安心の重要な仕組み
であり続けるだろう。年金未納は将来の自
分の保障を失うことにもなる。
給付の水準や負担などの社会的なルール
は，国民が決めるものである。また，子ど
もが生まれない（もちにくい）社会構造の
問題は，若者と将来の社会に深く関

かか

わって
いる。納得できる制度に向けて，若者の立
場から発言をしていこう。

高齢
世代

現役
世代

12.1人

1950年

2.0人

2020年

1.3人

2060年
1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2014年より作成）

Column

1   公的年金制度の体系
　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する公的年金制度からの給付である。
保険料は定額，給付は加入期間が10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収
入のない学生でも加入するが，学生納付特例制度がある。
　厚生年金の保険料は給与に比例して定率である。雇用主も同じ比率の保険料を支払う。

（厚生労働省「厚生労働白書」2016年より作成）

国民年金（基礎年金）

（代行部分）

年金払い
退職給付

確定拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

確
定
拠
出
年
金

（
個
人
型
）

国
民
年
金
基
金

付
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金

第2号被保険者の
被扶養配偶者
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階
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メモ92 学生納付特例制度　学生で，国民年金保険料が納められないときは，学生納付特例制度の利用を申請しよう。在学期間中の保険料納付を猶予でき，年

金加入期間として認められる。追納もできる。この制度を利用せず，年金保険料を滞納すると，万が一のとき，障害年金の対象外となってしまう。

 共助・公助の重要性
万一生活上の困難が発生した場合にも，自助努力で解決にあた

ることがまずは必要である。しかし，大震災の発生時など，地域
の人々や国の支援がなければ解決できないことも多い。また生活
上の困難を抱えやすい子育て期や高齢期には，自助だけでは解決
が困難なこともあり，共助や公助がより重要になってくる。
共助，公助の考え方や仕組みを生かすには，日

ひ
頃
ごろ
から周りの

人々との生活を大切にし，共に協力して備え，助け合う仕組みづ
くりに参画していくことが必要である。私たちは生涯を通して支
援する側にも援助される側にもなる。それぞれが自分の力を生か
して，誰もが安心して暮らせるよう努力をしていこう。

自分らしく自立して生きたいという思いは，全
すべ
ての人に共通す

る。子どもも大人も，高齢者も障がいのある人も，日本人も外国
籍の人も，自分の生活や人生を自分自身で設計し，自立した生活
を送ることが，生

せい
活
かつ

の質
しつ
の
❶
維持・向上につながる。

福
ふく

祉
し
という言葉は，広義では人々の幸福，あるいは満足すべき

生活環境を指す。福祉は自分一人だけではなく，全ての人のため
のものである。共に社会で生きる仲間として，助け，支え合いな
がら，誰もがよりよい人生を創造できる社会にしていく共

きょう
生
せい
の視

点が重要である。
これまでの福祉は，支援を必要とする人を保護し，一定の基準

に従って救済することに重点が置かれていた。しかし，支援を必
要とする当事者によって状況や望む生活は異なる。これからは，
当事者自身が望む生活を実現し，それぞれの生活の質を維持・向
上させるための福祉サービスを提供するという当

とう
事
じ

者
しゃ

のニーズと
サービスの考え方が必要である。

p.98, 99

p.39, 67 p.84

福祉の捉
とら

え方の変化2

2

❶生活の質　QOL（Quality Of Life，キューオーエル）
ともいう。経済的・物質的豊かさだけでなく，生活や心身，
生命などあらゆる面での満足感や幸福感などの精神的な豊
かさも含む概念。その人が人間らしく心身共に充実した生
活ができているかどうかを重視する（

▲

p.131）。

2    参加型社会保障（ポジティブ・ウェルフェア）とは
●  「機会の平等」の保障のみならず，国民が自らの可能性を引き出し，発揮すること
を支援すること。

●  働き方や，介護等の支援が必要になった場合の暮らし方について，本人の自己決定
（自律）を支援すること（住み慣れた地域や自宅に住み続けられるように支援するこ
となど）。

●  社会的包
ほう

摂
せつ

（social inclusion）の考え方に立って，労働市場，地域社会，家庭への
参加を保障すること。
以上の3つを目指すものである。 （厚生労働省「厚生労働白書」2010年）

子どもが病気に
なったら…

高齢期に
備えて…

自
助

仕事を休んで家族が
看病する。

健康づくりをする。

住居のバリアフリー化
を検討する。（

▲

p.228）

共
助

近隣の親仲間に
預かってもらう。

地域の人とつながり，
困ったときに支え合え
るようにする。

公
助

自治体の病児・病後児
保育を利用する。

介護保険料を支払い，
必要に応じて利用する。

例1 例2

　将来，自分が急に病気になり，仕事をすることが
できなくなったら，どのような問題が生じるだろう
か。また，どのような支援を望むだろうか。

TRY

怪我や病気

不安を感じている割合

（%）

老後生活

死亡時の
遺族の生活

自分の介護
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け が

88.8

67.6

84.4

89.6

調査対象：18～69歳の男女（4,014人）
（生命保険文化センター「令和元（2019）年度

生活保障に関する調査」）

1   生活における不安と自助・共助・公助 
 による対応の例
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第4章　共に生き，共に支える　　1　私たちの生活と福祉

 社会保険と社会福祉
我が国では，全

すべ
ての国民に人間として最低限度の生活が保障さ

れている
❶
。そのための総合的な制度を社

しゃ
会
かい

保
ほ

障
しょう
という。社会保障

は，個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようと
するセーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に
働く人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい

保
ほ

険
けん
と，国や

自治体がサービスを提供する社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し
がある。

社会保険は5つの制度から成っている。疾
しっ
病
ぺい
や出産に対して医

療サービスを提供する医
い

療
りょう

保
ほ

険
けん
，40歳以上の国民が保険料を負

担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう

保
ほ

険
けん
，業務上の事故における労働災害や通

勤災害を補償する労
ろう

働
どう

者
しゃ

災
さい

害
がい

補
ほ

償
しょう

保
ほ

険
けん
（労災保険）である。

社会福祉には，児童手当などの児童福祉，高齢者福祉，障がい
者福祉など，対象に応じてさまざまな制度がある。各種の制度や
資源を活用したうえで，どうしても「健康で文化的な最低限度の
生活」以下の生活しか営めない場合には，税金で保障し，自立に
向けて支援する生

せい
活
かつ

保
ほ

護
ご

制
せい

度
ど
もある。

社会保障とは1

2

p.84

1  Column p.85

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。」

社会保障の考え方
病院にかかったとき，健康保険証を提示するのはなぜだろう。
健康保険証がないと，どんなことが困るのだろう。2

私
わたし

たちは，一生の間に，思いがけない出来事に遭遇す
ることもある。どんな制度や仕組みがあるか知り，支え
合う社会の構造を理解しよう。

学習のポイント

■  公的年金制度－ 
世代間扶養のバランス

公的年金制度は，主に現役世代が高齢世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り
立っている。しかし平均寿命の延びと出生
率の低下により，年金制度の給付と負担の
バランスの見直しが必要になっている。
重すぎる負担や年金制度への不信で年金
未納になる若者も増えているが，公的年金
制度は今後も老後の安心の重要な仕組み
であり続けるだろう。年金未納は将来の自
分の保障を失うことにもなる。
給付の水準や負担などの社会的なルール
は，国民が決めるものである。また，子ど
もが生まれない（もちにくい）社会構造の
問題は，若者と将来の社会に深く関

かか

わって
いる。納得できる制度に向けて，若者の立
場から発言をしていこう。

高齢
世代

現役
世代

12.1人

1950年

2.0人

2020年

1.3人

2060年
1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2014年より作成）

Column

1   公的年金制度の体系
　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する公的年金制度からの給付である。
保険料は定額，給付は加入期間が10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収
入のない学生でも加入するが，学生納付特例制度がある。
　厚生年金の保険料は給与に比例して定率である。雇用主も同じ比率の保険料を支払う。

（厚生労働省「厚生労働白書」2018年より作成）※斜線部は任意加入

国民年金（基礎年金）
（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

第2号被保険者の
被扶養配偶者

2
階

1
階

3
階

iDeCo

国民年金
基金

退職等
年金給付

確定
拠出年金
（企業型）

厚生年金
基金

確定給付
企業年金

iDeCo

（代行部分）

5

10

15

20

ひとくち
メモ92 学生納付特例制度　学生で，国民年金保険料が納められないときは，学生納付特例制度の利用を申請しよう。在学期間中の保険料納付を猶予でき，年

金加入期間として認められる。追納もできる。この制度を利用せず，年金保険料を滞納すると，万が一のとき，障害年金の対象外となってしまう。
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 雇用形態の変化
1990年代前半まで，新卒者は主に正規雇用である正

せい
社
しゃ

員
いん
と
❶
し

て採用された。しかし近年，企業は人件費削減などのため，非
ひ

正
せい

規
き

雇
こ

用
よう
である非正社員を増やしており，若者が安定した正規雇用

に就きにくい経済構造になっている。非正規雇用のうち，アルバ
イトやパート

❷
は時間単位の働き方で，短時間の仕事であることが

多い。契
けい

約
やく

社
しゃ

員
いん
や
❸

派
は

遣
けん

社
しゃ

員
いん
は
❹
，フルタイムで働くことが多いが，

その大部分は有期雇用である。
どのような仕事にも学びの機会はある。しかし，短時間で責任
の軽い仕事であれば，工夫の余地も少なく，仕事から得られる学
びの経験が浅くなりやすい。そうとなれば賃金上昇もあまり見込
めない。また短時間の仕事は企業の社会保険に加入できず，個人
で国民年金や国民健康保険に加入しなくてはならない場合が少な
くない。
政府はハローワーク

❺
やジョブカフェ

❻
などの職業紹介機関，ジョ

ブカード制
せい

度
ど
な
❼
どを中心に，若者の就労支援を行っている。知人

に仕事を探していることを伝え，情報を得ることも有効である。
将来を見据えて，アンテナを広く張り，職業能力を高める努力を
していこう。

 仕事と家庭とのバランス
女性の高学歴化や意識変化，家事の省力化，生計の維持などの
ため，現在では共働き世帯が主流となっている。もっとも子ども
の出産に際しては，女性が退職するなど働き方を変えることが多
い
❽
が，仕事を続ける女性も徐々に増加している。子どもを育てる
ことは次世代の育成として大切な仕事である。一方，働き続ける
ことは仕事経験と技術を増やすことであり，経済的な安定につな
がる。男性の給与が下がる傾向にあり，男女それぞれが安定した
仕事を持つことは，家計の安定につながる。しかし企業の制度や，
職場環境には，夫婦が共働きで子育てをすることを困難にする慣
行やルールも少なくない。男性を含めた育児休業制度の取得推進，
短時間勤務制度の拡充，保育所の増設など，仕事と家庭を両立し
やすい社会的な環境の整備を国や企業が進めることが必要である。
男性の育児参加，女性の仕事経験の蓄積に向けての意識変革も不
可欠である。育児支援される側は，自分なりの工夫で職業人とし
て目標を持ち，成果を出すことが求められている。また，子育て
中の職場の労働者に同僚も上司も理解を持ち，社会全体で子ども
と子育てを支援していきたい。　

1

p.85 p.93

p.37 4

3

p.37

p.38

❶正社員（正職員）　雇用契約期間の定めがない雇用。多
くの場合昇給や賞与（ボーナス），退職金や各種手当など
の給与制度があり，社会保険に加入できる。
❷アルバイトやパート　アルバイトは臨時的，パートは短
時間の働き方を指すことが多い。定職に就かず，アルバイ
トやパートに従事する若者を総称してフリーターという。
❸契約社員　フルタイムの有期雇用。契約期間は最長3年。
❹派遣社員　雇用主は派遣元企業だが，別の会社（派遣先
企業）に派遣されて働く働き方。登録型と常用型があり，
登録型は短期の働き方である。
❺ハローワーク　公共職業安定所。これ以外に民間の職
業紹介機関もある。
❻ジョブカフェ　若年者のためのワンストップサービスセ
ンター。都道府県が設置し，地域の実情に合った若者の能
力向上と就職推進を図るため，若年者が雇用関連サービス
を1か所でまとめて受けられるようにしたもの。ハロー
ワークと併設の場合もある。
❼ジョブカード制度　記入することで自分の職業能力・意
識を整理できるキャリア形成支援ツール。
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日本

韓国
かんこく

フランス

アメリカ

スウェーデン

0 20 40 60 80 100
（%）常勤雇用者 短時間雇用者 自営業

自営専門職 失業 家事・学生・無職

（内閣府「少子化社会に関する国際意識調査」2005年）

2  3歳以下の子がいる妻の就業状況国際比較

❽1970年代頃
ころ

までは，自営業は共働きが多く，雇用者世
帯では，夫が働き，妻が無業（主婦）の世帯が多かった。
また，育児については同居の祖父母の役割も大きかった。
最近では育児休業の利用による就業継続も増えている。

正社員・正職員

非正社員・
フルタイム雇用

非正社員・
短時間雇用

3,500
3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500
0
　
〜
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〜
29

30
〜
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〜
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〜
44
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〜
49

50
〜
54

55
〜
59

60
〜
64

65
〜
69

70
〜
（歳）

（円）

1   雇用形態別時給の年齢カーブ

（注）		男女計，企業規模10人以上。決まって支給する給与と実
労働時間から計算。賞与は時間換算して時給に含めた。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2017年）
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ひとくち
メモ102 確定申告とは　1年間（1月1日〜12月31日）の所得とそれに対する税金（所得税，法人税，消費税など）を税務署に申告すること。納めすぎた税

金を返してもらえる場合もある。個人事業主や副業のある人などが行う。インターネット（e-Tax）でも申告できる。

　税金や社会保険料を払う
ことにはどのような意味があ
るのかを確認しよう。就職1
年目に関係のない項目や，40
歳から関係してくる項目，公
務員にはない項目を調べよう。

実際に手元に
入る金額

4  給与明細の例

（大卒，入社2年目，独身）

アルバイトの場合

正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

支
給
額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 時間外手当
（125％）

時間外手当
（150％） 通勤費 総支給額

212,500 0 15,000 0 19,560 0 16,070 263,130

勤

怠

残業時間
（125％）

残業時間
（150％）

遅刻早退
回数

12 0 0回

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費 総控除額

9,306 19,221 1,315 0 5,410 11,100 2,000 48,352

差引支給額

214,778

通勤費は月15万円までは非課税。

規定の勤務時間以上働いた場合，賃金が割増になる。

会社側が
支払う総額

給与から
天引き

される金額

各種手当：扶養家族がいる場合の
家族手当や住宅手当など。会社に
よって手当の有無や種類は異なる。

支
給
額

時間給単価 通勤手当 管理職手当 残業単価
（125％） 総支給額

810 4,950 0 1,013 77,850

勤

怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 90 0

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 総控除額

0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

77,850

（22歳，独身）
アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，原
則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊。

毎月の労働時間の変動に
応じた金額が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

この会社には労働組合（労働者を代表
して使用者と話し合う機関）があり，
労働組合費が控除されている。

住民税： 前年の所得に応じ
て支払う。

所得税： その月の課税対象
額に応じて支払い，
最終的に年末調整
をする。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料， 
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が折半して負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から徴収される。　

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

310
300

290

280

270

260
250

（年）

（千円）

1981 2000’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’17’15

※消費者物価により実質化
（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）

3   30～34歳男性の所定内給与額

TRY

＊パート・アルバイト労働者（正社員
の3/4未満の労働時間）も，次の要件
を満たした場合には加入する。①従
業員が501人以上（労使合意の場合
は500人未満も可），国・地方公共団
体に属する事業所の労働者。②労働
時間が週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が1年以
上（見込み）。⑤学生でない。なお，
雇用保険は雇用期間が31日以上（見
込み）かつ週20時間以上の労働者が
加入する。

正社員の場合

103

経
済
生
活

第5章　経済生活を営む　　1　職業生活を設計する

 雇用形態の変化
1990年代前半まで，新卒者は主に正規雇用である正

せい
社
しゃ

員
いん
と
❶
し

て採用された。しかし近年，企業は人件費削減などのため，非
ひ

正
せい

規
き

雇
こ

用
よう
である非正社員を増やしており，若者が安定した正規雇用

に就きにくい経済構造になっている。非正規雇用のうち，アルバ
イトやパート

❷
は時間単位の働き方で，短時間の仕事であることが

多い。契
けい

約
やく

社
しゃ

員
いん
や
❸

派
は

遣
けん

社
しゃ

員
いん
は
❹
，フルタイムで働くことが多いが，

その大部分は有期雇用である。
どのような仕事にも学びの機会はある。しかし，短時間で責任

の軽い仕事であれば，工夫の余地も少なく，仕事から得られる学
びの経験が浅くなりやすい。そうとなれば賃金上昇もあまり見込
めない。また短時間の仕事は企業の社会保険に加入できず，個人
で国民年金や国民健康保険に加入しなくてはならない場合が少な
くない。
政府はハローワーク

❺
やジョブカフェ

❻
などの職業紹介機関，ジョ

ブカード制
せい

度
ど
な
❼
どを中心に，若者の就労支援を行っている。知人

に仕事を探していることを伝え，情報を得ることも有効である。
将来を見据えて，アンテナを広く張り，職業能力を高める努力を
していこう。

 仕事と家庭とのバランス
女性の高学歴化や意識変化，家事の省力化，生計の維持などの

ため，現在では共働き世帯が主流となっている。もっとも子ども
の出産に際しては，女性が退職するなど働き方を変えることが多
い
❽
が，仕事を続ける女性も徐々に増加している。子どもを育てる

ことは次世代の育成として大切な仕事である。一方，働き続ける
ことは仕事経験と技術を増やすことであり，経済的な安定につな
がる。男性の給与が下がる傾向にあり，男女それぞれが安定した
仕事を持つことは，家計の安定につながる。しかし企業の制度や，
職場環境には，夫婦が共働きで子育てをすることを困難にする慣
行やルールも少なくない。男性を含めた育児休業制度の取得推進，
短時間勤務制度の拡充，保育所の増設など，仕事と家庭を両立し
やすい社会的な環境の整備を国や企業が進めることが必要である。
男性の育児参加，女性の仕事経験の蓄積に向けての意識変革も不
可欠である。育児支援される側は，自分なりの工夫で職業人とし
て目標を持ち，成果を出すことが求められている。また，子育て
中の職場の労働者に同僚も上司も理解を持ち，社会全体で子ども
と子育てを支援していきたい。　

1

p.85 p.93

p.37 4

3

p.37

p.38

❶正社員（正職員）　雇用契約期間の定めがない雇用。多
くの場合昇給や賞与（ボーナス），退職金や各種手当など
の給与制度があり，社会保険に加入できる。
❷アルバイトやパート　アルバイトは臨時的，パートは短
時間の働き方を指すことが多い。定職に就かず，アルバイ
トやパートに従事する若者を総称してフリーターという。
❸契約社員　フルタイムの有期雇用。契約期間は最長3年。
❹派遣社員　雇用主は派遣元企業だが，別の会社（派遣先
企業）に派遣されて働く働き方。登録型と常用型があり，
登録型は短期の働き方である。
❺ハローワーク　公共職業安定所。これ以外に民間の職
業紹介機関もある。
❻ジョブカフェ　若年者のためのワンストップサービスセ
ンター。都道府県が設置し，地域の実情に合った若者の能
力向上と就職推進を図るため，若年者が雇用関連サービス
を1か所でまとめて受けられるようにしたもの。ハロー
ワークと併設の場合もある。
❼ジョブカード制度　記入することで自分の職業能力・意
識を整理できるキャリア形成支援ツール。
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35 16 39

32 15 36

43 25 19

日本

韓国
かんこく

フランス

アメリカ

スウェーデン

0 20 40 60 80 100
（%）常勤雇用者 短時間雇用者 自営業

自営専門職 失業 家事・学生・無職

（内閣府「少子化社会に関する国際意識調査」2005年）

2  3歳以下の子がいる妻の就業状況国際比較

❽1970年代頃
ころ

までは，自営業は共働きが多く，雇用者世
帯では，夫が働き，妻が無業（主婦）の世帯が多かった。
また，育児については同居の祖父母の役割も大きかった。
最近では育児休業の利用による就業継続も増えている。

正社員・正職員

非正社員・
短時間雇用
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非正社員・
フルタイム雇用

1   雇用形態別時給の年齢カーブ

（注）		男女計，企業規模10人以上。決まって支給する給与と実
労働時間から計算。賞与は時間換算して時給に含めた。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2019年）
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メモ102 確定申告とは　1年間（1月1日〜12月31日）の所得とそれに対する税金（所得税，法人税，消費税など）を税務署に申告すること。納めすぎた税

金を返してもらえる場合もある。個人事業主や副業のある人などが行う。インターネット（e-Tax）でも申告できる。

　税金や社会保険料を払う
ことにはどのような意味があ
るのかを確認しよう。就職1
年目に関係のない項目や，40
歳から関係してくる項目，公
務員にはない項目を調べよう。

実際に手元に
入る金額

4  給与明細の例

（大卒，入社2年目，独身）

アルバイトの場合

正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

支
給
額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 時間外手当
（125％）

時間外手当
（150％） 通勤費 総支給額

212,500 0 15,000 0 19,560 0 16,070 263,130

勤

怠

残業時間
（125％）

残業時間
（150％）

遅刻早退
回数

12 0 0回

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費 総控除額

9,306 19,221 1,315 0 5,410 11,100 2,000 48,352

差引支給額

214,778

通勤費は月15万円までは非課税。

規定の勤務時間以上働いた場合，賃金が割増になる。

会社側が
支払う総額

給与から
天引き

される金額

各種手当：扶養家族がいる場合の
家族手当や住宅手当など。会社に
よって手当の有無や種類は異なる。

支
給
額

時間給単価 通勤手当 管理職手当 残業単価
（125％） 総支給額

810 4,950 0 1,013 77,850

勤

怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 90 0

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 総控除額

0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

77,850

（22歳，独身）
アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，原
則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊。

毎月の労働時間の変動に
応じた金額が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

この会社には労働組合（労働者を代表
して使用者と話し合う機関）があり，
労働組合費が控除されている。

住民税： 前年の所得に応じ
て支払う。

所得税： その月の課税対象
額に応じて支払い，
最終的に年末調整
をする。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料， 
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が折半して負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から徴収される。　

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

310
300

290

280

270

260
250

（年）

（千円）

’191981 2000’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’15

※消費者物価により実質化
（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）

3   30～34歳男性の所定内給与額

TRY

＊パート・アルバイト労働者（正社員
の3/4未満の労働時間）も，次の要件
を満たした場合には加入する。①従
業員が501人以上（労使合意の場合
は500人未満も可），国・地方公共団
体に属する事業所の労働者。②労働
時間が週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が1年以
上（見込み）。⑤学生でない。なお，
雇用保険は雇用期間が31日以上（見
込み）かつ週20時間以上の労働者が
加入する。

正社員の場合
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第5章　経済生活を営む　　1　職業生活を設計する

102

103

1

3



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 ライフステージと家計
収入は，自分だけのものではない。配偶者や子どもなど，共に
暮らす家族がいる場合，家族全員の生活や将来を考えて家計を計
画する必要がある。
家計の課題はライフステージによって変わる。例えば子どもが
いる家庭では子どもの養育や教育，壮年期には高齢期の生活の備
えについても考えなければならない。それに伴い，ライフステー
ジごとに各費目に支出する割合や貯蓄額も変化していく。例えば
若い世代は賃貸住宅に住むことが多く，住居費の割合が高い。住
宅を購入する場合は，購入資金や住宅ローン返済のため，消費支
出が抑えられる傾向がある。若い共働きの世帯では，家事労働を
代替するサービスの購入が多くなる。未成年の子どもがいると，
教育費の割合が高まる

❶
。また，高齢期には健康を維持するための

支出が増える。なお，医療費は公的医療保険制度に加入すること
で，自己負担が実際の利用額よりも軽減される

❷
。

また，収入もライフステージに応じて変化する。現役世代は主
に勤労による収入であるが，高齢期には公的年金や私的年金の給
付，預貯金の引き出し，資産収入，子との同居による実物支援な
どが中心になる。世帯間により収入格差も大きい。

p.14 4

p.107

p.34

3  TRY

p.91

p.79

4   ライフステージ別実支出の内訳

❶一般に，収入が高い世帯ほど教育費をかける傾向がある。
❷自己負担額は，原則として利用額の3割である。また，
長期入院や治療が長引いた場合にも家計の負担を軽減す
るため，一定の金額（自己負担限度額）を超えた部分が払
い戻される，高額療養費制度がある。

25～29歳

35～39歳

45～49歳

55～59歳

65～69歳

365,197円

461,114円

528,291円
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300,331円
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家具・家事用品

教育
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消費支出
非消費
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（総務省「平成26（2014）年全国消費実態調査」）

（注）		二人以上の世帯のうち，勤労者世帯の世帯主の収入と
支出とする。

（文部科学省「平成28（2016）年度		子供の学習費調査」）

全
すべ

て公立 全て私立

幼
稚
園

学校教育費 120,546 学校教育費 318,763
学校給食費 20,418 学校給食費 29,924
学校外活動費 92,983 学校外活動費 133,705
年間計 233,947 年間計 482,392
3年間計 701,841 3年間計 1,447,176

小
学
校

学校教育費 60,043 学校教育費 870,408
学校給食費 44,441 学校給食費 44,807
学校外活動費 217,826 学校外活動費 613,022
年間計 322,310 年間計 1,528,237
6年間計 1,933,860 6年間計 9,169,422

中
学
校

学校教育費 133,640 学校教育費 997,435
学校給食費 43,730 学校給食費 8,566
学校外活動費 301,184 学校外活動費 320,932
年間計 478,554 年間計 1,326,933
3年間計 1,435,662 3年間計 3,980,799

高
等
学
校（
全
日
制
）

学校教育費 275,991 学校教育費 755,101
学校給食費 ― 学校給食費 ―
学校外活動費 174,871 学校外活動費 285,067
年間計 450,862 年間計 1,040,168
3年間計 1,352,586 3年間計 3,120,504
15年間計 5,423,949 15年間計 17,717,901

（注）		①学校教育費　授業料，修学旅行等費，生徒会等費，
PTA会費，その他の学校納付金，寄付金，教科書費（高校
のみ）・教科書以外の図書費，学用品等費，教科外活動費，
通学費，制服・通学用品費他	 	
	②学校外活動費　補助学習費（家庭内学習費，家庭教師
費等，学習塾費，その他），その他の学校外活動費（体験
活動・地域活動，芸術文化活動，スポーツ・レクリエー
ション活動，教養・その他）

3    保護者が支出した教育費 
（1人あたり年間，単位円）

　大学や短大，専門学校などに進学する場合，卒業までに教育費は，いくら必
要か調べよう。また，貸与制の奨学金を利用する場合，卒業までに貸与される
合計金額と返済金額，返済期間を計算してみよう。

（例）日本学生支援機構の場合
● �貸与月額　3万円，5万円，8万円，10万円，12万円
● �返還利率　年利0.5％，1％，2％，3％
● �返還期間　9年から20年
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第5章　経済生活を営む　　2　計画的に使う

 ライフステージと家計
収入は，自分だけのものではない。配偶者や子どもなど，共に

暮らす家族がいる場合，家族全員の生活や将来を考えて家計を計
画する必要がある。
家計の課題はライフステージによって変わる。例えば子どもが

いる家庭では子どもの養育や教育，壮年期には高齢期の生活の備
えについても考えなければならない。それに伴い，ライフステー
ジごとに各費目に支出する割合や貯蓄額も変化していく。例えば
若い世代は賃貸住宅に住むことが多く，住居費の割合が高い。住
宅を購入する場合は，購入資金や住宅ローン返済のため，消費支
出が抑えられる傾向がある。若い共働きの世帯では，家事労働を
代替するサービスの購入が多くなる。未成年の子どもがいると，
教育費の割合が高まる

❶
。また，高齢期には健康を維持するための

支出が増える。なお，医療費は公的医療保険制度に加入すること
で，自己負担が実際の利用額よりも軽減される

❷
。

また，収入もライフステージに応じて変化する。現役世代は主
に勤労による収入であるが，高齢期には公的年金や私的年金の給
付，預貯金の引き出し，資産収入，子との同居による実物支援な
どが中心になる。世帯間により収入格差も大きい。

p.14 4

p.107

p.34

3  TRY

p.91

p.79

4   ライフステージ別実支出の内訳

❶一般に，収入が高い世帯ほど教育費をかける傾向がある。
❷自己負担額は，原則として利用額の3割である。また，
長期入院や治療が長引いた場合にも家計の負担を軽減す
るため，一定の金額（自己負担限度額）を超えた部分が払
い戻される，高額療養費制度がある。
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（総務省「平成26（2014）年全国消費実態調査」）

（注）		二人以上の世帯のうち，勤労者世帯の世帯主の収入と
支出とする。

（文部科学省「平成30（2018）年度		子供の学習費調査」）

全
すべ

て公立 全て私立

幼
稚
園

学校教育費 120,738 学校教育費 331,378
学校給食費 19,014 学校給食費 30,880
学校外活動費 83,895 学校外活動費 165,658
年間計 223,647 年間計 527,916
3年間計 670,941 3年間計 1,583,748

小
学
校

学校教育費 63,102 学校教育費 904,164
学校給食費 43,728 学校給食費 47,638
学校外活動費 214,451 学校外活動費 646,889
年間計 321,281 年間計 1,598,691
6年間計 1,927,686 6年間計 9,592,146

中
学
校

学校教育費 138,961 学校教育費 1,071,438
学校給食費 42,945 学校給食費 3,731
学校外活動費 306,491 学校外活動費 331,264
年間計 488,397 年間計 1,406,433
3年間計 1,465,191 3年間計 4,219,299

高
等
学
校（
全
日
制
）

学校教育費 280,487 学校教育費 719,051
学校給食費 ― 学校給食費 ―
学校外活動費 176,893 学校外活動費 250,860
年間計 457,380 年間計 969,911
3年間計 1,372,140 3年間計 2,909,733
15年間計 5,435,958 15年間計 18,304,926

（注）		①学校教育費　授業料，修学旅行等費，生徒会等費，
PTA会費，その他の学校納付金，寄付金，教科書費（高校
のみ）・教科書以外の図書費，学用品等費，教科外活動費，
通学費，制服・通学用品費他	 	
	②学校外活動費　補助学習費（家庭内学習費，家庭教師
費等，学習塾費，その他），その他の学校外活動費（体験
活動・地域活動，芸術文化活動，スポーツ・レクリエー
ション活動，教養・その他）

3    保護者が支出した教育費 
（1人あたり年間，単位円）

　大学や短大，専門学校などに進学する場合，卒業までに教育費は，いくら必
要か調べよう。また，貸与制の奨学金を利用する場合，卒業までに貸与される
合計金額と返済金額，返済期間を計算してみよう。

（例）日本学生支援機構の場合
● �貸与月額　3万円，5万円，8万円，10万円，12万円
● �返還利率　年利0.5％，1％，2％，3％
● �返還期間　9年から20年
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 貯蓄と保険
長い人生では，さまざまなことが起こる。結婚，出産，子ども
の養育・教育，住宅の取得や老後の生活など，ある程度の見通し
が立ち予測が可能な事態に対しては，あらかじめ目的を定めて貯
蓄や運用をするなどの準備をして，生活の破

は
綻
たん
を防ぐことが重要

である。そのためには，金融の知識を身につけて，必要な額や借
入の時期，運用方法などを考える家

か
計
けい

資
し

産
さん

のマネジメントができ
るようにならなければならない。
一方，失業や病気，不慮の事故など，予測できないリスクもあ
る。個人が世帯を形成する理由の1つは，互いに助け合うためで
あろう。
保険は，事故，病気，死亡など，保険で定められたリスクが発
生した場合の備えとして，加入者相互で保険料を払い，保険金等
が給付される仕組みである。
公的な社会保険は，国民の助け合いの基礎的な土台であり，高
所得者から低所得者へ，現役世代から高齢者世代へ，あるいは健
康な人から病気の人へなど，ケアが必要な人への再分配も含まれ
ている。更に必要に応じて個人の判断で加入する，生命保険やが
ん保険などの民

みん
間
かん

保
ほ

険
けん
もある。

 金融資産の運用
多様な金

きん
融
ゆう

商
しょう

品
ひん
の特徴を，安

あん
全
ぜん

性
せい
，流

りゅう
動
どう

性
せい
，収

しゅう
益
えき

性
せい
の3つの面

から見ると，普通預金は元
がん

本
ぽん

割
わ

れ
❶❷
がなく安全性が高いが，金利に

よって増える額が小さく，収益性は低い。株や外国債は高い収益
を上げる可能性を持っているが，元本割れが起こる可能性がある，
安全性の低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の
先行きを読むことは誰

だれ
にもできない。確実な儲

もう
け話はありえない

ので注意しよう。
国民の金融資産額は大きく増えている。単に預貯金をするだけ
でなく，運用をするという視点で金融商品を選ぶことも重要であ
る。ただし，運用には必ずリスクがある。商品の特徴をよく知っ
たうえで，安全性の高い方法で蓄える資産と，積極的に運用して
もよい資産の割合を考えて，蓄財の目的や期間に合わせて投資先
を分け，金融商品を選ぶようにしよう

❸
。

家計のマネジメント2

1

p.90

p.92

3

2

❶元本　金融商品の購入・投資に充てた資金の額。
❷元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイオ
フ）によって元本が保護されている。
❸確定拠出年金のように，自分で運用方法を選び，リスク
をとらなければならない制度が増えている。株や債券，価
格変動などについて理解することが，生活技術として重要
になってきている。

（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」
2018年）

1   貯蓄の目的（年齢階層別）
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2   日経平均株価の推移
　個別の企業の株価は企業や産業の業績や成長見通しの予想
でそれぞれ変動する。日経平均株価は日本の上場株式の代表
的な銘柄の平均であり，日本株の全体の動きを示す。1990年
のバブル景気の頃

ころ
には，株の値上がり期待から株への需要が増

え，株価は大幅に上昇した。しかし，バブル崩壊後大きく下落
する。その後，景気回復の中で，上昇に転じていたが，米国に
端を発する2008年のリーマンショックで再び下落した。アベノ
ミクスとよばれる大幅な金融緩和政策により2012年以降株価
は再び上向いている。いつ株が上昇に転ずるか，下落に転ずる
かは予想がつかず，株価が上昇すれば，高い収入を得る可能性
もあるが，下落に転じれば，大きな損失をするリスクもある。
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メモ106 フラット35　住宅資金は，教育資金・老後資金と合わせて「人生の3大資金」ともよばれる。よく検討して利用しよう。例えば住宅金融支援機構は，

民間金融機関と提携して最長35年間金利が変わらない，長期固定金利制の住宅ローン「フラット35」を供給している。

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律
で保護された約束事を契

けい
約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，
契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。4

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

（国民生活センター「2019年版  くらしの豆知識」より作成）

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務
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メモ110 通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，

返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 貯蓄と保険
長い人生では，さまざまなことが起こる。結婚，出産，子ども

の養育・教育，住宅の取得や老後の生活など，ある程度の見通し
が立ち予測が可能な事態に対しては，あらかじめ目的を定めて貯
蓄や運用をするなどの準備をして，生活の破

は
綻
たん
を防ぐことが重要

である。そのためには，金融の知識を身につけて，必要な額や借
入の時期，運用方法などを考える家

か
計
けい

資
し

産
さん

のマネジメントができ
るようにならなければならない。
一方，失業や病気，不慮の事故など，予測できないリスクもあ

る。個人が世帯を形成する理由の1つは，互いに助け合うためで
あろう。
保険は，事故，病気，死亡など，保険で定められたリスクが発

生した場合の備えとして，加入者相互で保険料を払い，保険金等
が給付される仕組みである。
公的な社会保険は，国民の助け合いの基礎的な土台であり，高

所得者から低所得者へ，現役世代から高齢者世代へ，あるいは健
康な人から病気の人へなど，ケアが必要な人への再分配も含まれ
ている。更に必要に応じて個人の判断で加入する，生命保険やが
ん保険などの民

みん
間
かん

保
ほ

険
けん
もある。

 金融資産の運用
多様な金

きん
融
ゆう

商
しょう

品
ひん
の特徴を，安

あん
全
ぜん

性
せい
，流

りゅう
動
どう

性
せい
，収

しゅう
益
えき

性
せい
の3つの面

から見ると，普通預金は元
がん

本
ぽん

割
わ

れ
❶❷
がなく安全性が高いが，金利に

よって増える額が小さく，収益性は低い。株や外国債は高い収益
を上げる可能性を持っているが，元本割れが起こる可能性がある，
安全性の低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の
先行きを読むことは誰

だれ
にもできない。確実な儲

もう
け話はありえない

ので注意しよう。
国民の金融資産額は大きく増えている。単に預貯金をするだけ

でなく，運用をするという視点で金融商品を選ぶことも重要であ
る。ただし，運用には必ずリスクがある。商品の特徴をよく知っ
たうえで，安全性の高い方法で蓄える資産と，積極的に運用して
もよい資産の割合を考えて，蓄財の目的や期間に合わせて投資先
を分け，金融商品を選ぶようにしよう

❸
。

家計のマネジメント2

1

p.90

p.92

3

2

❶元本　金融商品の購入・投資に充てた資金の額。
❷元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイオ
フ）によって元本が保護されている。
❸確定拠出年金のように，自分で運用方法を選び，リスク
をとらなければならない制度が増えている。株や債券，価
格変動などについて理解することが，生活技術として重要
になってきている。

（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」
2019年）

1   貯蓄の目的（年齢階層別）
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2   日経平均株価の推移
　個別の企業の株価は企業や産業の業績や成長見通しの予想
でそれぞれ変動する。日経平均株価は日本の上場株式の代表
的な銘柄の平均であり，日本株の全体の動きを示す。1990年
のバブル景気の頃

ころ
には，株の値上がり期待から株への需要が増

え，株価は大幅に上昇した。しかし，バブル崩壊後大きく下落
する。その後，景気回復の中で，上昇に転じていたが，米国に
端を発する2008年のリーマンショックで再び下落した。アベノ
ミクスとよばれる大幅な金融緩和政策により2012年以降株価
は再び上向いている。いつ株が上昇に転ずるか，下落に転ずる
かは予想がつかず，株価が上昇すれば，高い収入を得る可能性
もあるが，下落に転じれば，大きな損失をするリスクもある。
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メモ106 フラット35　住宅資金は，教育資金・老後資金と合わせて「人生の3大資金」ともよばれる。よく検討して利用しよう。例えば住宅金融支援機構は，

民間金融機関と提携して最長35年間金利が変わらない，長期固定金利制の住宅ローン「フラット35」を供給している。

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。4

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

（国民生活センター「2020年版  くらしの豆知識」より作成）

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務
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メモ110 通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，

返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。
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 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
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てい
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連
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引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.116, 117

3

2

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に反
する法律行為は，取り消すことができる。」

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

 ＊  販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。
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1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」・「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

（注） はがきの場合

（国民生活センター「2019年版  くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第5章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
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（マルチ商法）は中途解約でき

る。
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やく
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ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.116, 117

3

2

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に反
する法律行為は，取り消すことができる。」

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

 ＊  販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。
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1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」・「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

（注） はがきの場合

（国民生活センター「2019年版  くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第5章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で

契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特
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（マルチ商法）は中途解約でき
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ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行

為を行う行
こう

為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.116, 117

3

2

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。5万円を超える金額で2か月（エステと
美容医療は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に反
する法律行為は，取り消すことができる。」

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。
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1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」・「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2020年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△氏

支払った代金○○○○円を速やかに返金し，
商品を引き取ってください。

○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第5章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特
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（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
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同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.116, 117

3

2

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。5万円を超える金額で2か月（エステと
美容医療は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に反
する法律行為は，取り消すことができる。」

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1

22

3

4

5

6

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」・「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2020年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△氏

支払った代金○○○○円を速やかに返金し，
商品を引き取ってください。

○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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111 側注❶

111 TRY

削除



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

商品の販売方法には，店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

 店舗販売
店舗販売は，消費者が直接販売している店舗に行き，購入する。

営業時間や場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを
自分自身で直接確認することができる。

生産者や生産者団体が直接消費者に販売する直売所は，その土
地でとれた新鮮な農産物や水産物を販売し，地域の独自性がある。
また，地産地消で輸送の時間やコストがかからないため，新鮮で
安価なことが多い。

 無店舗販売
情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店

舗販売の中でも電
でん

子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークで，相手が信頼できる販売者
かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。インターネット
オークションのように，消費者個人が直接販売者になる個人間取
引（C to C）も増加している。取引の安全性を確保するため，売
り手と買い手の間の代金支払いや商品受け渡しを仲介するエスク
ローサービスを利用する方法もある。

商品の販売方法2
4

p.180

1

TRY

2

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

1   電子商取引を過去1年間に利用したことが 
 ある人の割合

（%）

全　体 15～19歳
0

20
10

30

50
40

60
70
80
90

インターネットショッピング

インターネットオークション
金融取引

100

1.8
6.4

42.9

16.412.4

52.7

（総務省「平成30（2018）年通信利用動向調査」）

3   支払い方法とカードの種類

現
金
を

引
き
出
す

代
金
を

支
払
う

カ
ー
ド

前払い

即時払い

後払い

自分のお金を
引き出す

業者からお金を
借りる

プリペイドカード

デビットカード＊

クレジットカード

ローンカード

キャッシュカード

＊�デビットカード：商品の代金が，利用者指定の金融機関の口
座から即時引き落とされるカード。

（全国銀行協会パンフレットより作成）

2   ジャドママーク
通信販売を利用する際の
安心・信頼の目安となる
マーク。

　インターネットショッピングの利点を挙げてみよ
う。また，購入時に注意すべきことは何かを考えよ
う。

TRY

4   販売方法の種類
店舗販売 無店舗販売

小売店
専門店

コンビニエンス
ストア

デパート

スーパー
マーケット

直売所

通信販売（インターネット
ショッピングも含む）

訪問販売
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10
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20

25

ひとくち
メモ112 「ショッピング枠を現金化」絶対ダメ　「40万円の商品をクレジットカードで買うと，32万円で買い取り現金化する」などと誘う業者がいる。実際に

は40万円の請求が来るのであり，一括払いなら8万円もの利息がついたことになる。カード規約違反でもあり，絶対に利用してはならない。

 悪質商法に対する消費者の態度
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう
な勧誘，振り

込め詐欺など高齢者をねらった悪質商法が増加している。また，
社会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人
を勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイ
ンターネットオークションなどでトラブルになるケースも発生し
ている。
悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質
商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。いったん引っかかると「いいカ
モだ」とされて，別の業者も次々と契約を迫るようになる。毅

き
然
ぜん

とした態度で断るとともに，契約してしまっても諦
あきら
めずに，消費

生活センターなどに相談しよう。

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の目覚ましい発展により，マスコミやインター
ネットを通じて，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るよ
うになった。だが，入手できる生

せい
活
かつ

情
じょう

報
ほう
が
❶
全
すべ
て正確かつ公平で，

自分にとって有用だとは限らない。商品のイメージや消費者に
とって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わりにくい情
報も少なくない。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断が難
しい。氾

はん
濫
らん
する生活情報の中から自分で取捨選択し活用できるよ

う，情
じょう

報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，消

費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にしつ

つ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること
を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。
一方で，一個人が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険
性も認識しなければならない。とくに個

こ
人
じん

情
じょう

報
ほう
の
❹
取り扱いには注

意が必要である。近年急増する多様なカードやインターネットバ
ンキング利用でのトラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側
にも個人情報を適切に管理することが求められているが，厳密な
管理がされているかを見極めることも消費者には必要である。

3

p.111

1  TRY

p.113

4

3   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

4   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償はされない。個人でのしっかりとした情報
管理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

（全国銀行協会資料より作成）

順位 20歳未満 件数 割合

1位 アダルト情報サイト 2,088 12.6%

2位 デジタルコンテンツその他 1,809 10.9%

3位 オンラインゲーム 1,558 9.4%

4位 健康食品 1,366 8.2%

5位 化粧品 757 4.6%

相談総数 16,570

順位 70歳以上 件数 割合

1位 商品一般 29,836 15.8%

2位 デジタルコンテンツその他 16,735 8.9%

3位 健康食品 8,122 4.3%

4位 インターネット接続回線 8,033 4.3%

5位 新聞 4,570 2.4%

相談総数 188,906

（国民生活センター「消費生活年報2018」）

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.118）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシー
マークの表示が許可される。
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商品の販売方法には，店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

 店舗販売
店舗販売は，消費者が直接販売している店舗に行き，購入する。

営業時間や場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを
自分自身で直接確認することができる。

生産者や生産者団体が直接消費者に販売する直売所は，その土
地でとれた新鮮な農産物や水産物を販売し，地域の独自性がある。
また，地産地消で輸送の時間やコストがかからないため，新鮮で
安価なことが多い。

 無店舗販売
情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店

舗販売の中でも電
でん

子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークで，相手が信頼できる販売者
かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。インターネット
オークションのように，消費者個人が直接販売者になる個人間取
引（C to C）も増加している。取引の安全性を確保するため，売
り手と買い手の間の代金支払いや商品受け渡しを仲介するエスク
ローサービスを利用する方法もある。

商品の販売方法2
4

p.180

1

TRY

2

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

1   電子商取引を過去1年間に利用したことが 
 ある人の割合

（%）

全　体 15～19歳
0

20
10

30

50
40

60
70
80
90

インターネットショッピング

インターネットオークション・
フリーマーケットアプリによる
購入・取引
金融取引

100

3.115.4
36.1

17.117.3

50.0

（総務省「令和元（2019）年通信利用動向調査」）

3   支払い方法とカードの種類

現
金
を

引
き
出
す

代
金
を

支
払
う

カ
ー
ド

前払い

即時払い

後払い

自分のお金を
引き出す

業者からお金を
借りる

プリペイドカード

デビットカード＊

クレジットカード

ローンカード

キャッシュカード

＊�デビットカード：商品の代金が，利用者指定の金融機関の口
座から即時引き落とされるカード。

（全国銀行協会パンフレットより作成）

2   ジャドママーク
通信販売を利用する際の
安心・信頼の目安となる
マーク。

　インターネットショッピングの利点を挙げてみよ
う。また，購入時に注意すべきことは何かを考えよ
う。

TRY

4   販売方法の種類
店舗販売 無店舗販売

小売店
専門店

コンビニエンス
ストア

デパート

スーパー
マーケット

直売所

通信販売（インターネット
ショッピングも含む）

訪問販売
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25

ひとくち
メモ112 「ショッピング枠を現金化」絶対ダメ　「40万円の商品をクレジットカードで買うと，32万円で買い取り現金化する」などと誘う業者がいる。実際に

は40万円の請求が来るのであり，一括払いなら8万円もの利息がついたことになる。カード規約違反でもあり，絶対に利用してはならない。

 悪質商法に対する消費者の態度
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう
な勧誘，振り

込め詐欺など高齢者をねらった悪質商法が増加している。また，
社会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人
を勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイ
ンターネットオークションなどでトラブルになるケースも発生し
ている。
悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質

商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。いったん引っかかると「いいカ
モだ」とされて，別の業者も次々と契約を迫るようになる。毅

き
然
ぜん

とした態度で断るとともに，契約してしまっても諦
あきら
めずに，消費

生活センターなどに相談しよう。

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の目覚ましい発展により，マスコミやインター

ネットを通じて，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るよ
うになった。だが，入手できる生

せい
活
かつ

情
じょう

報
ほう
が
❶
全
すべ
て正確かつ公平で，

自分にとって有用だとは限らない。商品のイメージや消費者に
とって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わりにくい情
報も少なくない。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断が難
しい。氾

はん
濫
らん
する生活情報の中から自分で取捨選択し活用できるよ

う，情
じょう

報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，消

費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にしつ

つ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること

を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。
一方で，一個人が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険

性も認識しなければならない。とくに個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう
の
❹
取り扱いには注

意が必要である。近年急増する多様なカードやインターネットバ
ンキング利用でのトラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側
にも個人情報を適切に管理することが求められているが，厳密な
管理がされているかを見極めることも消費者には必要である。
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p.113

4

3   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

4   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償はされない。個人でのしっかりとした情報
管理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

（全国銀行協会資料より作成）

順位 20歳未満 件数 割合

1位 オンラインゲーム 2,211 13.0%

2位 デジタルコンテンツその他 1,963 11.5%

3位 アダルト情報サイト 1,633 9.6%

4位 健康食品 1,368 8.0%

5位 化粧品 1,087 6.4%

相談総数 17,047

順位 70歳以上 件数 割合

1位 商品一般 75,033 30.7%

2位 デジタルコンテンツその他 12,730 5.2%

3位 インターネット接続回線 9,072 3.7%

4位 健康食品 8,883 3.6%

5位 新聞 4,575 1.9%

相談総数 244,776

（国民生活センター「消費生活年報2019」）

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.118）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシー
マークの表示が許可される。

5

10

15

20

25

30

35

117

経
済
生
活

第5章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会

112 1

117 3



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 消費者保護から自立支援へ
1950年代から広がった消費者運動により，法律の整備と消費
者保護政策が進められた。1962年，アメリカのケネディ大統領
が消費者の4つの権利を提唱し，消費者保護政策の基盤となった。
日本では1960年代に行政による消費者の救済と啓発が始まり，
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法
ほう
の制定（1968年）や国
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活
かつ

センター
❶
の設立

（1970年）など，消費者の権利を重視した消費者保護政策の基盤
が整えられていった。また，1970年代には各地で消

しょう
費
ひ

生
せい

活
かつ

セン
ター

❷
の設立が盛んになった。
一方，1982年には国

こく
際
さい

消
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費
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機
き
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（
❸
CI）が消

しょう
費
ひ

者
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の 8 つの権
けん

利
り

と 5 つの責
せき

任
にん
を提唱した。消費者の保護を中心としていた消費

者保護基本法が2004年に消
しょう

費
ひ

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう
に改正され，消費者の権

利の尊重と消費者の自立支援が基本理念となった。これに基づき
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が
❹
進められている。更に，2012年には，国や地

方公共団体が消費者教育を推進する責務が定められた消費者教育
推進法が施行された。これからは，社会を積極的につくる自立し
た消費者となることが求められている。
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1

❶国民生活センター　消費生活に関する情報の収集・提
供，苦情相談，商品テストや調査研究など，消費者に対す
る啓発・教育などの中核機関。各地の消費生活センターと
連携して消費者行政を行う。
❷消費生活センター　消費生活に関する相談窓口や情報提
供などを行う機関。都道府県・市区町村により設置される。
❸国際消費者機構（CI：Consumers International）
1960年に先進諸国の消費者団体が中心となって設立 
された国際消費者団体。2014年現在120か国の240以上
の団体が加盟している。
❹消費者基本計画　国の消費者政策の推進に関する基本
的な計画。2005年に策定され5年ごとに改定される。

（消費者庁「ハンドブック消費者2014」より作成）

消費者の権利と責任
商品や販売方法などについて，販売店へ要望や苦情を伝えたいと思ったり，
実際に伝えたりした経験はあるだろうか。5

消費者は保護される立場から，権利を生かし責任も担
にな

う立場への転換が期待されている。消費者の権利と責任
について考えていこう。

学習のポイント

1   消費者の権利と責任の変遷

消費者の4つの権利

（1962年ケネディ大統領提唱）
1  安全への権利
2  情報を与えられる権利
3   選択をする権利
4   意見を聴かれる権利

（1975年フォード大統領追加）
5   消費者教育を受ける権利

消費者の8つの権利と5つの責任
（1982年国際消費者機構（CI）提唱）

8つの権利
1   生活のニーズが保証される権利 
（The right to satisfaction of basic needs）

2 安全への権利（The right to safety）

3  情報を与えられる権利（The right to be informed）

4  選択をする権利（The right to choose）

5  意見を聴かれる権利（The right to be heard）

6   補償を受ける権利（The right to redress）

7  消費者教育を受ける権利（The right to consumer education）

8  健全な環境の中で働き生活する権利（The right to a healthy environment）

5つの責任
1  批判的意識を持つ責任（Critical awareness）

2  主張し行動する責任（Involvement or action）

3  社会的弱者への配慮責任（Social responsibility）

4  環境への配慮責任（Ecological responsibility）

5  連帯する責任（Solidarity）

消費者基本法
（2004年制定）

消費者の権利
●  消費生活における基本的な需要が満
たされ，

●健全な生活環境が確保される中で，
1  安全の確保
2  選択の機会の確保
3  必要な情報の提供
4  教育の機会の確保
5  消費者の意見の反映
6  消費者被害の救済

　事業者の責務，行政の責務とともに
消費者の権利が明記されている。行政，
事業者には，消費者の利益の保護と増
進のために行動する責務があるとされ
ている。

　物やサービスを購入するときに，消費者の5つの
責任を考えながら行動できているだろうか，話し
合ってみよう。
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メモ118 ADR（裁判外紛争解決手続き）　消費者被害は比較的少額なことが多く，訴訟を起こすとコストも時間もかかってしまうため，泣き寝入りすることが

多かった。そこでADR機関が仲介に入り，安価，迅速，柔軟に紛争解決を行うようにするのがADRである。

 地球環境から持続可能な社会を考える
私
わたし
たちの使う物質やエネルギーは，地球で生み出されて消費さ

れ，また地球に戻る。掃除をしてごみを出すと，自分の身の回り
はかたづくが，ごみは家庭から社会に移動しただけで，地球上か
ら消えたわけではない。水が形を変えながら地球上で循環し続け
ているように，地球という1つのシステムにあるほかの資源も一
定である。したがって，限りある資源を循環させて使い続ける循

じゅん

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい
をつくることが求められる。そして，地球温暖化の原因

となる温室効果ガスを排出しない低
てい

炭
たん

素
そ

社
しゃ

会
かい
，資源を確保し生物

多様性を維持する自
し

然
ぜん

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい
の3つの社会が実現して初めて，

次の世代に負の遺産を残さない，よりよい地球環境に向けた持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい
を形成することができる。

 世界の取り組み
1972年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）以来，環境
問題は国際問題として注目されるようになった。その後，地球サ
ミット

❶
（1992年）などを経て，1997年に気

き
候
こう

変
へん

動
どう

枠
わく

組
ぐみ

条
じょう

約
やく

第
だい

3
回
かい

締
てい

約
やく

国
こく

会
かい

議
ぎ
で
❷

京
きょう

都
と

議
ぎ

定
てい

書
しょ
が
❸
採択されたのをきっかけに，世界中

で持続可能な社会に向けた取り組みが活発化している。今後，更
に地球温暖化対策を加速化し，大気中の温室効果ガスの濃度を安
定化させるという条約の究極目標を達成するための取り組みが急
ぎ進められている。
2005年から2014年は「国連持続可能な開発のための教育の10
年」とされ，最終年である2014年には持

じ
続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

のための
教
きょう

育
いく

（ESD）
❹
に関するユネスコ世界会議

❺
が日本で開催された。

ESDとは，環境問題だけではなく，貧困，人権，平和，開発と
いったさまざまな課題を自らの問題として捉

とら
え，身近なところか

ら取り組むことで，持続可能な社会を創造していく学習や活動で
ある。私たちには，持続可能な社会づくりの担

にな
い手となっていく

ことが期待されている。

よりよい地球環境に向けて1

4  5

4

4

4

❶地球サミットにおけるリオ宣言に基づき，行動計画「ア
ジェンダ21」「森林原則声明」の採択，「気候変動枠組条
約」「生物多様性条約」の合意がなされた。
❷気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3：The 3rd 
Session of the Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change）　 
地球温暖化防止京都会議ともいう。気候変動枠組条約締
約国会議（COP）は1995年から毎年開催されている。
❸京都議定書　2005年発効。法的拘束力がある議定書が
採択されたことは，環境問題において重要なものとなった。
しかし，世界全体で温室効果ガス排出量の割合が大きい中

ちゅう

国
ごく

は排出削減義務がなく，またアメリカが不参加のため，
排出削減に向けた取り組みとしては不十分な点があった。
❹ESD　Education for Sustainable Development
❺ユネスコスクール世界大会高校生フォーラムも行われ，
2014年以降の活動の更なる発展に向けた方策を議論し，
会議の成果として宣言を策定した。

1   循環型社会形成推進のための法体系

環境基本法
（1994年施行）

自然循環，社会の物質循環

廃棄物の適正処理

廃棄物処理法
（2010年一部改正）

循環型社会形成推進基本法（2001年施行）
社会の物質循環の確保，天然資源の消費の抑制，
環境負荷の低減

グリーン購入法（2001年完全施行）

個別物品による規制
●　容器包装リサイクル法（2006年一部改正）
●　家電リサイクル法（2009年一部改正）
●　食品リサイクル法（2007年一部改正）
●　建設リサイクル法（2002年完全施行）
●　自動車リサイクル法（2005年完全施行）
●　小型家電リサイクル法（2013年完全施行）

資源有効利用促進法
（2001年全面改正施行）
リサイクルの推進

これからの消費生活と環境
現在だけではなく，将来にわたっても誰

だれ

もが安心して暮らせる持続可能な社会をつくるために，
どんなことに取り組んでいけばよいだろうか。6

身近な生活が環境に与える影響を考え，持続可能な社
会を目指したライフスタイルを身につけよう。

学習のポイント

（経済産業省「資源循環ハンドブック2017」より作成）
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メモ120 パーク＆ライド　渋滞緩和や環境の改善を図るために，自動車を駅周辺の駐車場に停めて（park），電車やバスに乗り換えて（ride）もらうシステム。

各地の自治体で実施されている。東京都では駐車場案内サイト「s-park」で長時間駐車しやすい料金設定のある駐車場を探すことができる。

 消費者保護から自立支援へ
1950年代から広がった消費者運動により，法律の整備と消費

者保護政策が進められた。1962年，アメリカのケネディ大統領
が消費者の4つの権利を提唱し，消費者保護政策の基盤となった。
日本では1960年代に行政による消費者の救済と啓発が始まり，
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消
しょう

費
ひ

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が
❹
進められている。更に，2012年には，国や地

方公共団体が消費者教育を推進する責務が定められた消費者教育
推進法が施行された。これからは，社会を積極的につくる自立し
た消費者となることが求められている。

1
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1

❶国民生活センター　消費生活に関する情報の収集・提
供，苦情相談，商品テストや調査研究など，消費者に対す
る啓発・教育などの中核機関。各地の消費生活センターと
連携して消費者行政を行う。
❷消費生活センター　消費生活に関する相談窓口や情報提
供などを行う機関。都道府県・市区町村により設置される。
❸国際消費者機構（CI：Consumers International）
1960年に先進諸国の消費者団体が中心となって設立 
された国際消費者団体。2020年現在100か国以上の200
を超える団体が加盟している。
❹消費者基本計画　国の消費者政策の推進に関する基本
的な計画。2005年に策定され5年ごとに改定される。

（消費者庁「ハンドブック消費者2014」より作成）

消費者の権利と責任
商品や販売方法などについて，販売店へ要望や苦情を伝えたいと思ったり，
実際に伝えたりした経験はあるだろうか。5

消費者は保護される立場から，権利を生かし責任も担
にな

う立場への転換が期待されている。消費者の権利と責任
について考えていこう。

学習のポイント

1   消費者の権利と責任の変遷

消費者の4つの権利

（1962年ケネディ大統領提唱）
1  安全への権利
2  情報を与えられる権利
3   選択をする権利
4   意見を聴かれる権利

（1975年フォード大統領追加）
5   消費者教育を受ける権利

消費者の8つの権利と5つの責任
（1982年国際消費者機構（CI）提唱）

8つの権利
1   生活のニーズが保証される権利 
（The right to satisfaction of basic needs）

2 安全への権利（The right to safety）

3  情報を与えられる権利（The right to be informed）

4  選択をする権利（The right to choose）

5  意見を聴かれる権利（The right to be heard）

6   補償を受ける権利（The right to redress）

7  消費者教育を受ける権利（The right to consumer education）

8  健全な環境の中で働き生活する権利（The right to a healthy environment）

5つの責任
1  批判的意識を持つ責任（Critical awareness）

2  主張し行動する責任（Involvement or action）

3  社会的弱者への配慮責任（Social responsibility）

4  環境への配慮責任（Ecological responsibility）

5  連帯する責任（Solidarity）

消費者基本法
（2004年制定）

消費者の権利
●  消費生活における基本的な需要が満
たされ，

●健全な生活環境が確保される中で，
1  安全の確保
2  選択の機会の確保
3  必要な情報の提供
4  教育の機会の確保
5  消費者の意見の反映
6  消費者被害の救済

　事業者の責務，行政の責務とともに
消費者の権利が明記されている。行政，
事業者には，消費者の利益の保護と増
進のために行動する責務があるとされ
ている。

　物やサービスを購入するときに，消費者の5つの
責任を考えながら行動できているだろうか，話し
合ってみよう。

TRY
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メモ118 ADR（裁判外紛争解決手続き）　消費者被害は比較的少額なことが多く，訴訟を起こすとコストも時間もかかってしまうため，泣き寝入りすることが

多かった。そこでADR機関が仲介に入り，安価，迅速，柔軟に紛争解決を行うようにするのがADRである。

 地球環境から持続可能な社会を考える
私
わたし
たちの使う物質やエネルギーは，地球で生み出されて消費さ

れ，また地球に戻る。掃除をしてごみを出すと，自分の身の回り
はかたづくが，ごみは家庭から社会に移動しただけで，地球上か
ら消えたわけではない。水が形を変えながら地球上で循環し続け
ているように，地球という1つのシステムにあるほかの資源も一
定である。したがって，限りある資源を循環させて使い続ける循

じゅん

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい
をつくることが求められる。そして，地球温暖化の原因

となる温室効果ガスを排出しない低
てい

炭
たん

素
そ

社
しゃ

会
かい
，資源を確保し生物

多様性を維持する自
し

然
ぜん

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい
の3つの社会が実現して初めて，

次の世代に負の遺産を残さない，よりよい地球環境に向けた持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい
を形成することができる。

 世界の取り組み
1972年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）以来，環境

問題は国際問題として注目されるようになった。その後，地球サ
ミット

❶
（1992年）などを経て，1997年に気

き
候
こう

変
へん

動
どう

枠
わく

組
ぐみ

条
じょう

約
やく

第
だい

3
回
かい

締
てい

約
やく

国
こく

会
かい

議
ぎ
で
❷

京
きょう

都
と

議
ぎ

定
てい

書
しょ
が
❸
採択されたのをきっかけに，世界中

で持続可能な社会に向けた取り組みが活発化している。今後，更
に地球温暖化対策を加速化し，大気中の温室効果ガスの濃度を安
定化させるという条約の究極目標を達成するための取り組みが急
ぎ進められている。
2005年から2014年は「国連持続可能な開発のための教育の10

年」とされ，最終年である2014年には持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な開
かい

発
はつ

のための
教
きょう

育
いく

（ESD）
❹
に関するユネスコ世界会議

❺
が日本で開催された。

ESDとは，環境問題だけではなく，貧困，人権，平和，開発と
いったさまざまな課題を自らの問題として捉

とら
え，身近なところか

ら取り組むことで，持続可能な社会を創造していく学習や活動で
ある。私たちには，持続可能な社会づくりの担

にな
い手となっていく

ことが期待されている。

よりよい地球環境に向けて1

4  5

4

4

4

❶地球サミットにおけるリオ宣言に基づき，行動計画「ア
ジェンダ21」「森林原則声明」の採択，「気候変動枠組条
約」「生物多様性条約」の合意がなされた。
❷気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3：The 3rd 
Session of the Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change）　 
地球温暖化防止京都会議ともいう。気候変動枠組条約締
約国会議（COP）は1995年から毎年開催されている。
❸京都議定書　2005年発効。法的拘束力がある議定書が
採択されたことは，環境問題において重要なものとなった。
しかし，世界全体で温室効果ガス排出量の割合が大きい中

ちゅう

国
ごく

は排出削減義務がなく，またアメリカが不参加のため，
排出削減に向けた取り組みとしては不十分な点があった。
❹ESD　Education for Sustainable Development
❺ユネスコスクール世界大会高校生フォーラムも行われ，
2014年以降の活動の更なる発展に向けた方策を議論し，
会議の成果として宣言を策定した。

1   循環型社会形成推進のための法体系

環境基本法
（1994年施行）

自然循環，社会の物質循環

廃棄物の適正処理

廃棄物処理法
（2010年一部改正）

循環型社会形成推進基本法（2001年施行）
社会の物質循環の確保，天然資源の消費の抑制，
環境負荷の低減

グリーン購入法（2001年完全施行）

個別物品による規制
●　容器包装リサイクル法（2006年一部改正）
●　家電リサイクル法（2009年一部改正）
●　食品リサイクル法（2007年一部改正）
●　建設リサイクル法（2002年完全施行）
●　自動車リサイクル法（2005年完全施行）
●　小型家電リサイクル法（2013年完全施行）

資源有効利用促進法
（2001年全面改正施行）
リサイクルの推進

これからの消費生活と環境
現在だけではなく，将来にわたっても誰

だれ

もが安心して暮らせる持続可能な社会をつくるために，
どんなことに取り組んでいけばよいだろうか。6

身近な生活が環境に与える影響を考え，持続可能な社
会を目指したライフスタイルを身につけよう。

学習のポイント

（経済産業省「資源循環ハンドブック2019」より作成）
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メモ120 パーク＆ライド　渋滞緩和や環境の改善を図るために，自動車を駅周辺の駐車場に停めて（park），電車やバスに乗り換えて（ride）もらうシステム。

各地の自治体で実施されている。東京都では駐車場案内サイト「s-park」で長時間駐車しやすい料金設定のある駐車場を探すことができる。
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（2001年施行）により，
廃棄物処理や資源の有効利用についても法的に整備された。また，
温室効果ガス削減に向け，気候変動キャンペーン「Fun to 
Share」が国民運動として展開されている。

商品は，生産だけでなく廃棄にも膨大なエネルギーがかかる。
商品が環境に与える影響を考える際は，生産から廃棄，再利用・
再生・再生産までのサイクル全体を考えることが必要である。ラ
イフサイクルアセスメント（LCA）

❶
は，原料の生産から商品の生

産，販売，廃棄までの全
すべ

ての段階で，環境に与える影響を評価し，
事業者も消費者も環境負荷の低減を目指そうとする考え方である。
各段階の環境負荷を分析し，改善策を講じることで，環境に配慮
した企業活動を行うことを目指すものである。企業などに対し，
国
こく

際
さい

標
ひょう

準
じゅん

化
か

機
き

構
こう

（
❷

ISO）は，PDCA（Plan, Do, Check, Act）を
繰り返し，環境マネジメントを改善していく管理手法をISO14001

❸

として定めた。
また，商品のCO2量を「見える化」したものに，カーボンフッ

トプリント（CFP）がある。これは，商品のライフサイクル全体
における温室効果ガス排出量をCO2量に換算して算定し，マー
クで表示したものである。商品を購入する際の参考にしよう。

1

p.125 TRY

p.180, 218

p.191

2  p.180

TRY

❶LCA　Life Cycle Assessment
❷国際標準化機構　国際的な標準規格を策定するための民
間の非政府組織（NGO）。1947年設立，約150か国が参
加。電気，電子技術分野を除く全ての分野の製品規格，試
験規格，マネジメントシステム規格を策定している。
❸ISO14001　ISO14000シリーズの中心規格である。

「企業の社会的責任（CSR）（

▲

p.127）」に対する関心の高
まりを受け，近年導入を検討する企業もある。

3   カーボン・オフセット

2   カーボンフットプリントマーク

●  商品の原材料を調達するときに 
出るCO2

●商品を生産するときに出るCO2

●商品を運ぶときに出るCO2

●商品を使用するときに出るCO2

●商品を捨てるときに出るCO2

持続可能な社会

温室効果ガス排出量の
大幅削減

低炭素社会
3Rを通じた
資源循環

循環型社会

自然の恵みの
享受と継承

自然共生社会

天然資源投入

最終処分
（埋立）

　Reduce
（リデュース）

廃棄物等の発生抑制

　Reuse
（リユース）
再使用

気候変動とエネルギー・資源

気候変動と
生態系

生態系と
環境負荷

天然資源の消費の抑制

循環型社会
と
3Ｒ

生　産
（製造，流通等）

処　理
（再生，焼却等） 消費・使用

廃　棄

1

2　Recycle
（サーマルリサイクル）

熱回収

4

適正処分5

　Recycle
（マテリアルリサイクル）

再生利用

3

4   環境を考えた持続可能な社会 5   循環型社会

　カーボンフットプリントマークは，どのような商
品に付けられているか。生活用品や食品から探し
てみよう。

TRY

（ 4  5：環境省「環境白書」2014年より作成）

120g

注）新丸ゴシックDBを所有していない場合には、「HG丸ゴシックM-PRO」又は「MSPゴシック」を使用すること。

　自分では削減できない温室効果ガス
の排出量について，他者の排出削減量
や吸収量を買い取るなどしてオフセッ
ト（埋め合わせ）することをカーボン・
オフセットという。
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第5章　経済生活を営む　　6　これからの消費生活と環境
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（2001年施行）により，
廃棄物処理や資源の有効利用についても法的に整備された。また，
温室効果ガス削減に向け，気候変動キャンペーン「Fun to 
Share」が国民運動として展開されている。さらに資源利用抑制
やごみ削減のため，2020年からはプラスチック製買い物袋が有
料となった。

商品は，生産だけでなく廃棄にも膨大なエネルギーがかかる。
商品が環境に与える影響を考える際は，生産から廃棄，再利用・
再生・再生産までのサイクル全体を考えることが必要である。ラ
イフサイクルアセスメント（LCA）

❶
は，原料の生産から商品の生

産，販売，廃棄までの全
すべ

ての段階で，環境に与える影響を評価し，
事業者も消費者も環境負荷の低減を目指そうとする考え方である。
各段階の環境負荷を分析し，改善策を講じることで，環境に配慮
した企業活動を行うことを目指すものである。企業などに対し，
国
こく

際
さい

標
ひょう

準
じゅん

化
か

機
き

構
こう

（
❷

ISO）は，PDCA（Plan, Do, Check, Act）を
繰り返し，環境マネジメントを改善していく管理手法をISO14001

❸

として定めた。
また，商品のCO2量を「見える化」したものに，カーボンフッ

トプリント（CFP）がある。これは，商品のライフサイクル全体
における温室効果ガス排出量をCO2量に換算して算定し，マー
クで表示したものである。商品を購入する際の参考にしよう。

1

p.125 TRY

p.180, 218

p.191

2  p.180

TRY

❶LCA　Life Cycle Assessment
❷国際標準化機構　国際的な標準規格を策定するための民
間の非政府組織（NGO）。1947年設立，約150か国が参
加。電気，電子技術分野を除く全ての分野の製品規格，試
験規格，マネジメントシステム規格を策定している。
❸ISO14001　ISO14000シリーズの中心規格である。

「企業の社会的責任（CSR）（

▲

p.127）」に対する関心の高
まりを受け，近年導入を検討する企業もある。

3   カーボン・オフセット

2   カーボンフットプリントマーク

●  商品の原材料を調達するときに 
出るCO2

●商品を生産するときに出るCO2

●商品を運ぶときに出るCO2

●商品を使用するときに出るCO2

●商品を捨てるときに出るCO2

持続可能な社会

温室効果ガス排出量の
大幅削減

低炭素社会
3Rを通じた
資源循環

循環型社会

自然の恵みの
享受と継承

自然共生社会

天然資源投入

最終処分
（埋立）

　Reduce
（リデュース）

廃棄物等の発生抑制

　Reuse
（リユース）
再使用

気候変動とエネルギー・資源

気候変動と
生態系

生態系と
環境負荷

天然資源の消費の抑制

循環型社会
と
3Ｒ

生　産
（製造，流通等）

処　理
（再生，焼却等） 消費・使用

廃　棄

1

2　Recycle
（サーマルリサイクル）

熱回収

4

適正処分5

　Recycle
（マテリアルリサイクル）

再生利用

3

4   環境を考えた持続可能な社会 5   循環型社会

　カーボンフットプリントマークは，どのような商
品に付けられているか。生活用品や食品から探し
てみよう。

TRY

（ 4  5：環境省「環境白書」2014年より作成）

120g

注）新丸ゴシックDBを所有していない場合には、「HG丸ゴシックM-PRO」又は「MSPゴシック」を使用すること。

　自分では削減できない温室効果ガス
の排出量について，他者の排出削減量
や吸収量を買い取るなどしてオフセッ
ト（埋め合わせ）することをカーボン・
オフセットという。
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 地球に支えられた生活
地球には植物や動物など，数多くの生き物が暮らしている。生
命は，地球に生まれ，育

はぐく
まれ，そして生涯を終えていく。39億

年もの間，地球は，全
すべ
ての生き物たちの生命のサイクルを支え続

けている。
人間の生活も地球に支えられている。私

わたし
たちが住む家や毎日使

うノートの原料である木は，自然環境の中で成長してきたもので
ある。森林は木材を提供するだけではない。そこに生息する多様
な生き物の生態系を保全し，温

おん
室
しつ

効
こう

果
か

ガスの1種である，大気中
のCO2（二酸化炭素）を吸収・固定して地球温暖化

❶
を防いでいる。

森林は快適な環境を形成する役目
❷
を果たしている。また，生活に

欠かせない電気やガスの原料である石炭や石油，天然ガスは化石
燃料とよばれ，動植物の遺

い
骸
がい
が何千万年から何億年かけて変化し

たものである。このように，長い年月を経て，多様な生物の営み
によって生みだされてきた資源を使って，私たちは生活している。

消費生活と地球環境2

しかし，エネルギーの原料となるこ
れらの資源には限りがある。便利で快
適な生活を追い求めるあまり，蓄えら
れてきた資源を安易に取り崩していな
いだろうか

❸
。資源を無駄にしていない

だろうか
❹
。

東日本大震災を受けて，私たちの多
くが，エネルギーはいつも十分に私た
ちの生活に供給されるわけではないこ
とを経験した。それにもかかわらず，
便利さや快適さばかりを重視し，生活
の見直しができていないところはない
だろうか。地球は，生き物みんなの家
である。この地球を大切に守り，次世
代に引き継

つ
ぐためには，持続可能な発

展をしていく責任が私たちにはある。

1  3

❶地球温暖化の影響で，自然環境においては豪雨や洪水な
どの異常気象，海面上昇，干ばつや水不足，生態系の破壊
などの危機的な状況が報告されている。
❷森林は，雨を土壌に貯蓄して洪水を防止し，濾

ろ

過
か

機能に
よって水質を浄化している。また，土壌に根を張って土砂
災害を防いでいる。更に，蒸散作用により夏は気温を下げ，
森林自身が持つ環境特性（保湿などによる温度・濃度境界
層など）により冬は気温を上昇させるなど，気候を緩和し
ている。
❸森林は，植林などで再び作りだすことができるが，資源
の再生には適切な管理が必要であり，時間がかかる。再生
できるペースで資源を使うことが重要である。
❹鉄鉱石やボーキサイトなどの鉱石や化石燃料は，技術的
に採掘できる量に限りがあり，省・再資源化が必要である。

1   家庭からのCO2排出量

1世帯あたり
4,480kg・CO2

●冷房（設定温度28℃）
　→約7.8kg・CO2の削減
●暖房（設定温度20℃）
　→約16.8kg・CO2の削減

1  年間CO2排出量

2  1世帯あたりの年間CO2排出量の内訳（％）

3  家庭でCO2を削減する方法の例 （環境省資料  2014年）

1人あたり 
2,051kg・CO2

●デスクトップ型パソコン
　→約13.0kg・CO2の削減
●ノート型パソコン
　→約2.3kg・CO2の削減

（1, 2：国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス
「日本の温室効果ガス排出量データ」2019年）
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［燃料別］

　家庭の電気料金を調べてみよう。1か月の生活
でどのくらい使用しているか，把握しよう。

TRY

1日1時間，使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間）
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メモ122 環境負荷を計算しよう　CO2排出量（kg）は，電気の消費量（kWh）×0.350またはガスの消費量（㎥）×2.277で算出できる。自分の家のCO2排出量を計

算して，どうすれば環境負荷を減らせるか考えてみよう。

 地球に支えられた生活
地球には植物や動物など，数多くの生き物が暮らしている。生

命は，地球に生まれ，育
はぐく
まれ，そして生涯を終えていく。39億

年もの間，地球は，全
すべ
ての生き物たちの生命のサイクルを支え続

けている。
人間の生活も地球に支えられている。私

わたし
たちが住む家や毎日使

うノートの原料である木は，自然環境の中で成長してきたもので
ある。森林は木材を提供するだけではない。そこに生息する多様
な生き物の生態系を保全し，温

おん
室
しつ

効
こう

果
か

ガスの1種である，大気中
のCO2（二酸化炭素）を吸収・固定して地球温暖化

❶
を防いでいる。

森林は快適な環境を形成する役目
❷
を果たしている。また，生活に

欠かせない電気やガスの原料である石炭や石油，天然ガスは化石
燃料とよばれ，動植物の遺

い
骸
がい
が何千万年から何億年かけて変化し

たものである。このように，長い年月を経て，多様な生物の営み
によって生みだされてきた資源を使って，私たちは生活している。

消費生活と地球環境2

しかし，エネルギーの原料となるこ
れらの資源には限りがある。便利で快
適な生活を追い求めるあまり，蓄えら
れてきた資源を安易に取り崩していな
いだろうか

❸
。資源を無駄にしていない

だろうか
❹
。

東日本大震災を受けて，私たちの多
くが，エネルギーはいつも十分に私た
ちの生活に供給されるわけではないこ
とを経験した。それにもかかわらず，
便利さや快適さばかりを重視し，生活
の見直しができていないところはない
だろうか。地球は，生き物みんなの家
である。この地球を大切に守り，次世
代に引き継

つ
ぐためには，持続可能な発

展をしていく責任が私たちにはある。

1  3

❶地球温暖化の影響で，自然環境においては豪雨や洪水な
どの異常気象，海面上昇，干ばつや水不足，生態系の破壊
などの危機的な状況が報告されている。
❷森林は，雨を土壌に貯蓄して洪水を防止し，濾

ろ

過
か

機能に
よって水質を浄化している。また，土壌に根を張って土砂
災害を防いでいる。更に，蒸散作用により夏は気温を下げ，
森林自身が持つ環境特性（保湿などによる温度・濃度境界
層など）により冬は気温を上昇させるなど，気候を緩和し
ている。
❸森林は，植林などで再び作りだすことができるが，資源
の再生には適切な管理が必要であり，時間がかかる。再生
できるペースで資源を使うことが重要である。
❹鉄鉱石やボーキサイトなどの鉱石や化石燃料は，技術的
に採掘できる量に限りがあり，省・再資源化が必要である。

1   家庭からのCO2排出量

1世帯あたり
4,150kg・CO2

●冷房（設定温度28℃）
　→約7.8kg・CO2の削減
●暖房（設定温度20℃）
　→約16.8kg・CO2の削減

1  年間CO2排出量

2  1世帯あたりの年間CO2排出量の内訳（％）

3  家庭でCO2を削減する方法の例 （環境省資料  2019年）

1人あたり 
1,921kg・CO2

●デスクトップ型パソコン
　→約13.0kg・CO2の削減
●ノート型パソコン
　→約2.3kg・CO2の削減

（1, 2：国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス
「日本の温室効果ガス排出量データ」2020年）
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［燃料別］

　家庭の電気料金を調べてみよう。1か月の生活
でどのくらい使用しているか，把握しよう。

TRY

1日1時間，使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間）
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メモ122 環境負荷を計算しよう　CO2排出量（kg）は，電気の消費量（kWh）×0.350またはガスの消費量（㎥）×2.277で算出できる。自分の家のCO2排出量を計

算して，どうすれば環境負荷を減らせるか考えてみよう。
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 地球市民の一員として
水の惑星といわれる地球。しかし，人間が使える淡水は，地球
の水全体の0.01％にすぎないといわれている。私たちはこの少
ない水を分け合って生きなければならない。
だが，地球上に住む人々が，水を平等に手にしているわけでは
ない。世界では人口増加や水質汚染で，安全な水にアクセスでき
ない人々もいる

❶
。とくに開発途上国での水問題は深刻で，不衛生

な飲み水や下水で命を落とす子どもも多い。問題は水だけにとど
まらない。自国の高い人件費を避けるため，より人件費が安い開
発途上国で商品を生産して，輸入する状況も見られる。また，な
かには，児童労働や農薬の大量散布，乱開発や森林破壊などの問
題が生じているところもある。
エネルギーの視点から見ると，日本は上下水道が整備され

❷
，水

資源が豊富な国であるにもかかわらず，飲料水の輸入に多くのエ
ネルギーを使っている。加えて食料の約6割を輸入に頼っている
ことから，バーチャルウォーター（農産物を生産するために必要
とされた水）を，間接的に大量に輸入している。日本の食料輸入
が，水問題の深刻な国や地域に，更に負担をかけている。
私たちの消費行動は，世界の環境問題や経済問題，貧困と密接
な関係がある。地

ち
球
きゅう

市
し

民
みん
の一員として，地球規模で物事を考え，

環境問題や社会的課題の解決に向けて，積極的に行動していこう。

Column

p.68

2

p.178

4

❶2010年には1960年の3倍以上もの水が世界中で使用
された。その多くは先進国での消費である。泥や虫が混
じった危険な水のために，年間180万人の子どもの命が奪
われている。また多くの開発途上国では水くみは女性の仕
事で，家から遠く離れた水源は，時間と体力を奪っている。
❷日本の上下水道普及率は，上水道97.7％（2012年），下
水道77.0％（2014年）である。

　バーチャルウォーターは，輸入している物資を自国で生産す
るとしたら，どれくらい水が必要かを推定した量である。日本
のバーチャルウォーター輸入量は約800億m3（2005年）で，日
本国内で1年間に使用される水の量と同程度である。

（環境省「Virtual Water」より作成）

4   バーチャルウォーター

牛
ぎゅう

丼
どん

1杯分＝約1,889L 

内
訳

牛肉 　 70g 1,442L

米 　 120g 444L

たまねぎ 20g 3L

　携帯電話・スマートフォンにはさまざまな金属が使われている。入手が難しいレアメタルや
レアアース（希土類を含む）が使われているが，日本は海外からの輸入に頼っている。

3  携帯電話・ スマートフォンに使用されている金属

●使われている金属と主な産地（下線はレアメタル）

●インジウム　In（中
ちゅう
国
ごく
，韓
かん
国
こく
）

●アンチモン　Sb（中国，ロシア）

●携帯電話・PHS等回収用
統一ステッカー

●タンタル　Ta（ブラジル，コンゴ民主共和国）
●  マンガン　Mn（南アフリカ，オーストラリア，中国）
●銀　Ag（メキシコ，中国）

●金　Au（中国，オーストラリア）
●銀　Ag（メキシコ，中国）
●銅　Cu（チリ，中国）

液晶

■  世界を， 
100人が暮らす村に例えると
すべてのエネルギーのうち
20人が80％を使い
80人が20％を分けあっています
75人は食べ物の蓄えがあり
雨露をしのぐところがあります
でも，あとの25人は
そうではありません
17人は，きれいで安全な水を
飲めません

（池田香代子再話，C.ダグラス・ラミス対訳
「世界がもし100人の村だったら」）

Column

（日本ミネラルウォーター協会資料）

2  ミネラルウォーターの生産量と輸入量の推移
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（千kL）
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4,010国内生産量
輸入量

チップタンタルコンデンサ

IC

●  ニッケル　Ni 
（フィリピン，インドネシア）
●銅　Cu（チリ，中国）
●金　Au（中国，オーストラリア）

カメラ

（クリーン・ジャパン・センター資料，経済産業省・環境省資料，
U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2015」より作成）

事業者の窓口に貼
は

られる。
メーカー・ブランドを問わ
ず回収・リサイクルする。
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第5章　経済生活を営む　　6　これからの消費生活と環境

 不規則な食事
高校生になると活動範囲や生活時間が多様になることや，社会
の24時間化などにより，夜型生活を送る人が多くなる。夜型生
活は，夜食や間食の摂取や朝寝坊による朝食欠食などの不規則な
食事につながり，孤食や個食，栄養バランスの悪さにもつながる。

 朝食欠食
朝食を欠食する人が増えており，朝食欠食

❶
の習慣化は，高校生

の時期から始まっているとされる。朝食を欠食すると，睡眠中に
使われ少なくなっている栄養素を摂取することができない。特に，
脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，体温上昇や代謝に
必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分に行われず，集中
力や記憶力が低下すると共に，生体リズムが乱れ，イライラや体
がだるいなどの不

ふ
定
てい
愁
しゅう
訴
そ
や体調不良を訴えることが多くなる。学

力向上と直接の関
かか
わりは分からないが，朝食を毎日食べる子ども

のほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られた。
また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促され
る。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満しや
すいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜2回食のほ
うが，朝昼夕3回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をする
と，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥満
するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

食生活の課題3

1

TRY

2

　なぜ20歳代男性に欠食が多いのか，❶生活習
慣，❷朝食欠食が始まった時期，❸労働条件，❹
生活的自立などの観点からその背景を考察してみ
よう。

TRY

　朝食の大切さが分かったら，自分でできることからやってみよう。少しずつレベルアップしよう。
調理する場合は，これまでに習った技術や知識を生かし，短時間で作れるもの，作業に手間のかからない物を工夫しよう。

とにかく主食は食べよう。 乳・乳製品を加え，カルシウム
をとろう。または果物を加える。

1，2にサラダなどを加え，組み
合わせて食べよう。

温かい汁物や煮物，卵料理な
どを追加してバランスよく。

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

2   朝食を食べる頻度と「イライラする」との関係

必ず毎日食べる

1週間に2～3日
食べないことがある
1週間に4～5日
食べないことがある

ほとんど食べない

しばしば ときどき たまに ない （％）
0 20 40 60 10080

14.2

24.1

24.829.7

28.3 20.5 29.2 21.9

24.8 20.8

27.7 30.9 17.3

23.2 35.1 27.5

（日本スポーツ振興センター 
「平成22（2010）年度児童生徒の食事状況等調査」）
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朝食のとり方を工夫しよう
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1   朝食欠食の状況
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メモ132 味を感知する「味

み
蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新陳代謝が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か
き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー
ガーなどのファストフードやカップ麺

めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2017年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内

ない
臓
ぞう

脂
し

肪
ぼう

型
がた

肥
ひ

満
まん
が，生

活習慣病の発症リスクを高めることから，メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群

❷
）の概念のもとに，疾

しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。

3

4

5

6

　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ

F
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12.9

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 地球市民の一員として
水の惑星といわれる地球。しかし，人間が使える淡水は，地球

の水全体の0.01％にすぎないといわれている。私たちはこの少
ない水を分け合って生きなければならない。
だが，地球上に住む人々が，水を平等に手にしているわけでは

ない。世界では人口増加や水質汚染で，安全な水にアクセスでき
ない人々もいる

❶
。とくに開発途上国での水問題は深刻で，不衛生

な飲み水や下水で命を落とす子どもも多い。問題は水だけにとど
まらない。自国の高い人件費を避けるため，より人件費が安い開
発途上国で商品を生産して，輸入する状況も見られる。また，な
かには，児童労働や農薬の大量散布，乱開発や森林破壊などの問
題が生じているところもある。
エネルギーの視点から見ると，日本は上下水道が整備され

❷
，水

資源が豊富な国であるにもかかわらず，飲料水の輸入に多くのエ
ネルギーを使っている。加えて食料の約6割を輸入に頼っている
ことから，バーチャルウォーター（農産物を生産するために必要
とされた水）を，間接的に大量に輸入している。日本の食料輸入
が，水問題の深刻な国や地域に，更に負担をかけている。
私たちの消費行動は，世界の環境問題や経済問題，貧困と密接

な関係がある。地
ち

球
きゅう

市
し

民
みん
の一員として，地球規模で物事を考え，

環境問題や社会的課題の解決に向けて，積極的に行動していこう。

Column

p.68

2

p.178

4

❶2010年には1960年の3倍以上もの水が世界中で使用
された。その多くは先進国での消費である。泥や虫が混
じった危険な水のために，年間180万人の子どもの命が奪
われている。また多くの開発途上国では水くみは女性の仕
事で，家から遠く離れた水源は，時間と体力を奪っている。
❷日本の上下水道普及率は，上水道97.7％（2012年），下
水道77.0％（2014年）である。

　バーチャルウォーターは，輸入している物資を自国で生産す
るとしたら，どれくらい水が必要かを推定した量である。日本
のバーチャルウォーター輸入量は約800億m3（2005年）で，日
本国内で1年間に使用される水の量と同程度である。

（環境省「Virtual Water」より作成）

4   バーチャルウォーター

牛
ぎゅう

丼
どん

1杯分＝約1,889L 

内
訳

牛肉 　 70g 1,442L

米 　 120g 444L

たまねぎ 20g 3L

　携帯電話・スマートフォンにはさまざまな金属が使われている。入手が難しいレアメタルや
レアアース（希土類を含む）が使われているが，日本は海外からの輸入に頼っている。

3  携帯電話・ スマートフォンに使用されている金属

●使われている金属と主な産地（下線はレアメタル）

●インジウム　In（中
ちゅう
国
ごく
，韓
かん
国
こく
）

●アンチモン　Sb（中国，ロシア）

●携帯電話・PHS等回収用
統一ステッカー

●タンタル　Ta（ブラジル，コンゴ民主共和国）
●  マンガン　Mn（南アフリカ，オーストラリア，中国）
●銀　Ag（メキシコ，中国）

●金　Au（中国，オーストラリア）
●銀　Ag（メキシコ，中国）
●銅　Cu（チリ，中国）

液晶

■  世界を， 
100人が暮らす村に例えると
すべてのエネルギーのうち
20人が80％を使い
80人が20％を分けあっています
75人は食べ物の蓄えがあり
雨露をしのぐところがあります
でも，あとの25人は
そうではありません
17人は，きれいで安全な水を
飲めません

（池田香代子再話，C.ダグラス・ラミス対訳
「世界がもし100人の村だったら」）

Column

（日本ミネラルウォーター協会資料）

2  ミネラルウォーターの生産量と輸入量の推移

1986’90 ’94 ’98 ’02 ’06 ’10 ’14 ’19’18 （年）

（千kL）

0

1,000

500

1,500

2,000

2,500
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4,000

82 175

559
874

1,340

2,518
2,353

3,261

4,010 4,001国内生産量
輸入量

チップタンタルコンデンサ

IC

●  ニッケル　Ni 
（フィリピン，インドネシア）
●銅　Cu（チリ，中国）
●金　Au（中国，オーストラリア）

カメラ

（クリーン・ジャパン・センター資料，経済産業省・環境省資料，
U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2015」より作成）

事業者の窓口に貼
は

られる。
メーカー・ブランドを問わ
ず回収・リサイクルする。
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第5章　経済生活を営む　　6　これからの消費生活と環境

 不規則な食事
高校生になると活動範囲や生活時間が多様になることや，社会

の24時間化などにより，夜型生活を送る人が多くなる。夜型生
活は，夜食や間食の摂取や朝寝坊による朝食欠食などの不規則な
食事につながり，孤食や個食，栄養バランスの悪さにもつながる。

 朝食欠食
朝食を欠食する人が増えており，朝食欠食

❶
の習慣化は，高校生

の時期から始まっているとされる。朝食を欠食すると，睡眠中に
使われ少なくなっている栄養素を摂取することができない。特に，
脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，体温上昇や代謝に
必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分に行われず，集中
力や記憶力が低下すると共に，生体リズムが乱れ，イライラや体
がだるいなどの不

ふ
定
てい
愁
しゅう
訴
そ
や体調不良を訴えることが多くなる。学

力向上と直接の関
かか
わりは分からないが，朝食を毎日食べる子ども

のほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られた。
また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促され

る。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満しや
すいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜2回食のほ
うが，朝昼夕3回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をする
と，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥満
するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

食生活の課題3

1

TRY

2

　なぜ20歳代男性に欠食が多いのか，❶生活習
慣，❷朝食欠食が始まった時期，❸労働条件，❹
生活的自立などの観点からその背景を考察してみ
よう。

TRY

　朝食の大切さが分かったら，自分でできることからやってみよう。少しずつレベルアップしよう。
調理する場合は，これまでに習った技術や知識を生かし，短時間で作れるもの，作業に手間のかからない物を工夫しよう。

とにかく主食は食べよう。 乳・乳製品を加え，カルシウム
をとろう。または果物を加える。

1，2にサラダなどを加え，組み
合わせて食べよう。

温かい汁物や煮物，卵料理な
どを追加してバランスよく。

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2018年）

2   朝食を食べる頻度と「イライラする」との関係

必ず毎日食べる

1週間に2～3日
食べないことがある
1週間に4～5日
食べないことがある

ほとんど食べない

しばしば ときどき たまに ない （％）
0 20 40 60 10080

14.2

24.1

24.829.7

28.3 20.5 29.2 21.9

24.8 20.8

27.7 30.9 17.3

23.2 35.1 27.5

（日本スポーツ振興センター 
「平成22（2010）年度児童生徒の食事状況等調査」）
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朝食のとり方を工夫しよう
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1   朝食欠食の状況

5

10

15

20

ひとくち
メモ132 味を感知する「味

み
蕾
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」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新陳代謝が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か
き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー
ガーなどのファストフードやカップ麺

めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2018年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内

ない
臓
ぞう

脂
し

肪
ぼう

型
がた

肥
ひ

満
まん
が，生

活習慣病の発症リスクを高めることから，メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群

❷
）の概念のもとに，疾

しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。
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6

　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ
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PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2018年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

動物性たんぱく質
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える
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 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー
ガーなどのファストフードやカップ麺

めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2017年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内
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活習慣病の発症リスクを高めることから，メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群

❷
）の概念のもとに，疾

しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。
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　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ
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PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー
ガーなどのファストフードやカップ麺

めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2017年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内
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）の概念のもとに，疾
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病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。
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　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ

F

1965年 1985年 2017年
（概算）

P

F
30.1

P

FC

12.7

26.161.2

P

FC

12.2

16.271.6

2011年 2011年 2003年

アメリカ フランス タイ P

FC

9.3

19.071.7

P

C

12.9

43.7

43.4

P

C

12.4

41.8

45.8

F

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

C
57.0

12.9

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー

ガーなどのファストフードやカップ麺
めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2018年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内
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しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。
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　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ
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PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2018年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

F

1965年 1985年 2018年
（概算）

P

F
30.1

P

FC

12.7

26.161.2

P

FC

12.2

16.271.6

2013年 2013年 2003年

アメリカ フランス タイ P

FC

9.3

19.071.7

P

C

12.8

42.9

44.3

P

C

12.3

41.4

46.4

F

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

C
56.9

13.0

400

300

200

100

0

（g）

20

29
〜

30

39
〜

50

59
〜

60

69
〜

70

79
〜

40

49
〜

80
以
上

緑黄色野菜
その他の野菜（緑黄色野菜以外）

20
以
上

（歳）

87.289.7108.595.277.476.377.068.8

194.2185.1
212.1209.7

199.1175.4173.4181.7

（281.4）（274.8）
（320.6）（304.9）

（276.5）
（251.7）（250.4）（250.5）

5

10

15

20

133

食
生
活

第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー

ガーなどのファストフードやカップ麺
めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2018年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内
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の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。
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　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ

F

1965年 1985年 2018年
（概算）
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F
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アメリカ フランス タイ P
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12.3

41.4

46.4

F

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

C
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13.0

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2018年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物

1946 ’55 ’65 ’75 ’85 ’95 2005 （年）’15’18

脂質総量

動物性脂質

（％）

0

100

200

300

400

500

エネルギー

（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

F

1965年 1985年 2018年
（概算）

P

F
30.1

P

FC

12.7

26.161.2

P

FC

12.2

16.271.6

2013年 2013年 2003年

アメリカ フランス タイ P

FC

9.3
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（g）
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29
〜
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〜
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〜

60
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〜
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〜

40

49
〜

80
以
上

緑黄色野菜
その他の野菜（緑黄色野菜以外）

20
以
上

（歳）

87.289.7108.595.277.476.377.068.8

194.2185.1
212.1209.7

199.1175.4173.4181.7

（281.4）（274.8）
（320.6）（304.9）

（276.5）
（251.7）（250.4）（250.5）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー

ガーなどのファストフードやカップ麺
めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2017年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内

ない
臓
ぞう

脂
し

肪
ぼう

型
がた

肥
ひ

満
まん
が，生

活習慣病の発症リスクを高めることから，メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群

❷
）の概念のもとに，疾

しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。

3

4

5

6

　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ
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（概算）
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12.9

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物
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（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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70
以
上
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87.798.895.685.775.978.166.8

200.5212.3224.4
202.7

181.3166.7176.0

（311.1）（320.0）

（257.2）（244.8）（242.8）
（288.2）（288.4）
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。肥満は，先天

的な要因などもあるが，その多くは摂取エネルギーが消費エネル
ギーよりも多いこと，つまり，食べすぎと運動不足による場合が
多い。肥満は，40歳代男性に最も多く，生活習慣病の危険性が
増すことから，職場や地域における健康診断や栄養指導によって，
食習慣や運動などの生活習慣を改める一次予防が図られている。

肥満度の判定には，通常，身長や体重などを基にした体格指数
が用いられ，18歳以上では，国際的な指標であるB

❶
MIが用いら

れる。対象年齢によって，ローレル指数
❷
（幼児〜17歳）やカウプ

指数
❸
（ 2 歳以下）などがある。日本の基準ではBMI 25以上，

WHOではBMI 30以上を「肥満」と判定している。
一方，とくに若い女性には，過度の痩

や
せが見られるようになっ

た。BMI 18.5未満を「痩せ（低体重）」といい，20歳代女性のお
よそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報

❹
による貧血

や低栄養，将来の不妊や骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

1

TRY

2

3

p.45

　身長（　　）cm，体重（　　）kgの人のBMI
を計算してみよう。

TRY

1   肥満の影響

❹フードファディズム（food faddism）とは，例えば，
「○○を食べるとダイエットできる」など，科学的な根拠が
あいまいなまま，ある食べ物や栄養が健康と病気に与える
影響を過大評価した食や健康の情報のことをいう。日本に
は，1998年頃

ころ

，群
ぐん

馬
ま

大学教授高
たか

橋
はし

久
く

仁
に

子
こ

氏により紹介さ
れた。フードファディズムの一因には，健康食品などの企
業・業界や自称健康食品専門家が，自分たちに都合のいい
情報や研究データだけを流す傾向があることが考えられる。

肥満の主な原因

過食

心
しん
筋
きん
梗
こう
塞
そく

脳卒中

糖尿病の合併症
（失明・人工透析

など）

食事パターン

運動不足

糖尿病

高血圧

脂質異常症

生活習慣病の
原因に！

生活機能の低下，
生死に関

かか
わる

深刻な病気
カロリーオー
バー，糖質や脂質
のとりすぎなど

欠食，偏食，早食
いなど

肥満になると 重症化・合併症によって

2   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）
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（％）

70
以
上
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〜
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〜
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（％）

（歳） 70
以
上

20
〜
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〜
39

40
〜
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50
〜
59

60
〜
69

（歳）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶  BMI（Body Mass Index）　（18歳以上） 
WHO（世界保健機関）で成人の肥満評価に用いている。 
BMI＝体重kg÷（身長m）2 
痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25 
日本肥満学会は，有病率の最も低いBMI値として，22
を採用し，（身長m）2×22を標準体重kgの算定法として
提唱している。

❷  ローレル指数（幼児〜17歳） 
ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107 
100〜140を標準，160以上を肥満と評価する。

❸  カウプ指数（2歳以下） 
カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104 
男子は女子より高い数値を示す。15〜18未満を正常， 
22以上は肥満，15未満は痩せと評価する。

3   食情報の信頼性の評価
情報の信頼性は，次のように順を追っ
てチェックする必要がある。ステップ
1から5へ進むにつれ，信頼性が高ま
る。ファッション雑誌や新聞，ネット
上の記事や，広告などから食や健康に
関する情報は，右のステップに従い，
信頼性をチェックする。

ステップ 1
具体的な研究に
基づいているか。

ステップ 2
研究対象はヒト
か。

ステップ 3
専門誌で論文報
告がされているか。

ステップ 4
信頼度の高い研
究か。

ステップ 5
複数の研究で支
持されているか。
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ひとくち
メモ134 肥満は夜つくられる!?　夜は心拍数が低下し，食べすぎたエネルギーが蓄積されやすくなるので，夜遅い食事は好ましくない。とくに空腹感から早

食い，ドカ食いになりがちで，翌朝の胃もたれだけではなく肥満にもつながる。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の
❶
比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

など中
なか

食
しょく
や
❷

外
がい

食
しょく
の
❸
利用が増加して，食

しょく
の外

がい
部
ぶ

化
か
が進んでいる。食

の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化することにより，さまざまな料理を食べることになり，畜
産物や油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだといわれる。食
料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響を受
け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱となり，
その後少し減じているが，食費のおよそ3分の1を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2017年には約44％である。
外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ

く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4  TRY

5

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

4   外食率と食の外部化率の推移

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’17’15
（年）

28.4

35.4

41.7

27.8

33.5
37.5 36.6

34.5

34.6

44.9 44.1

35.1

43.6 43.6
食の外部化率

　　　　　　　　　　　　

20

30

40

50

外食率

（％）

　今日の夕飯にハンバーグを食べたいと思ったとき，どのような手段があるだろうか。A〜Dについて，
右の表のどのメリットが当てはまるか考えてみよう。また，ほかのメニューについても考えてみよう。

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）

（農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」
2014年）

5   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60
（％）

二人以上の世帯
単身世帯

時間がない

普段自分が作れないものが
食べられる

外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

1 家族の好みに合わせ，調理できる。

2 個人の好みに合わせていろいろな味が選べる。

3 食材の産地や購入した部位が分かるので安心。

4 1人分あたりの食費は安価である。

5 作る手間がかからず，後かたづけも楽である。

6 家で食事をすると，リラックスして食事ができる。

7 いつもと違う場所で食事をすると，気分転換できる。

8 自分の好きな時間，場所で食事をすることができる。

9 自分で食べたい量だけを作ることができる。

10 栄養のバランスを考えた副菜を用意しやすい。

11 自分なりの観点（ ）

ハンバーグを選ぼう
TRY

メリット手段

材料を購入して，家庭で作る。A
冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。B

調理済み（弁当）を買ってくる。C

レストランに出かけ，注文する。D
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー
ガーなどのファストフードやカップ麺

めん
などを食べる機会も多くな

る。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，エネルギーが過剰
で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バランスが悪く肥満
につながりやすい

❶
。

日本人の食の変化について全国的な栄養調査を見ると，第二次
世界大戦後30年の変化は著しく，経済の発展や国民総所得の増
加に伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とす
る動物性食品や油脂類の摂取量が増加した。栄養素では，動物性
たんぱく質と脂質，とくに動物性脂質が増加するなど大きな変化
が見られる。また，2018年国民健康・栄養調査においても，野
菜の摂取量は，成人で目標値（1日あたり350g）に達していない。
エネルギーの栄養素比率は，PFCバランスで表され，P（たん
ぱく質）13％，F（脂質）27％，C（炭水化物）60％が適正であ
るとされている。1980年代には，米を主食に，魚，野菜，乳な
どの副食からなる「日本型食生活」が提唱され，PFCの適正比率
が実現していた。その後，脂質の比率が増加して炭水化物の比率
が減少する傾向が続き，欧米型のPFCバランスに近づきつつあ
る。脂質の摂取比率が増えることにより，食習慣や生活習慣に起
因する生活習慣病の患者が増加している。内

ない
臓
ぞう

脂
し

肪
ぼう

型
がた

肥
ひ

満
まん
が，生

活習慣病の発症リスクを高めることから，メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群

❷
）の概念のもとに，疾

しっ
病
ぺい
の一次予防に重

点を置いた施策がとられている。

3

4

5

6

　よく利用するファストフードの栄養的なバランス
を調べてみよう。

TRY

❶ファストフード利用頻度と体重増加の関係について，米
国の18〜30歳の青年男女3,031人を15年間追跡調査した
結果，ファストフードレストランに週3回以上通い続けた
グループは，週1回未満のグループと比べて，体重の増加
量が平均4.5kg多かった。（Pereira MA et al：Lancet， 
2005による）
❷内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常の
うちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較

6   肥満のタイプ

F

1965年 1985年 2018年
（概算）

P

F
30.1

P

FC

12.7

26.161.2

P

FC

12.2

16.271.6

2013年 2013年 2003年

アメリカ フランス タイ P

FC

9.3

19.071.7

P

C

12.8

42.9

44.3

P

C

12.3

41.4

46.4
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20
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20
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80

100

20

40
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100

C
56.9

13.0

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2018年）

［日本のPFCバランスの推移］

［国際比較］ 内臓脂肪型肥満
（リンゴ型肥満）
おなかの内臓の周りに
脂肪がたまるタイプ

内臓脂肪

皮下脂肪

皮下脂肪型肥満
（洋ナシ型肥満）
皮膚の下にある組織に
脂肪がたまるタイプ

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物

1946 ’55 ’65 ’75 ’85 ’95 2005 （年）’15’18

脂質総量

動物性脂質

（％）

0

100

200

300

400

500

エネルギー

（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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（g）
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29
〜

30

39
〜

50

59
〜

60

69
〜

70

79
〜

40

49
〜

80
以
上

緑黄色野菜
その他の野菜（緑黄色野菜以外）

20
以
上

（歳）

87.289.7108.595.277.476.377.068.8

194.2185.1
212.1209.7

199.1175.4173.4181.7

（281.4）（274.8）
（320.6）（304.9）

（276.5）
（251.7）（250.4）（250.5）
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 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。肥満は，先天

的な要因などもあるが，その多くは摂取エネルギーが消費エネル
ギーよりも多いこと，つまり，食べすぎと運動不足による場合が
多い。肥満は，40歳代男性に最も多く，生活習慣病の危険性が
増すことから，職場や地域における健康診断や栄養指導によって，
食習慣や運動などの生活習慣を改める一次予防が図られている。

肥満度の判定には，通常，身長や体重などを基にした体格指数
が用いられ，18歳以上では，国際的な指標であるB

❶
MIが用いら

れる。対象年齢によって，ローレル指数
❷
（幼児〜17歳）やカウプ

指数
❸
（ 2 歳以下）などがある。日本の基準ではBMI 25以上，

WHOではBMI 30以上を「肥満」と判定している。
一方，とくに若い女性には，過度の痩

や
せが見られるようになっ

た。BMI 18.5未満を「痩せ（低体重）」といい，20歳代女性のお
よそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報

❹
による貧血

や低栄養，将来の不妊や骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

1

TRY

2

3

p.45

　身長（　　）cm，体重（　　）kgの人のBMI
を計算してみよう。

TRY

1   肥満の影響

❹フードファディズム（food faddism）とは，例えば，
「○○を食べるとダイエットできる」など，科学的な根拠が
あいまいなまま，ある食べ物や栄養が健康と病気に与える
影響を過大評価した食や健康の情報のことをいう。日本に
は，1998年頃

ころ

，群
ぐん

馬
ま

大学教授高
たか

橋
はし

久
く

仁
に

子
こ

氏により紹介さ
れた。フードファディズムの一因には，健康食品などの企
業・業界や自称健康食品専門家が，自分たちに都合のいい
情報や研究データだけを流す傾向があることが考えられる。

肥満の主な原因

過食

心
しん
筋
きん
梗
こう
塞
そく

脳卒中

糖尿病の合併症
（失明・人工透析

など）

食事パターン

運動不足

糖尿病

高血圧

脂質異常症

生活習慣病の
原因に！

生活機能の低下，
生死に関

かか
わる

深刻な病気
カロリーオー
バー，糖質や脂質
のとりすぎなど

欠食，偏食，早食
いなど

肥満になると 重症化・合併症によって

2   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

20

10

0

男性 1992年男女共
2002年
2018年

（％）

70
以
上
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〜
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30
〜
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40
〜
49
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〜
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〜
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30 30

10

0

女性
（％）

（歳） 70
以
上

20
〜
29

30
〜
39

40
〜
49

50
〜
59

60
〜
69

（歳）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶  BMI（Body Mass Index）　（18歳以上） 
WHO（世界保健機関）で成人の肥満評価に用いている。 
BMI＝体重kg÷（身長m）2 
痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25 
日本肥満学会は，有病率の最も低いBMI値として，22
を採用し，（身長m）2×22を標準体重kgの算定法として
提唱している。

❷  ローレル指数（幼児〜17歳） 
ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107 
100〜140を標準，160以上を肥満と評価する。

❸  カウプ指数（2歳以下） 
カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104 
男子は女子より高い数値を示す。15〜18未満を正常， 
22以上は肥満，15未満は痩せと評価する。

3   食情報の信頼性の評価
情報の信頼性は，次のように順を追っ
てチェックする必要がある。ステップ
1から5へ進むにつれ，信頼性が高ま
る。ファッション雑誌や新聞，ネット
上の記事や，広告などから食や健康に
関する情報は，右のステップに従い，
信頼性をチェックする。

ステップ 1
具体的な研究に
基づいているか。

ステップ 2
研究対象はヒト
か。

ステップ 3
専門誌で論文報
告がされているか。

ステップ 4
信頼度の高い研
究か。

ステップ 5
複数の研究で支
持されているか。
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メモ134 肥満は夜つくられる!?　夜は心拍数が低下し，食べすぎたエネルギーが蓄積されやすくなるので，夜遅い食事は好ましくない。とくに空腹感から早

食い，ドカ食いになりがちで，翌朝の胃もたれだけではなく肥満にもつながる。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が
多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の
❶
比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

など中
なか

食
しょく
や
❷

外
がい

食
しょく
の
❸
利用が増加して，食

しょく
の外

がい
部
ぶ

化
か
が進んでいる。食

の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，
女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化することにより，さまざまな料理を食べることになり，畜
産物や油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだといわれる。食
料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響を受
け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱となり，
その後少し減じているが，食費のおよそ3分の1を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2018年には約44％である。
外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4  TRY

5

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

4   外食率と食の外部化率の推移

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’18’15
（年）

28.4

35.4

41.7

27.8

33.5
37.5 36.6

34.0
34.6

44.9 43.7

35.1

43.6 43.6
食の外部化率

　　　　　　　　　　　　

20

30

40

50

外食率

（％）

　今日の夕飯にハンバーグを食べたいと思ったとき，どのような手段があるだろうか。A〜Dについて，
右の表のどのメリットが当てはまるか考えてみよう。また，ほかのメニューについても考えてみよう。

（注）	外食率：食料消費支出に占める外食の割合
	 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）

（農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」
2014年）

5   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60
（％）

二人以上の世帯
単身世帯

時間がない

普段自分が作れないものが
食べられる

外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

1 家族の好みに合わせ，調理できる。

2 個人の好みに合わせていろいろな味が選べる。

3 食材の産地や購入した部位が分かるので安心。

4 1人分あたりの食費は安価である。

5 作る手間がかからず，後かたづけも楽である。

6 家で食事をすると，リラックスして食事ができる。

7 いつもと違う場所で食事をすると，気分転換できる。

8 自分の好きな時間，場所で食事をすることができる。

9 自分で食べたい量だけを作ることができる。

10 栄養のバランスを考えた副菜を用意しやすい。

11 自分なりの観点（ ）

ハンバーグを選ぼう
TRY

メリット手段

材料を購入して，家庭で作る。A
冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。B

調理済み（弁当）を買ってくる。C

レストランに出かけ，注文する。D
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 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が
多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の
❶
比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

など中
なか

食
しょく
や
❷

外
がい

食
しょく
の
❸
利用が増加して，食

しょく
の外

がい
部
ぶ

化
か
が進んでいる。食

の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，
女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化することにより，さまざまな料理を食べることになり，畜
産物や油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだといわれる。食
料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響を受
け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱となり，
その後少し減じているが，食費のおよそ3分の1を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2017年には約44％である。
外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4  TRY

5

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

4   外食率と食の外部化率の推移

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’17’15
（年）

28.4

35.4

41.7

27.8

33.5
37.5 36.6

34.5

34.6

44.9 44.1

35.1

43.6 43.6
食の外部化率

　　　　　　　　　　　　

20

30

40

50

外食率

（％）

　今日の夕飯にハンバーグを食べたいと思ったとき，どのような手段があるだろうか。A〜Dについて，
右の表のどのメリットが当てはまるか考えてみよう。また，ほかのメニューについても考えてみよう。

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）

（農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」
2014年）

5   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60
（％）

二人以上の世帯
単身世帯

時間がない

普段自分が作れないものが
食べられる

外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

1 家族の好みに合わせ，調理できる。

2 個人の好みに合わせていろいろな味が選べる。

3 食材の産地や購入した部位が分かるので安心。

4 1人分あたりの食費は安価である。

5 作る手間がかからず，後かたづけも楽である。

6 家で食事をすると，リラックスして食事ができる。

7 いつもと違う場所で食事をすると，気分転換できる。

8 自分の好きな時間，場所で食事をすることができる。

9 自分で食べたい量だけを作ることができる。

10 栄養のバランスを考えた副菜を用意しやすい。

11 自分なりの観点（ ）

ハンバーグを選ぼう
TRY

メリット手段

材料を購入して，家庭で作る。A
冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。B

調理済み（弁当）を買ってくる。C

レストランに出かけ，注文する。D
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食品添加物
食
しょく

品
ひん

添
てん

加
か

物
ぶつ
とは，加工や保存などの目的で，製造過程で食品に

添加，混和などの方法によって使用されるものである。食品添加
物には，厚生労働大臣が安全性と有効性を確認

❶
して指定した指

し
定
てい

添
てん

加
か

物
ぶつ
（449品目，天然添加物も含む）のほかに，長年使用され

てきた天然添加物の中から品目を定めた既
き

存
そん

添
てん

加
か

物
ぶつ
（365品目）

や，天
てん

然
ねん

香
こう

料
りょう
（約600品目例示），一

いっ
般
ぱん

飲
いん

食
しょく

物
ぶつ

添
てん

加
か

物
ぶつ
（約100品目

例示）がある。食品添加物を使用した場合，キャリーオーバー
❷
な

どの一部の場合を除き，全
すべ
ての表示が義務付けられている。

 残留農薬
残留農薬とは，農作物等の栽培や保存時に用いられた農薬が，

農作物などや環境中に残留したものを指す。2003年に食品衛生
法が改正され，2006年からは全ての農薬などについて残留基準
（一律基準

❸
を含む）を超える農薬などが残留している食品は販売

などが禁止された（ポジティブリスト制度）。
また，輸入農作物には，収穫後に使用されるポストハーベスト

農薬
❹
（殺菌剤や防かび剤）が散布されていることなどから，残留

の危険性も指摘されている。

 遺伝子組み換え食品
遺伝子組み換えとは，食料の増産や病虫害に強い農作物を作る

ことを目的として，例えば種の異なる生物の遺伝子を導入したり
することである。遺伝子組み換えによって生産された農作物を原
料とする加工食品には，表示を義務付けられたものがある。

5

TRY

3

4

　ズルチン，チクロ，フリルフラマイド，これらの
食品添加物について調べてみよう。

TRY

❶急性毒性，慢性毒性，変異原性，発がん性，催
さい

奇
き

形
けい

性な
どについて試験を実施し，科学的に評価する。許可品目で
も，その後安全性に疑問が生じた場合には取り消される。
❷キャリーオーバーとは，原料に使用された食品添加物が
製品に移行するが，製品ではその効果を示さないもの。

4   遺伝子組み換え食品に関する表示

5   食品添加物の種類と用途

用途名 目的 代表的な成分 使用例

甘味料 食品に甘みを与える。
サッカリン，アスパルテーム，
キシリトール

清涼飲料水，
菓子，漬物

着色料 食品を着色する。 タール系色素，くちなし色素
菓子，漬物，
魚肉ソーセージ

保存料
かびや微生物の発育
を制御し，食品の保
存性を高める。

ソルビン酸，安息香酸ナトリ
ウム

しょうゆ，みそ，
バター，ハム

酸化防止剤 油脂の酸化を防ぐ。
L―アスコルビン酸，エリソル
ビン酸

バター，油脂，
魚肉製品

防かび剤
かんきつ類などのか
びを防止する。

イマザリル，ジフェニル，
OPP，TBZ

レモン，バナナ，
オレンジ

漂白剤 食品を漂白する。
亜硫酸ナトリウム，次亜塩素
酸ナトリウム

かんぴょう，
こんにゃく

3   食品添加物の使用基準
　動物実験から求められた無
毒性量（動物に毒性の影響を
与えない最大の量）の1/100を
1日あたり摂取許容量（ADI）
とし，リスク管理のため更に
ADIより少ない量を使用基準
としている。

無毒性量
（100）

使用基準
1日あたり摂取許容量（ADI）

❸一律基準とは，食品衛生法において，厚生労働大臣が薬
事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める「人の健康を損
なうおそれのない量」のことで，0.01ppmと設定されて
いる。
❹ポストハーベスト農薬とは，収穫後に保存や輸送中のか
びなどの繁殖を防止するために使用される農薬のこと。我
が国では禁止されているが，米国を中心とする諸外国から
輸入されている果実などには，かびなどの繁殖を防止する
農薬が散布されることがある。

　遺伝子組み換え表示の対象となる農産物は，日本では，
じゃがいも，だいず，とうもろこし，てんさい，綿

めん

実
じつ

，なた
ね，アルファルファ，パパイアなど。安全性が確認された遺
伝子組み換え農産物やそれを使用した加工食品には，表示
の義務がある。加工食品の場合，原材料に占める重量の割
合が上位3品目に入っており，かつ5％以上の場合に表示義
務がある。

［遺伝子組み換え］
遺伝子組み換え農産物を原料とした場合

［遺伝子組み換え不分別］
遺伝子組み換えが行われている農産物とそうでない農産物
を分別せず使っている場合

遺伝子組み換え農産物を
使用していない場合，こ
のように表示してもよい。

［遺伝子組み換えでないものを分別］
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第6章　食生活をつくる　　3　食生活の安全と衛生

 食事摂取基準
「日

に
本
ほん
人
じん
の食

しょく
事
じ
摂
せっ
取
しゅ
基
き
準
じゅん

」
❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう

」には，日本人が日常摂取している
食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄

えい
養
よう
摂
せっ
取
しゅ
量
りょう

を
❷

算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

4  p.134

p.256

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の人が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの人が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の予防のために，当面の目標とす
べき量。

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。4

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,850 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,650 2,650 1,950 3,050 2,200
30～49 2,300 1,750 2,650 2,000 3,050 2,300
50～69 2,100 1,650 2,450 1,900 2,800 2,200
70 以上 1,850 1,500 2,200 1,750 2,500 2,000
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350

5

10

15

ひとくち
メモ150 BMI値が語る生活習慣病　日本人の肥満人口の割合（20歳以上）は，男性約3割，女性約2割と推定される（2017年現在）。一説にBMI値が25以

上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の
❶
比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

など中
なか

食
しょく
や
❷

外
がい

食
しょく
の
❸
利用が増加して，食

しょく
の外

がい
部
ぶ

化
か
が進んでいる。食

の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化することにより，さまざまな料理を食べることになり，畜
産物や油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだといわれる。食
料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響を受
け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱となり，
その後少し減じているが，食費のおよそ3分の1を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2018年には約44％である。
外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ

く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4  TRY

5

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

4   外食率と食の外部化率の推移

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’18’15
（年）

28.4

35.4

41.7

27.8

33.5
37.5 36.6

34.0
34.6

44.9 43.7

35.1

43.6 43.6
食の外部化率

　　　　　　　　　　　　

20

30

40

50

外食率

（％）

　今日の夕飯にハンバーグを食べたいと思ったとき，どのような手段があるだろうか。A〜Dについて，
右の表のどのメリットが当てはまるか考えてみよう。また，ほかのメニューについても考えてみよう。

（注）	外食率：食料消費支出に占める外食の割合
	 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）

（農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」
2014年）

5   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60
（％）

二人以上の世帯
単身世帯

時間がない

普段自分が作れないものが
食べられる

外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

1 家族の好みに合わせ，調理できる。

2 個人の好みに合わせていろいろな味が選べる。

3 食材の産地や購入した部位が分かるので安心。

4 1人分あたりの食費は安価である。

5 作る手間がかからず，後かたづけも楽である。

6 家で食事をすると，リラックスして食事ができる。

7 いつもと違う場所で食事をすると，気分転換できる。

8 自分の好きな時間，場所で食事をすることができる。

9 自分で食べたい量だけを作ることができる。

10 栄養のバランスを考えた副菜を用意しやすい。

11 自分なりの観点（ ）

ハンバーグを選ぼう
TRY

メリット手段

材料を購入して，家庭で作る。A
冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。B

調理済み（弁当）を買ってくる。C

レストランに出かけ，注文する。D
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第6章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食品添加物
食
しょく

品
ひん

添
てん

加
か

物
ぶつ
とは，加工や保存などの目的で，製造過程で食品に

添加，混和などの方法によって使用されるものである。食品添加
物には，厚生労働大臣が安全性と有効性を確認

❶
して指定した指

し
定
てい

添
てん

加
か

物
ぶつ
（466品目，天然添加物も含む）のほかに，長年使用され

てきた天然添加物の中から品目を定めた既
き

存
そん

添
てん

加
か

物
ぶつ
（357品目）

や，天
てん

然
ねん

香
こう

料
りょう
（約600品目例示），一

いっ
般
ぱん

飲
いん

食
しょく

物
ぶつ

添
てん

加
か

物
ぶつ
（約100品目

例示）がある。食品添加物を使用した場合，キャリーオーバー
❷
な

どの一部の場合を除き，全
すべ
ての表示が義務付けられている。

 残留農薬
残留農薬とは，農作物等の栽培や保存時に用いられた農薬が，
農作物などや環境中に残留したものを指す。2003年に食品衛生
法が改正され，2006年からは全ての農薬などについて残留基準
（一律基準

❸
を含む）を超える農薬などが残留している食品は販売

などが禁止された（ポジティブリスト制度）。
また，輸入農作物には，収穫後に使用されるポストハーベスト
農薬

❹
（殺菌剤や防かび剤）が散布されていることなどから，残留

の危険性も指摘されている。

 遺伝子組み換え食品
遺伝子組み換えとは，食料の増産や病虫害に強い農作物を作る
ことを目的として，例えば種の異なる生物の遺伝子を導入したり
することである。遺伝子組み換えによって生産された農作物を原
料とする加工食品には，表示を義務付けられたものがある。

5

TRY

3

4

　ズルチン，チクロ，フリルフラマイド，これらの
食品添加物について調べてみよう。

TRY

❶急性毒性，慢性毒性，変異原性，発がん性，催
さい

奇
き

形
けい

性な
どについて試験を実施し，科学的に評価する。許可品目で
も，その後安全性に疑問が生じた場合には取り消される。
❷キャリーオーバーとは，原料に使用された食品添加物が
製品に移行するが，製品ではその効果を示さないもの。

4   遺伝子組み換え食品に関する表示

5   食品添加物の種類と用途

用途名 目的 代表的な成分 使用例

甘味料 食品に甘みを与える。
サッカリン，アスパルテーム，
キシリトール

清涼飲料水，
菓子，漬物

着色料 食品を着色する。 タール系色素，くちなし色素
菓子，漬物，
魚肉ソーセージ

保存料
かびや微生物の発育
を制御し，食品の保
存性を高める。

ソルビン酸，安息香酸ナトリ
ウム

しょうゆ，みそ，
バター，ハム

酸化防止剤 油脂の酸化を防ぐ。
L―アスコルビン酸，エリソル
ビン酸

バター，油脂，
魚肉製品

防かび剤
かんきつ類などのか
びを防止する。

イマザリル，ジフェニル，
OPP，TBZ

レモン，バナナ，
オレンジ

漂白剤 食品を漂白する。
亜硫酸ナトリウム，次亜塩素
酸ナトリウム

かんぴょう，
こんにゃく

3   食品添加物の使用基準
　動物実験から求められた無
毒性量（動物に毒性の影響を
与えない最大の量）の1/100を
1日あたり摂取許容量（ADI）
とし，リスク管理のため更に
ADIより少ない量を使用基準
としている。

無毒性量
（100）

使用基準
1日あたり摂取許容量（ADI）

❸一律基準とは，食品衛生法において，厚生労働大臣が薬
事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める「人の健康を損
なうおそれのない量」のことで，0.01ppmと設定されて
いる。
❹ポストハーベスト農薬とは，収穫後に保存や輸送中のか
びなどの繁殖を防止するために使用される農薬のこと。我
が国では禁止されているが，米国を中心とする諸外国から
輸入されている果実などには，かびなどの繁殖を防止する
農薬が散布されることがある。

　遺伝子組み換え表示の対象となる農産物は，日本では，
じゃがいも，だいず，とうもろこし，てんさい，綿

めん

実
じつ

，なた
ね，アルファルファ，パパイアなど。安全性が確認された遺
伝子組み換え農産物やそれを使用した加工食品には，表示
の義務がある。加工食品の場合，原材料に占める重量の割
合が上位3品目に入っており，かつ5％以上の場合に表示義
務がある。

［遺伝子組み換え］
遺伝子組み換え農産物を原料とした場合

［遺伝子組み換え不分別］
遺伝子組み換えが行われている農産物とそうでない農産物
を分別せず使っている場合

遺伝子組み換え農産物を
使用していない場合，こ
のように表示してもよい。

［遺伝子組み換えでないものを分別］
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第6章　食生活をつくる　　3　食生活の安全と衛生

 食事摂取基準
「日

に
本
ほん
人
じん
の食

しょく
事
じ
摂
せっ
取
しゅ
基
き
準
じゅん

」
❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう

」には，日本人が日常摂取している
食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄

えい
養
よう
摂
せっ
取
しゅ
量
りょう

を
❷

算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

4  p.134

p.256

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の者が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの者が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の発症予防のために，当面の目標
とすべき量。

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。4

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,800 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,700 2,650 2,000 3,050 2,300
30～49 2,300 1,750 2,700 2,050 3,050 2,350
50～64 2,200 1,650 2,600 1,950 2,950 2,250
65～74 2,050 1,550 2,400 1,850 2,750 2,100
75以上 1,800 1,400 2,100 1,650 ― ―
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350
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ひとくち
メモ150 BMI値が語る生活習慣病　日本人の肥満人口の割合（20歳以上）は，男性約3割，女性約2割と推定される（2018年現在）。一説にBMI値が25以

上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。
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❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう
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食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄
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養
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りょう

を
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算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

4  p.134

p.256

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の人が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの人が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の予防のために，当面の目標とす
べき量。

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。4

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,850 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,650 2,650 1,950 3,050 2,200
30～49 2,300 1,750 2,650 2,000 3,050 2,300
50～69 2,100 1,650 2,450 1,900 2,800 2,200
70 以上 1,850 1,500 2,200 1,750 2,500 2,000
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350
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上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。
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の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，
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栄養バランスのよい食事1

1  2  3

4  p.134

p.256

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の人が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの人が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の予防のために，当面の目標とす
べき量。

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。4

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。
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2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,850 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,650 2,650 1,950 3,050 2,200
30～49 2,300 1,750 2,650 2,000 3,050 2,300
50～69 2,100 1,650 2,450 1,900 2,800 2,200
70 以上 1,850 1,500 2,200 1,750 2,500 2,000
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350

5

10

15

ひとくち
メモ150 BMI値が語る生活習慣病　日本人の肥満人口の割合（20歳以上）は，男性約3割，女性約2割と推定される（2017年現在）。一説にBMI値が25以

上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。

 食事摂取基準
「日

に
本
ほん
人
じん
の食

しょく
事
じ
摂
せっ
取
しゅ
基
き
準
じゅん

」
❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう

」には，日本人が日常摂取している
食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄

えい
養
よう
摂
せっ
取
しゅ
量
りょう

を
❷

算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

4  p.134

p.256

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の者が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの者が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の発症予防のために，当面の目標
とすべき量。

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。4

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,800 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,700 2,650 2,000 3,050 2,300
30～49 2,300 1,750 2,700 2,050 3,050 2,350
50～64 2,200 1,650 2,600 1,950 2,950 2,250
65～74 2,050 1,550 2,400 1,850 2,750 2,100
75以上 1,800 1,400 2,100 1,650 ― ―
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350
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推定平均必要量　対象集団の50％の者が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの者が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の発症予防のために，当面の目標
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に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
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＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g
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2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。
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るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。
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6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
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上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。

150 ひとく
ちメモ

150 3



訂正箇所 原　　　文ページ 行

4
  日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準

（
厚

生
労

働
省

「
日

本
人

の
食

事
摂

取
基

準［
20

15
年

版
］」

よ
り

作
成

）＊
表

中
数

字
の

後
の（

　
）は

耐
容

上
限

量
を

示
す

。

＊
1 

身
体

活
動

レ
ベ

ル
Ⅱ

の
推

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

必
要

量
で

算
定

。
　

＊
2 

N
E＝

ナ
イ

ア
シ

ン
当

量
。

　
＊

3 
耐

容
上

限
量

は（
ニ

コ
チ

ン
ア

ミ
ド

の
m

g
量

/ニ
コ

チ
ン

酸
の

m
g

量
）。

＊
4 

妊
娠

を
計

画
し

て
い

る
・

妊
娠

の
可

能
性

が
あ

る
女

性
は

，
付

加
的

に
プ

テ
ロ

イ
ル

モ
ノ

グ
ル

タ
ミ

ン
酸

40
0µ

gの
摂

取
が

望
ま

れ
る

。
　

＊
5 

耐
容

上
限

量
は

サ
プ

リ
メ

ン
ト

や
強

化
食

品
に

含
ま

れ
る

プ
テ

ロ
イ

ル
モ

ノ
グ

ル
タ

ミ
ン

酸
の

量
。

　
＊

6 
プ

ロ
ビ

タ
ミ

ン
A

カ
ロ

テ
ノ

イ
ド

は
，

推
奨

量
に

は
含

み
，

耐
容

上
限

量
に

は
含

ま
な

い
。

＊
7 

R
A

E＝
レ

チ
ノ

ー
ル

活
性

当
量

。
　

＊
8 

α
―ト

コ
フ

ェ
ロ

ー
ル

に
つ

い
て

算
定

。
　

＊
9 

過
多

月
経（

月
経

出
血

量
が

80
m

L/
回

以
上

）の
者

を
除

外
し

て
策

定
。

＊
10

 女
性

の
年

齢
1

～
9

歳
，

70
歳

以
上

，
妊

婦
，

授
乳

婦
は

月
経

な
し

，
10

～
69

歳
は

月
経

あ
り

。（
注

）食
物

繊
維

の
目

標
量

の
う

ち
15

～
17

歳
は

男
性

19
g

以
上

，
女

性
17

g
以

上
，

18
～

69
歳

は
男

性
20

g
以

上
，

女
性

18
g

以
上

。

▼エ
ネ
ル
ギ
ー

▼ビ
タ
ミ
ン（
水
溶
性
）

年
齢

（
歳
）

B
M

I
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生
栄
養
素
バ
ラ
ン
ス

た
ん
ぱ
く
質（
g
）

ビ
タ
ミ
ン

B
1

た
ん
ぱ
く
質

脂
質

炭
水
化
物

脂
質

飽
和
脂
肪
酸

目
標
と
す
る
範
囲（

kg
／

m
2 ）

目
標
量（
％
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

推
奨
量（
g／
日
）

推
奨
量（

m
g／
日
）＊

1

男
性

女
性

男
女
共
通

男
性

女
性

男
性

女
性

 1
～

2 
―

―
13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
20

20
0.

5 
0.

5 
 3
～

5
―

―
13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
25

25
0.

7 
0.

7 
 6
～

7
―

―
13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
35

30
0.

8 
0.

8 
 8
～

9
―

―
13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
40

40
1.

0 
0.

9 
10
～

11
 

―
―

13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
50

50
1.

2 
1.

1 
12
～

14
 

―
―

13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
60

55
1.

4 
1.

3 
15
～

17
―

―
13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
65

55
1.

5 
1.

2 
18
～

29
18

.5
～

24
.9

18
.5
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

4 
1.

1 
30
～

49
18

.5
～

24
.9

18
.5
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

4 
1.

1 
50
～

69
 

20
.0
～

24
.9

20
.0
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

3 
1.

0 
70

 以
上

 
21

.5
～

24
.9

21
.5
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

2 
0.

9 
妊
婦
初
期

―
―

―
―

―
―

 ＋
0

＋
0.

2
　
　
中
期

―
―

―
―

―
―

＋
10

＋
0.

2
　
　
後
期

―
―

―
―

―
―

＋
25

＋
0.

2
授
乳
婦

―
―

―
―

―
―

＋
20

＋
0.

2

▼ビ
タ
ミ
ン（
脂
溶
性
）

年
齢

（
歳
）

ビ
タ
ミ
ン

B
2

ナ
イ
ア
シ
ン

ビ
タ
ミ
ン

C
葉
酸
＊

4
ビ
タ
ミ
ン

A
＊

6

推
奨
量（

m
g／
日
）＊

1
推
奨
量（

m
g N

E／
日
）＊

1＊
2

推
奨
量（

m
g／
日
）

推
奨
量（

µg
／
日
）

推
奨
量（

µg
R

A
E／
日
）＊

7

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

 1
～

2 
0.

6
0.

5
 

5 （
60

/1
5）
＊

3
 

5 （
60

/1
5）
＊

3
35

35
 

90
 （

20
0）
＊

5
 

90
 （

20
0）
＊

5
 

40
0 （

60
0）

 
35

0 （
60

0）
 3
～

5
0.

8
0.

8
 

7 （
80

/2
0）

 
7 （

80
/2

0）
40

40
 

10
0 
（

30
0）

 
10

0 
（

30
0）

 
50

0 （
70

0）
 

40
0 （

70
0）

 6
～

7
0.

9
0.

9
 

9 （
10

0/
30
）

 
8 （

10
0/

25
）

55
55

 
13

0 
（

40
0）

 
13

0 
（

40
0）

 
45

0 （
90

0）
 

40
0 （

90
0）

 8
～

9
1.

1
1.

0
 

11
 （
15

0/
35
）

 
10

 （
15

0/
35
）

60
60

 
15

0 
（

50
0）

 
15

0 
（

50
0）

 
50

0 （
1,

20
0）

 
50

0 （
1,

20
0）

10
～

11
 

1.
4

1.
3

 
13

 （
20

0/
45
）

 
12

 （
20

0/
45
）

75
75

 
18

0 
（

70
0）

 
18

0 
（

70
0）

 
60

0 （
1,

50
0）

 
60

0 （
1,

50
0）

12
～

14
 

1.
6

1.
4

 
15

 （
25

0/
60
）

 
14

 （
25

0/
60
）

95
95

 
23

0 
（

90
0）

 
23

0 
（

90
0）

 
80

0 （
2,

10
0）

 
70

0 （
2,

10
0）

15
～

17
1.

7
1.

4
 

16
 （
30

0/
75
）

 
13

 （
25

0/
65
）

10
0

10
0

 
25

0 
（

90
0）

 
25

0 
（

90
0）

 
90

0 （
2,

60
0）

 
65

0 （
2,

60
0）

18
～

29
1.

6
1.

2
 

15
 （
30

0/
80
）

 
11

 （
25

0/
65
）

10
0

10
0

 
24

0 
（

90
0）

 
24

0 
（

90
0）

 
85

0 （
2,

70
0）

 
65

0 （
2,

70
0）

30
～

49
1.

6
1.

2
 

15
 （
35

0/
85
）

 
12

 （
25

0/
65
）

10
0

10
0

 
24

0 （
1,

00
0）

 
24

0 （
1,

00
0）

 
90

0 （
2,

70
0）

 
70

0 （
2,

70
0）

50
～

69
 

1.
5

1.
1

 
14

 （
35

0/
80
）

 
11

 （
25

0/
65
）

10
0

10
0

 
24

0 （
1,

00
0）

 
24

0 （
1,

00
0）

 
85

0 （
2,

70
0）

 
70

0 （
2,

70
0）

70
 以
上

 
1.

3
1.

1
 

13
 （
30

0/
75
）

 
10

 （
25

0/
60
）  

10
0

10
0

 
24

0 
（

90
0）

 
24

0 
（

90
0）

 
80

0 （
2,

70
0）

 
65

0 （
2,

70
0）

妊
婦
初
期

＋
0.

3
―

＋
10

＋
24

0
 

＋
0

　
　
中
期

＋
0.

3
―

＋
10

＋
24

0
 

＋
0

　
　
後
期

＋
0.

3
―

＋
10

＋
24

0
 

＋
80

授
乳
婦

＋
0.

6
＋

3
＋

45
＋

10
0

＋
45

0

▼無
機
質

年
齢

（
歳
）

ビ
タ
ミ
ン

E
ビ
タ
ミ
ン

D
カ
ル
シ
ウ
ム

鉄
食
塩
相
当
量

目
安
量（

m
g／
日
）＊

8
目
安
量（

µg
／
日
）

推
奨
量（

m
g／
日
）

推
奨
量（

m
g／
日
）＊

9＊
10

目
標
量（
g／
日
）

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

 1
～

2 
 

3.
5 （

15
0）

 
3.

5 （
15

0）
 

2.
0 
（

20
）

 
2.

0 
（

20
）

 
45

0
 

40
0

 
4.

5 （
25
）

 
4.

5 （
20
）

3.
0未
満

3.
5未
満

 3
～

5
 

4.
5 （

20
0）

 
4.

5 （
20

0）
 

2.
5 
（

30
）

 
2.

5 
（

30
）

 
60

0
 

55
0

 
5.

5 （
25
）

 
5.

0 （
25
）

4.
0未
満

4.
5未
満

 6
～

7
 

5.
0 （

30
0）

 
5.

0 （
30

0）
 

3.
0 
（

40
）

 
3.

0 
（

40
）

 
60

0
 

55
0

 
6.

5 （
30
）

 
6.

5 （
30
）

5.
0未
満

5.
5未
満

 8
～

9
 

5.
5 （

35
0）

 
5.

5 （
35

0）
 

3.
5 
（

40
）

 
3.

5 
（

40
）

 
65

0
 

75
0

 
8.

0 （
35
）

 
8.

5 （
35
）

5.
5未
満

6.
0未
満

10
～

11
 

5.
5 （

45
0）

 
5.

5 （
45

0）
 

4.
5 
（

60
）

 
4.

5 
（

60
）

 
70

0
 

75
0

 1
0.

0 （
35
）

 
14

.0
 （
35
）

6.
5未
満

7.
0未
満

12
～

14
 

7.
5 （

65
0）

 
6.

0 （
60

0）
 

5.
5 
（

80
）

 
5.

5 
（

80
）

 1,
00

0
 

80
0

 
11

.5
 （

50
）

 
14

.0
 （
50
）

8.
0未
満

7.
0未
満

15
～

17
 

7.
5 （

75
0）

 
6.

0 （
65

0）
 

6.
0 
（

90
）

 
6.

0 
（

90
）

 
80

0
 

65
0

 
9.

5 （
50
）

 
10

.5
 （
40
）

8.
0未
満

7.
0未
満

18
～

29
 

6.
5 （

80
0）

 
6.

0 （
65

0）
 

5.
5 （

10
0）

 
5.

5 （
10

0）
 

80
0 （

2,
50

0）
 

65
0 （

2,
50

0）
 

7.
0 （

50
）

 
10

.5
 （
40
）

8.
0未
満

7.
0未
満

30
～

49
 

6.
5 （

90
0）

 
6.

0 （
70

0）
 

5.
5 （

10
0）

 
5.

5 （
10

0）
 

65
0 （

2,
50

0）
 

65
0 （

2,
50

0）
 

7.
5 （

55
）

 
10

.5
 （
40
）

8.
0未
満

7.
0未
満

50
～

69
 

6.
5 （

85
0）

 
6.

0 （
70

0）
 

5.
5 （

10
0）

 
5.

5 （
10

0）
 

70
0 （

2,
50

0）
 

65
0 （

2,
50

0）
 

7.
5 （

50
）

 
10

.5
 （
40
）

8.
0未
満

7.
0未
満

70
以
上

 
6.

5 （
75

0）
 

6.
0 （

65
0）

 
5.

5 （
10

0）
 

5.
5 （

10
0）

 
70

0 （
2,

50
0）

 
65

0 （
2,

50
0）

 
7.

0 （
50
）

 
6.

0 （
40
）

8.
0未
満

7.
0未
満

妊
婦
初
期

 
6.

5
 

7.
0

―
＋

2.
5

―
　
　
中
期

 
6.

5
 

7.
0

―
＋

15
.0

―
　
　
後
期

 
6.

5
 

7.
0

―
＋

15
.0

―
授
乳
婦

 
7.

0
 

8.
0

―
＋

2.
5

―

15
1食 生 活

第
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食
生
活
を
つ
く
る
　
　
4　
生
涯
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健
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を
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通
し
た
食
事
計
画151 4



訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

4
  日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準

（
厚

生
労

働
省

「
日

本
人

の
食

事
摂

取
基

準［
20

20
年

版
］」

よ
り

作
成

）＊
表

中
数

字
の

後
の（

　
）は

耐
容

上
限

量
を

示
す

。

＊
1 

必
要

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
を

確
保

し
た

上
で

の
バ

ラ
ン

ス
と

す
る

こ
と

。
範

囲
に

関
し

て
は

， お
お

む
ね

の
値

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
， 弾

力
的

に
運

用
す

る
こ

と
。

＊
2 

身
体

活
動

レ
ベ

ル
Ⅱ

の
推

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

必
要

量
を

用
い

て
算

定
。

＊
3 

ナ
イ

ア
シ

ン
当

量（
N

E）
＝

ナ
イ

ア
シ

ン
＋

1/
60

ト
リ

プ
ト

フ
ァ

ン
で

示
し

た
。

＊
4 

耐
容

上
限

量
は（

ニ
コ

チ
ン

ア
ミ

ド
の

m
g

量
/ニ

コ
チ

ン
酸

の
m

g
量

）。
 

＊
5 

妊
娠

を
計

画
し

て
い

る
女

性
， 

妊
娠

の
可

能
性

が
あ

る
女

性
及

び
妊

娠
初

期
の

妊
婦

は
， 

通
常

の
食

品
以

外
の

食
品

に
含

ま
れ

る
葉

酸（
狭

義
の

葉
酸

）を
40

0µ
g/

日
摂

取
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。 
＊

6 
通

常
の

食
品

以
外

の
食

品
に

含
ま

れ
る

葉
酸（

狭
義

の
葉

酸
）に

適
用

す
る

。
＊

7 
プ

ロ
ビ

タ
ミ

ン
A

カ
ロ

テ
ノ

イ
ド

は
， 

推
奨

量
に

は
含

み
， 

耐
容

上
限

量
に

は
含

ま
な

い
。

＊
8 

レ
チ

ノ
ー

ル
活

性
当

量（
µg

 R
A

E）
＝

レ
チ

ノ
ー

ル（
µg

）＋
β

―カ
ロ

テ
ン（

µg
）×

1/
12

＋
α

―カ
ロ

テ
ン（

µg
）×

1/
24

＋
β

―ク
リ

プ
ト

キ
サ

ン
チ

ン（
µg

）×
1/

24
＋

そ
の

他
の

プ
ロ

ビ
タ

ミ
ン

A
カ

ロ
テ

ノ
イ

ド（
µg

）×
1/

24
  

＊
9 

α
―ト

コ
フ

ェ
ロ

ー
ル

に
つ

い
て

算
定

。
＊

10
 女

性
の

年
齢

1～
9

歳
， 6

5
歳

以
上

， 妊
婦

， 授
乳

婦
は

月
経

な
し

， 1
0～

64
歳

は
月

経
あ

り
。

＊
11

 高
血

圧
及

び
慢

性
腎

臓
病（

CK
D

）の
重

症
化

予
防

の
た

め
の

食
塩

相
当

量
の

量
は

， 男
女

と
も

6.
0 

g/
日

未
満

と
し

た
。（

注
）食

物
繊

維
の

目
標

量
の

う
ち

15
～

17
歳

は
男

性
19

g
以

上
， 女

性
18

g
以

上
， 1

8～
64

歳
は

男
性

21
g

以
上

， 女
性

18
g

以
上

。

▼エ
ネ
ル
ギ
ー

▼ビ
タ
ミ
ン（
水
溶
性
）

年
齢

（
歳
）

B
M

I
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生
栄
養
素
バ
ラ
ン
ス

た
ん
ぱ
く
質（
g
）

ビ
タ
ミ
ン

B
1

た
ん
ぱ
く
質

脂
質

炭
水
化
物

脂
質

飽
和
脂
肪
酸

目
標
と
す
る
範
囲（

kg
／

m
2 ）

目
標
量（
％
エ
ネ
ル
ギ
ー
）＊

1
推
奨
量（
g／
日
）

推
奨
量（

m
g／
日
）＊

2

男
性

女
性

男
女
共
通

男
性

女
性

男
性

女
性

1～
2

―
―

13
～

20
20
～

30
―

50
～

65
20

20
0.

5
0.

5
3～

5
―

―
13
～

20
20
～

30
10
以
下

50
～

65
25

25
0.

7
0.

7
6～

7
―

―
13
～

20
20
～

30
10
以
下

50
～

65
30

30
0.

8
0.

8
8～

9
―

―
13
～

20
20
～

30
10
以
下

50
～

65
40

40
1.

0
0.

9
10
～

11
―

―
13
～

20
20
～

30
10
以
下

50
～

65
45

50
1.

2
1.

1
12
～

14
―

―
13
～

20
20
～

30
10
以
下

50
～

65
60

55
1.

4
1.

3
15
～

17
―

―
13
～

20
20
～

30
8以
下

50
～

65
65

55
1.

5
1.

2
18
～

29
18

.5
～

24
.9

18
.5
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
65

50
1.

4
1.

1
30
～

49
18

.5
～

24
.9

18
.5
～

24
.9

13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
65

50
1.

4
1.

1
50
～

64
20

.0
～

24
.9

20
.0
～

24
.9

14
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
65

50
1.

3
1.

1
65
～

74
21

.5
～

24
.9

21
.5
～

24
.9

15
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

3
1.

1
75
以
上

21
.5
～

24
.9

21
.5
～

24
.9

15
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
60

50
1.

2
0.

9
妊
婦
初
期

―
13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
＋

0
＋

0.
2

　
　
中
期

―
13
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
＋

5
＋

0.
2

　
　
後
期

―
15
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
＋

25
＋

0.
2

授
乳
婦

―
15
～

20
20
～

30
7以
下

50
～

65
＋

20
＋

0.
2

▼ビ
タ
ミ
ン（
脂
溶
性
）

年
齢

（
歳
）

ビ
タ
ミ
ン

B
2

ナ
イ
ア
シ
ン

ビ
タ
ミ
ン

C
葉
酸
＊

5
ビ
タ
ミ
ン

A
＊

7

推
奨
量（

m
g／
日
）＊

2
推
奨
量（

m
g N

E／
日
）＊

2＊
3

推
奨
量（

m
g／
日
）

推
奨
量（

µg
／
日
）

推
奨
量（

µg
R

A
E／
日
）＊

8

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

1～
2

0.
6

0.
5

6（
60

/1
5）
＊

4
5（

60
/1

5）
＊

4
40

40
90

   （
20

0）
＊

6
90

   （
20

0）
＊

6
40

0 
  （

60
0）

35
0 

  （
60

0）
3～

5
0.

8
0.

8
8（

80
/2

0）
7（

80
/2

0）
50

50
11

0 
  （

30
0）

11
0 

  （
30

0）
45

0 
  （

70
0）

50
0 

  （
85

0）
6～

7
0.

9
0.

9
9（

10
0/

30
）

8（
10

0/
30
）

60
60

14
0 

  （
40

0）
14

0 
  （

40
0）

40
0 

  （
95

0）
40

0（
1,

20
0）

8～
9

1.
1

1.
0

11
（

15
0/

35
）

10
（

15
0/

35
）

70
70

16
0 

  （
50

0）
16

0 
  （

50
0）

50
0（

1,
20

0）
50

0（
1,

50
0）

10
～

11
1.

4
1.

3
13
（

20
0/

45
）

10
（

15
0/

45
）

85
85

19
0 

  （
70

0）
19

0 
  （

70
0）

60
0（

1,
50

0）
60

0（
1,

90
0）

12
～

14
1.

6
1.

4
15
（

25
0/

60
）

14
（

25
0/

60
）

10
0

10
0

24
0 

  （
90

0）
24

0 
  （

90
0）

80
0（

2,
10

0）
70

0（
2,

50
0）

15
～

17
1.

7
1.

4
17
（

30
0/

70
）

13
（

25
0/

65
）

10
0

10
0

24
0 

  （
90

0）
24

0 
  （

90
0）

90
0（

2,
50

0）
65

0（
2,

80
0）

18
～

29
1.

6
1.

2
15
（

30
0/

80
）

11
（

25
0/

65
）

10
0

10
0

24
0 

  （
90

0）
24

0 
  （

90
0）

85
0（

2,
70

0）
65

0（
2,

70
0）

30
～

49
1.

6
1.

2
15
（

35
0/

85
）

12
（

25
0/

65
）

10
0

10
0

24
0（

1,
00

0）
24

0（
1,

00
0）

90
0（

2,
70

0）
70

0（
2,

70
0）

50
～

64
1.

5
1.

2
14
（

35
0/

85
）

11
（

25
0/

65
）

10
0

10
0

24
0（

1,
00

0）
24

0（
1,

00
0）

90
0（

2,
70

0）
70

0（
2,

70
0）

65
～

74
1.

5
1.

2
14
（

30
0/

80
）

11
（

25
0/

65
）

10
0

10
0

24
0 

  （
90

0）
24

0 
  （

90
0）

85
0（

2,
70

0）
70

0（
2,

70
0）

75
以
上

1.
3

1.
0

13
（

30
0/

75
）

10
（

25
0/

60
）

10
0

10
0

24
0 

  （
90

0）
24

0 
  （

90
0）

80
0（

2,
70

0）
65

0（
2,

70
0）

妊
婦
初
期

＋
0.

3
＋

0
＋

10
―

＋
0
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

4   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15～17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 400 50 160 100 350 100 200 420 30 10
女 330 50 120 80 350 100 200 320 25 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～80）

肉（豚ロース）
1枚（80）

豆腐1/4丁（80） 青菜のおひたし
1皿（80）

サラダ1皿（100）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100） 果物（200）

ご飯
茶
ちゃ
碗
わん

4～4.5杯
（米240～270）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
3切れ（60）

牛乳カップ
1.2杯（250）

納豆
1パック（50）

（注）	菓子・飲料などの嗜
し

好
こう

品，種実類は第4群に含まれる。

3   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
芳
よし
子
こ
案）

食品群

年齢・性別

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳
15～17
18～29
30～49
50～69
70以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳
3～5
6～7
8～9

10～11
12～14
15～17
18～29
30～49
50～69
70以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳
18～29
30～49
50～69
70以上
授乳婦

第2群

魚介・肉
豆･
豆製品

男 女 男 女

140 120 80 80
140 120 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
120 80 80 80
― 100 ― 80
― 120 ― 80
― 150 ― 150
― 150 ― 150
60 50 40 35
60 60 60 60
80 80 60 60
120 80 80 80
140 100 80 80
160 120 100 80
160 120 100 80
140 100 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
120 100 80 80
― 100 ― 80
― 150 ― 80
― 150 ― 150
― 150 ― 150
180 140 100 100
170 100 100 100
170 100 100 100
140 100 100 100
120 100 100 100
― 150 ― 150

第4群

穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女

310 280 20 20 10 10
360 270 25 20 10 10
330 200 20 15 10 10
330 220 20 15 10 10
290 200 20 15 10 5
240 180 15 15 10 5
― 220 ― 15 ― 10
― 270 ― 15 ― 10
― 290 ― 15 ― 10
― 260 ― 15 ― 10
110 100 5 5 3 3
170 150 10 10 5 5
200 180 10 10 10 10
240 220 15 15 10 10
300 280 20 20 10 10
360 340 25 25 10 10
420 320 30 25 10 10
400 260 30 20 10 10
400 270 30 20 10 10
370 260 25 15 10 10
320 220 20 15 10 10
― 280 ― 20 ― 10
― 310 ― 20 ― 10
― 350 ― 20 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
470 370 35 25 20 10
460 310 35 25 20 10
460 330 35 25 20 10
420 320 30 20 10 10
380 270 25 20 10 10
― 380 ― 25 ― 10

第3群

野菜 いも 果物

男 女 男 女 男 女

350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
180 180 50 50 100 100
240 240 60 60 150 150
270 270 60 60 150 150
300 300 60 60 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200

第1群
乳･
乳製品

卵

男 女 男 女

400 350 50 50
400 330 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
250 250 30 30
250 250 30 30
300 250 50 50
330 330 50 50
350 350 50 50
400 350 50 50
400 330 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
400 330 50 50
300 250 50 50
300 250 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50

（注）	①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。
	 ②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2015年版］」の参考表・推定エネルギー必要量の約95％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。
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（g）

153

食
生
活

第6章　食生活をつくる　　4　生涯の健康を見通した食事計画

153 3



訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

4   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15〜17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 320 50 200 80 350 100 200 430 30 10
女 320 50 120 80 350 100 200 350 20 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～100）

肉（豚ロース）
1枚（80～100）

豆腐1/4丁（80） 青菜のおひたし
1皿（80）

サラダ1皿（100）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100） 果物（200）

ご飯
茶
ちゃ
碗
わん

4～4.5杯
（米240～270）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
1切れ（15）

牛乳カップ
1.2杯（250）

納豆
1パック（50）

（注）	菓子・飲料などの嗜
し

好
こう

品，種実類は第4群に含まれる。

3   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
明
あき
夫
お
監修）

食品群

年齢・性別

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳
15～17
18～29
30～49
50～64
65～74
75以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳
3～5
6～7
8～9

10～11
12～14
15～17
18～29
30～49
50～64
65～74
75以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳
18～29
30～49
50～64
65～74
授乳婦

第2群

魚介・肉
豆･
豆製品

男 女 男 女
150 120 80 80
150 120 80 80
180 100 80 80
150 100 80 80
150 100 80 80
120 100 80 80
120 80 80 80
― 100 ― 80
― 120 ― 80
― 150 ― 80
― 120 ― 80
50 50 40 40
50 50 60 60
80 80 60 60
120 80 80 80
150 100 80 80
170 120 80 80
200 120 80 80
180 120 80 80
180 120 80 80
180 120 80 80
170 120 80 80
150 100 80 80
― 120 ― 80
― 150 ― 80
― 170 ― 80
― 170 ― 80
200 170 120 80
200 150 120 80
200 150 120 80
200 150 120 80
200 120 80 80
― 170 ― 80

第4群

穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女
320 280 20 20 10 10
370 260 25 20 10 10
330 220 20 15 10 10
330 230 20 15 10 10
320 210 20 15 10 10
300 180 15 10 10 10
240 170 15 10 10 5
― 230 ― 15 ― 10
― 280 ― 15 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
― 290 ― 20 ― 10
110 100 5 5 3 3
160 150 10 10 5 5
210 170 10 10 10 10
240 220 15 15 10 10
310 290 20 20 10 10
380 360 25 20 10 10
430 350 30 20 10 10
390 290 30 15 10 10
400 300 30 15 10 10
390 280 25 15 10 10
360 250 20 15 10 10
310 210 15 15 10 10
― 300 ― 15 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
― 370 ― 25 ― 10
― 350 ― 20 ― 10
490 380 30 20 10 10
470 360 30 20 10 10
470 360 30 20 10 10
470 320 25 20 10 10
440 310 25 15 10 10
― 420 ― 25 ― 10

第3群 

野菜 いも 果物

男 女 男 女 男 女
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
180 180 50 50 100 100
240 240 50 50 150 150
270 270 60 60 150 150
300 300 60 60 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200

第1群
乳･
乳製品

卵

男 女 男 女
380 380 50 50
320 320 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 200 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
250 250 30 30
250 250 30 30
250 250 50 50
300 300 50 50
320 320 50 50
380 380 50 50
320 320 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
380 320 50 50
380 300 50 50
380 250 50 50
320 250 50 50
320 250 50 50
― 320 ― 50

（注）	 	①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。		②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2020年版］」の参考表・推定
エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。

（g）

（g）
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

4   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15～17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 400 50 160 100 350 100 200 420 30 10
女 330 50 120 80 350 100 200 320 25 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～80）

肉（豚ロース）
1枚（80）

豆腐1/4丁（80） 青菜のおひたし
1皿（80）

サラダ1皿（100）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100） 果物（200）

ご飯
茶
ちゃ
碗
わん

4～4.5杯
（米240～270）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
3切れ（60）

牛乳カップ
1.2杯（250）

納豆
1パック（50）

（注）	菓子・飲料などの嗜
し

好
こう

品，種実類は第4群に含まれる。

3   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
芳
よし
子
こ
案）

食品群

年齢・性別

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳
15～17
18～29
30～49
50～69
70以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳
3～5
6～7
8～9

10～11
12～14
15～17
18～29
30～49
50～69
70以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳
18～29
30～49
50～69
70以上
授乳婦

第2群

魚介・肉
豆･
豆製品

男 女 男 女

140 120 80 80
140 120 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
120 80 80 80
― 100 ― 80
― 120 ― 80
― 150 ― 150
― 150 ― 150
60 50 40 35
60 60 60 60
80 80 60 60
120 80 80 80
140 100 80 80
160 120 100 80
160 120 100 80
140 100 80 80
140 100 80 80
140 100 80 80
120 100 80 80
― 100 ― 80
― 150 ― 80
― 150 ― 150
― 150 ― 150
180 140 100 100
170 100 100 100
170 100 100 100
140 100 100 100
120 100 100 100
― 150 ― 150

第4群

穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女

310 280 20 20 10 10
360 270 25 20 10 10
330 200 20 15 10 10
330 220 20 15 10 10
290 200 20 15 10 5
240 180 15 15 10 5
― 220 ― 15 ― 10
― 270 ― 15 ― 10
― 290 ― 15 ― 10
― 260 ― 15 ― 10
110 100 5 5 3 3
170 150 10 10 5 5
200 180 10 10 10 10
240 220 15 15 10 10
300 280 20 20 10 10
360 340 25 25 10 10
420 320 30 25 10 10
400 260 30 20 10 10
400 270 30 20 10 10
370 260 25 15 10 10
320 220 20 15 10 10
― 280 ― 20 ― 10
― 310 ― 20 ― 10
― 350 ― 20 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
470 370 35 25 20 10
460 310 35 25 20 10
460 330 35 25 20 10
420 320 30 20 10 10
380 270 25 20 10 10
― 380 ― 25 ― 10

第3群

野菜 いも 果物

男 女 男 女 男 女

350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
180 180 50 50 100 100
240 240 60 60 150 150
270 270 60 60 150 150
300 300 60 60 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200

第1群
乳･
乳製品

卵

男 女 男 女

400 350 50 50
400 330 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
250 250 30 30
250 250 30 30
300 250 50 50
330 330 50 50
350 350 50 50
400 350 50 50
400 330 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
400 330 50 50
300 250 50 50
300 250 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50

（注）	①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。
	 ②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2015年版］」の参考表・推定エネルギー必要量の約95％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。

（g）

（g）
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

4   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15〜17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 320 50 200 80 350 100 200 430 30 10
女 320 50 120 80 350 100 200 350 20 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～100）

肉（豚ロース）
1枚（80～100）

豆腐1/4丁（80） 青菜のおひたし
1皿（80）

サラダ1皿（100）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100） 果物（200）

ご飯
茶
ちゃ
碗
わん

4～4.5杯
（米240～270）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
1切れ（15）

牛乳カップ
1.2杯（250）

納豆
1パック（50）

（注）	菓子・飲料などの嗜
し

好
こう

品，種実類は第4群に含まれる。

3   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
明
あき
夫
お
監修）

食品群

年齢・性別

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳
15～17
18～29
30～49
50～64
65～74
75以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳
3～5
6～7
8～9

10～11
12～14
15～17
18～29
30～49
50～64
65～74
75以上
妊婦初期
　　中期
　　後期
授乳婦

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳
18～29
30～49
50～64
65～74
授乳婦

第2群

魚介・肉
豆･
豆製品

男 女 男 女
150 120 80 80
150 120 80 80
180 100 80 80
150 100 80 80
150 100 80 80
120 100 80 80
120 80 80 80
― 100 ― 80
― 120 ― 80
― 150 ― 80
― 120 ― 80
50 50 40 40
50 50 60 60
80 80 60 60
120 80 80 80
150 100 80 80
170 120 80 80
200 120 80 80
180 120 80 80
180 120 80 80
180 120 80 80
170 120 80 80
150 100 80 80
― 120 ― 80
― 150 ― 80
― 170 ― 80
― 170 ― 80
200 170 120 80
200 150 120 80
200 150 120 80
200 150 120 80
200 120 80 80
― 170 ― 80

第4群

穀類 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女
320 280 20 20 10 10
370 260 25 20 10 10
330 220 20 15 10 10
330 230 20 15 10 10
320 210 20 15 10 10
300 180 15 10 10 10
240 170 15 10 10 5
― 230 ― 15 ― 10
― 280 ― 15 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
― 290 ― 20 ― 10
110 100 5 5 3 3
160 150 10 10 5 5
210 170 10 10 10 10
240 220 15 15 10 10
310 290 20 20 10 10
380 360 25 20 10 10
430 350 30 20 10 10
390 290 30 15 10 10
400 300 30 15 10 10
390 280 25 15 10 10
360 250 20 15 10 10
310 210 15 15 10 10
― 300 ― 15 ― 10
― 320 ― 20 ― 10
― 370 ― 25 ― 10
― 350 ― 20 ― 10
490 380 30 20 10 10
470 360 30 20 10 10
470 360 30 20 10 10
470 320 25 20 10 10
440 310 25 15 10 10
― 420 ― 25 ― 10

第3群 

野菜 いも 果物

男 女 男 女 男 女
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
180 180 50 50 100 100
240 240 50 50 150 150
270 270 60 60 150 150
300 300 60 60 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
― 350 ― 100 ― 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
350 350 100 100 200 200
― 350 ― 100 ― 200

第1群
乳･
乳製品

卵

男 女 男 女
380 380 50 50
320 320 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 200 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
250 250 30 30
250 250 30 30
250 250 50 50
300 300 50 50
320 320 50 50
380 380 50 50
320 320 50 50
300 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
250 250 50 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
― 250 ― 50
380 320 50 50
380 300 50 50
380 250 50 50
320 250 50 50
320 250 50 50
― 320 ― 50

（注）	 	①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。		②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2020年版］」の参考表・推定
エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。

（g）

（g）
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

卵焼き

豚肉の野菜巻き

リボンサラダ

野菜の青ゆで

おにぎり

昼食合計

献立

パン　

サラダ

野菜スープ

フルーツの
ヨーグルトあえ
朝食合計

飯 精白米

かきたま汁
卵
みつば

魚のホイル蒸し

さけ
たまねぎ
わかめ（塩蔵）
レモン

さつまいもの
レモン煮

さつまいも
砂糖
レモン

きゅうりと
トマトと
しらすの酢の物

きゅうり
青じそ，プチトマト
しらす干し
砂糖

夕食合計

ブラウニー

スイートチョコレート＊2

バター
牛乳
卵黄
薄力粉
砂糖
卵白
くるみ＊2

間食合計 小計

4   4つの食品群別摂取量の目安による献立例（高校生，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

第4群
穀類 油脂 砂糖
80

2

5

80 7 0

2
1

2

5
0.5

120

120 8 2.5
120

7

0.8
120 0 7.8

6

9
4

9 6 4

329 21 14.3

420 30 10
320 25 10

第3群
野菜 いも 果物

20
15

30
30

30＊1

75

95 30 75

12＊1

30

30
2

30

2
3＊1

1＊1

108 0 2

5

30
2＊1

7
70

2
60
21

118 70 9

0 0 0

321 100 86

350 100 200
350 100 200

第2群
魚介・肉 豆・豆製品

5

20

5 20

80

80 0

80

4

84 0

0 0

169 20

160 100
120 80

＊1 野菜には，きのこ，海藻を含む。＊2 スイートチョコレート（22g）とくるみ（6g）は，第4群のその他に入るので，合計に含めていない。

卵
砂糖
サラダ油
豚肉薄切り
えのきたけ
さやいんげん
サラダ油
にんじん
レモン汁
サラダ油
砂糖
ブロッコリー
精白米
梅干し
こんぶのつくだ煮
のり

1日の合計

15～17歳の1人1日摂取量の目安 男
女

第1群
乳・乳製品 卵

20

100

150
270 0

50

0 50

15

0 15

6
3

8

6 11

276 76

400 50
330 50

▲

p.163

間食

夕食

昼食

朝食

（g）

食品

パン
チーズ
レタス
きゅうり，パプリカ
サラダ油
じゃがいも
カリフラワー
たまねぎ，きのこ
ベーコン
バター
豆（ゆで）
牛乳
バナナ，いちご
ヨーグルト（無糖）

155

食
生
活

第6章　食生活をつくる　　4　生涯の健康を見通した食事計画

155 4



訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

卵焼き

豚肉の野菜巻き

リボンサラダ

野菜の青ゆで

おにぎり

昼食合計

献立

パン　

サラダ

野菜スープ

フルーツの
ヨーグルトあえ
朝食合計

飯 精白米

かきたま汁
卵
みつば

魚のホイル蒸し

さけ
たまねぎ
わかめ（塩蔵）
レモン

さつまいもの
レモン煮

さつまいも
砂糖
レモン

きゅうりと
トマトと
しらすの酢の物

きゅうり
青じそ，プチトマト
しらす干し
砂糖

夕食合計

ブラウニー

スイートチョコレート＊2

バター
牛乳
卵黄
薄力粉
砂糖
卵白
くるみ＊2

間食合計 小計

4   4つの食品群別摂取量の目安による献立例（高校生，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

第4群
穀類 油脂 砂糖
80

2

5

80 7 0

2
1

2

5
0.5

120

120 8 2.5
120

7

0.8
120 0 7.8

6

9
4

9 6 4

329 21 14.3

430 30 10
350 20 10

第3群
野菜 いも 果物

20
15

30
30

30＊1

75

95 30 75

12＊1

30

30
2

30

2
3＊1

1＊1

108 0 2

5

30
2＊1

7
70

2
60
21

118 70 9

0 0 0

321 100 86

350 100 200
350 100 200

第2群
魚介・肉 豆・豆製品

5

20

5 20

80

80 0

80

4

84 0

0 0

169 20

200 80
120 80

＊1 野菜には，きのこ，海藻を含む。＊2 スイートチョコレート（22g）とくるみ（6g）は，第4群のその他に入るので，合計に含めていない。

卵
砂糖
サラダ油
豚肉薄切り
えのきたけ
さやいんげん
サラダ油
にんじん
レモン汁
サラダ油
砂糖
ブロッコリー
精白米
梅干し
こんぶのつくだ煮
のり

1日の合計

15～17歳の1人1日摂取量の目安 男
女

第1群
乳・乳製品 卵

20

100

150
270 0

50

0 50

15

0 15

6
3

8

6 11

276 76

320 50
320 50

▲

p.163

間食

夕食

昼食

朝食

（g）

食品

パン
チーズ
レタス
きゅうり，パプリカ
サラダ油
じゃがいも
カリフラワー
たまねぎ，きのこ
ベーコン
バター
豆（ゆで）
牛乳
バナナ，いちご
ヨーグルト（無糖）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

生産額ベース

カロリーベース

100

80

60

40

20

0

（%）

（年度）1965 ’75 ’80’70 ’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’17’152000

86

66

38

73

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

5
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20
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ひとくち
メモ178 食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事

について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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メモ178 食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事

について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
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自
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率
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は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）
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メモ178 食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事

について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2018年度には
37％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,550万

トン（2017年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
610万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

減量  164万t
再生利用量  1,287万t
熱回収  44万t

焼却・埋立など
1,055万t

食品由来の廃棄物等
2,550万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　612万t

減量＊  164万t
再生利用量＊ 1,230万t
熱回収＊  44万t

焼却・埋立など
329万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,767万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  328万t

再生利用量
57万t

焼却・埋立など
726万t

廃棄物
783万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  284万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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（農林水産省「食品ロスの現状（2017年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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メモ178 食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事

について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/keisan_kokusan.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
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は
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，1965年度の73％から2018年度には
37％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,550万

トン（2017年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
610万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

減量  164万t
再生利用量  1,287万t
熱回収  44万t

焼却・埋立など
1,055万t

食品由来の廃棄物等
2,550万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　612万t

減量＊  164万t
再生利用量＊ 1,230万t
熱回収＊  44万t

焼却・埋立など
329万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,767万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  328万t

再生利用量
57万t

焼却・埋立など
726万t

廃棄物
783万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  284万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率
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国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
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味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
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なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
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味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
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 地産地消
地産地消とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いことにより，輸送のためのエ
ネルギーやコストを削減し，地域の農業や水産業の活性化ととも
に，直売所などによる生産者の顔の見える食料が確保できるなど
の利点も大きい。学校給食では，地場産物の利用が推進されてお
り，食べ残しが減るなどの効果がある。

 フード・マイレージ
フード・マイレージ

❶
とは，食料の生産地から消費地までの距離

に着目し，輸送に伴うエネルギーをできるだけ減らすことで，環
境への負荷を軽減しようとする考えである。「相手国別の食料輸
入量」に「輸送距離」を乗じた数値であるフード・マイレージ
（t・km）で表される。我が国は，長距離輸送を経た大量の輸入食
料に依存しているので，フード・マイレージが高い。人口1人あ
たりのフード・マイレージは，イギリスの約2倍，ドイツ，フラ
ンスの3〜4倍，アメリカの約7倍となっている。

 ライフサイクルアセスメント（LCA）
ライフサイクルアセスメントとは，原料生産から廃棄までの全

すべ

ての段階での環境への影響を科学的，定量的，客観的に評価する
ことで，環境負荷の低減を図ろうとする考えである。各段階での
CO2排出量を測定し，大きな割合を占めている原料生産につい
て協働契約栽培やエコ栽培など，環境負荷の低減を図る取り組み
を進めている企業もある。

 カーボンフットプリント（CFP）
カーボンフットプリントとは商品の原料調達から廃棄・リサイ

クルまでに排出される温室効果ガスをCO2相当量に換算して表
示する仕組みであり，CO2排出量削減を推進することを目的とし
ている。経済産業省が他３省庁と連携して，2009年度〜2011年
度に，試行事業を実施し，2012年度から民間事業へ移行してい
る。2018年9月現在，食品関連の「CFP宣言認定製品（現在公
開数）」は全体の14%（約100製品）と少なく，算出にかかる手間
と経費に対して効果の低さが課題となっている。

環境負荷の少ない食生活3
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　地域で生産されている食料を調べてみよう。そ
れらはどこで手に入るのだろうか。
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❶フード・マイレージ（food mileage）　「食料の輸送距
離」という意味で，1994年イギリスの消費者運動家ティ
ム・ラングが「フードマイル」として提唱した。日本では，
農林水産政策研究所によって2001年に初めて導入され，
「フード・マイレージ」として用いられるようになった。

1  輸入食料のフード・マイレージの比較
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3   カーボンフットプリント付き商品の例　

企業名 商品 CO2排出量（g）

A社 うるち米精米5kg 8,600

B社 うるち米精米5kg 7,800

C社 うるち米精米5kg 8,000

D社 あらびきウインナ80g 370

E社 6枚切り食パン394g 510
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メモ180 和菓子の分類　和菓子は作り方によってさまざまに分類される。例として，餅

もち
もの（餅，大福など），蒸しもの（まんじゅう，外郎など），煉

ね
りもの

（煉り切り，葛
くず
菓
が
子
し
など），焼きもの（せんべい，カステラなど），揚げもの（揚げせんべい，かりんとうなど）がある。

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2018年度には
37％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,550万

トン（2017年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
610万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

2  食品廃棄物などの利用状況など

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

減量  164万t
再生利用量  1,287万t
熱回収  44万t

焼却・埋立など
1,055万t

食品由来の廃棄物等
2,550万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　612万t

減量＊  164万t
再生利用量＊ 1,230万t
熱回収＊  44万t

焼却・埋立など
329万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,767万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  328万t

再生利用量
57万t

焼却・埋立など
726万t

廃棄物
783万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  284万t

これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。7
私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に

なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓

けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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メモ178 食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事

について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/keisan_kokusan.html
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 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど
にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明
治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，
織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。

資源としての衣服1

2

1
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5

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック」）

1   日本の主要繊維生産量の推移

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

2   世界の主要繊維需要量

3   富
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馬
ま
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これからの衣生活　持続可能な衣生活を目指して
私
わたし

たちの衣生活は，資源や環境問題とどのような関
かか

わりを持つだろうか。
全
すべ

ての人がよりよい衣生活を実現できるよう広い視野に立って考え，行動しよう。6
被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる

衣生活のあり方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。

学習のポイント

　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。
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メモ216 富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の

生産が行われた。

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

4   日本の衣類の輸入浸透率＊（数量ベース） 5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。
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 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど

にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明

治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，

織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。
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私
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たちの衣生活は，資源や環境問題とどのような関
かか

わりを持つだろうか。
全
すべ

ての人がよりよい衣生活を実現できるよう広い視野に立って考え，行動しよう。6
被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる

衣生活のあり方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。

学習のポイント

　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。
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4   日本の衣類の輸入浸透率＊（数量ベース） 5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって
長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ
れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭

ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。
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＊�国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。�
国内供給点数=生産点数+輸入点数ー輸出点数�
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2020」）
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4   日本の衣類の輸入浸透率＊（数量ベース） 5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって
長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ
れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
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4   日本の衣類の輸入浸透率＊（数量ベース） 5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
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第7章　衣生活をつくる　　6　これからの衣生活

 ライフステージと住居
家族のライフステージごとの住

じゅう
要
よう

求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事
の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を
見越して住

じゅう
宅
たく

取
しゅ

得
とく

費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出
し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付
け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。

住居の計画3

1

2

3

p.107

4

5

1   ライフステージによる住要求の例

高齢者などへの配慮

住宅の防犯性

冷暖房などの
省エネルギー性

地震時の住宅の安全性

収納の多さ，使いやすさ

住宅の断熱性や気密性

騒音などに対する遮音性

住宅のいたみの少なさ

換気性能

火災に対する安全性

非常に不満 多少不満

13.6 39.9 53.5

46.736.010.7

48.635.013.6

44.032.511.5

41.434.56.9

45.233.711.5

40.57.5 33.0

39.79.3 30.4

39.27.3 31.9

35.96.4 29.5

0 10 20 30 40 50 60 70（%）
（国土交通省「平成25（2013）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
（住宅の各要素に対する不満）

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.228）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。
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ひとくち
メモ226 マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ

ンの購入価格は，全国平均4,437万円，東
とう
京
きょう
都5,334万円，香

か
川
がわ
県2,595万円である（2018年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

 ライフステージと住居
家族のライフステージごとの住

じゅう
要
よう

求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事
の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を
見越して住

じゅう
宅
たく

取
しゅ

得
とく

費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出
し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付
け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。

住居の計画3
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3

p.107

4

5

1   ライフステージによる住要求の例

高齢者などへの配慮

住宅の防犯性

冷暖房などの
省エネルギー性

地震時の住宅の安全性

収納の多さ，使いやすさ

住宅の断熱性や気密性

騒音などに対する遮音性

住宅のいたみの少なさ

換気性能

火災に対する安全性

非常に不満 多少不満

13.6 39.9 53.5

46.736.010.7

48.635.013.6

44.032.511.5

41.434.56.9

45.233.711.5

40.57.5 33.0

39.79.3 30.4

39.27.3 31.9

35.96.4 29.5

0 10 20 30 40 50 60 70（%）
（国土交通省「平成25（2013）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
（住宅の各要素に対する不満）

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.228）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。
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メモ226 マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ

ンの購入価格は，全国平均4,437万円，東
とう
京
きょう
都5,334万円，香

か
川
がわ
県2,595万円である（2018年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

 ライフステージと住居
家族のライフステージごとの住

じゅう
要
よう

求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事

の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を

見越して住
じゅう

宅
たく

取
しゅ

得
とく

費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出

し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付

け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。

住居の計画3

1

2

3

p.107

4

5

1   ライフステージによる住要求の例

非常に不満 多少不満

0 10 20 30 40 50（%）

換気のよさ

火災に対する安全性

収納の多さ，使い勝手

防犯性

省エネ性

いたみの少なさ

断熱性

遮音性

地震時の安全性

高齢者への配慮

25.9

35.3

35.6

36.0

36.3

37.6

38.7

43.0

43.6

47.1

4.3

6.5

5.5
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6.1

7.8
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10.5
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30.2

29.8

29.7

32.5

32.0

36.6

（国土交通省「平成30（2018）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
（住宅の各要素に対する不満）

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.228）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。
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メモ226 マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ

ンの購入価格は，全国平均4,521万円，東
とう
京
きょう
都5,464万円，佐

さ
賀
が
県2,180万円である（2019年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

 ライフステージと住居
家族のライフステージごとの住

じゅう
要
よう

求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事

の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を

見越して住
じゅう

宅
たく

取
しゅ

得
とく

費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出

し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付

け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。
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1   ライフステージによる住要求の例

非常に不満 多少不満
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省エネ性
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断熱性

遮音性

地震時の安全性

高齢者への配慮
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（国土交通省「平成30（2018）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
（住宅の各要素に対する不満）

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.228）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。
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メモ226 マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ

ンの購入価格は，全国平均4,521万円，東
とう
京
きょう
都5,464万円，佐

さ
賀
が
県2,180万円である（2019年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。
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 人為災害と住居
住居の人為災害には，火災や空き巣，強盗などがある。火災の
原因は，放火やこんろ，たばこ，火遊び，ストーブなどがある。
住居や家財の焼失被害，やけどだけでなく，一

いっ
酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

中
ちゅう

毒
どく
によ

る死亡例も多く，注意が必要である。
空き巣や強盗などの住居への不法侵入を阻止するためには，戸
締まりを厳重にする以外にも，ドアや窓などの二重施錠，ドア
チェーンの使用，玄関や庭などの屋外照明の工夫が必要となる。
しかし，これらの設備に頼るだけではなく，近所の人の目による
見守りや声かけなどにより，地域のコミュニケーションを密にし，
犯罪の起こりにくいまちにすることが，最も重要である。

 住居内の事故
住居は幼児や高齢者，病人や怪

け
我
が
人，妊婦や障がい者などさま

ざまな人が生活する場である。誰
だれ
もが安全に暮らせるようにしな

ければならないが，住
じゅう

居
きょ

内
ない

の事
じ

故
こ
で命を落とす場合もある。具体

的には転落や転倒，溺
でき
死
し
，窒息などが多く，とくに65歳以上の

高齢者や乳幼児の事故が多い。
事故対策としては，廊下などで家族が出合い頭にぶつからない
よう住居内の動線の整理，床面や家具周りの整理・整

せい
頓
とん
，火気や

暖房器具の管理，部屋の換気による空気汚染防止などがある。

3

4

p.224

5

5   住居内の事故の例

3   空き巣が入りにくい住居

面
めん

格
こう

子
し

ピッキング
しにくい
かぎや補助錠

防犯フィルム

近所の人が見ている
声をよくかけ合う人感センサー付き照明

暗がりや
死角がない

犬がいる

　住居ではさまざまな事故が起こ
る危険性がある。危ない場所を探
し，事故を未然に防ぐための対策を
立てよう。事故が多い高齢者や乳
幼児の視点から考えることも重要
である。また，災害時も想定してみ
よう。

4  家庭内における不慮の事故死者

（厚生労働省「平成29（2017）年人口動態統計」）
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第8章　住生活をつくる　　2　住生活の計画と選択

 日本の住宅事情
イギリスやアメリカなどの欧米諸外国に比べると，日本は住居
の面積が狭く，公園などの都市基盤の整備が遅れている。とくに
政令指定都市における一人あたりの都市公園面積が少なく，人口
に対する新設住宅戸数が多い。
大都市圏では地価が高く郊外に住居を構えることになり，通勤
時間が長い，住居が狭小であるなどの問題がある。地方では過疎
化，商店街の衰退など，国内でも住宅事情に違いがある。

 住宅政策の変化
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期
には流入する都市部の人口を支えるために戸建て住宅，集合住宅
に限らず，狭小な住宅が大量に造られた。
これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さが住宅問
題として顕在化してきたことから，国は住宅建設計画法（1966
年制定）に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく

政
せい

策
さく
を講じ

てきた。5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，
第8期まで展開してきた。
しかし人口減少社会，超高齢社会に向かう現在，住宅への需要
は「量」的な充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー
化などの「質」的な面の充実へと変化しており，住宅供給を主眼
とした枠組みを根底から見直す必要性が高まっている。
そこで，2006年には健全な住宅市場の整備と，国民の住生活
の「質」を向上させるストック重視の住

じゅう
生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

法
ほう
が施行され，

これに基づき2006年からは，10年計画である住
じゅう

生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が

策定されている。
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p.73

3  4
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4,997
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3,545
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4,201

4,588
5,025
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3,781
4,116

4,436
4,726

総住宅数

総世帯数

1973
0

3,000

4,000

5,000

6,000
（万）

’78 ’83 ’88 ’93 ’98 2003 ’08 ’13（年）
（総務省「住宅・土地統計調査」2013年）

2  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

4  居住水準の推移

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

1  諸外国※1と日本の居住水準の比較

※1			アメリカ，イギリス，フランス，ドイツのうち下記の平均	
＊1アメリカ，フランス　＊2ドイツ　＊3アメリカ，イギ
リス，フランス，ドイツ　＊4アメリカ，イギリス，フラン
ス

※2		日本は1950年以前

（国土交通省「建設統計要覧」2010年）
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3,470
3,741

4,077
4,392

4,686
4,960

974 1,183 1,653 2,041 2,450 2,683 2,951

5,210

395 355 319 331 369

誘導居住面積水準＊以上
最低居住面積水準＊未満

195224 ＊1			3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳未満0.75人とするが，その結
果合計2人に満たない場合は2人とする。	

＊2			最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す
る水準。

＊3			誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の実現の前提として多様なライフス
タイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

　住居に必要な面積は，
家族人数やライフステー
ジによって異なる。住生
活基本計画では，「最低居
住面積水準＊2」と「誘導居
住面積水準＊3」を定め，最
低居住面積水準未満率の
早期解消を目指している。

名　称 世帯人数＊1 面　積

最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

１戸当たりの床面積＊1

日本
諸外国平均

人口1,000人あたりの
住宅建設戸数＊2

下水道人口普及率＊3

水洗便所普及率＊1

１人あたりの
都市公園面積（首都）＊3

名目GDPに占める
住宅投資額の比率＊4

1945年以前※2に建築された
住宅の割合＊3

9.0戸

89.7㎡
155.3㎡

3.6戸

3.0㎡

3.7%
33.0%

諸外国平均

73.0%
85.5%

90.7%
98.4%

29.3㎡

4.6%
3.8%
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メモ244 用途地域とは　住居や商業施設，工場など，土地の利用方法が混在する場所は住みにくく，業務の利便性も低くなってしまう。そこで都市計画法で

は土地をその用途により「第一種低層住居専用地域」「工業地域」など13種類に区分し，「用途地域」として定めている。

 人為災害と住居
住居の人為災害には，火災や空き巣，強盗などがある。火災の

原因は，放火やこんろ，たばこ，火遊び，ストーブなどがある。
住居や家財の焼失被害，やけどだけでなく，一

いっ
酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

中
ちゅう

毒
どく
によ

る死亡例も多く，注意が必要である。
空き巣や強盗などの住居への不法侵入を阻止するためには，戸

締まりを厳重にする以外にも，ドアや窓などの二重施錠，ドア
チェーンの使用，玄関や庭などの屋外照明の工夫が必要となる。
しかし，これらの設備に頼るだけではなく，近所の人の目による
見守りや声かけなどにより，地域のコミュニケーションを密にし，
犯罪の起こりにくいまちにすることが，最も重要である。

 住居内の事故
住居は幼児や高齢者，病人や怪

け
我
が
人，妊婦や障がい者などさま

ざまな人が生活する場である。誰
だれ
もが安全に暮らせるようにしな

ければならないが，住
じゅう

居
きょ

内
ない

の事
じ

故
こ
で命を落とす場合もある。具体

的には転落や転倒，溺
でき
死
し
，窒息などが多く，とくに65歳以上の

高齢者や乳幼児の事故が多い。
事故対策としては，廊下などで家族が出合い頭にぶつからない

よう住居内の動線の整理，床面や家具周りの整理・整
せい
頓
とん
，火気や

暖房器具の管理，部屋の換気による空気汚染防止などがある。
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p.224

5

5   住居内の事故の例

3   空き巣が入りにくい住居

面
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防犯フィルム

近所の人が見ている
声をよくかけ合う人感センサー付き照明

暗がりや
死角がない

犬がいる

　住居ではさまざまな事故が起こ
る危険性がある。危ない場所を探
し，事故を未然に防ぐための対策を
立てよう。事故が多い高齢者や乳
幼児の視点から考えることも重要
である。また，災害時も想定してみ
よう。

4  家庭内における不慮の事故死者

（厚生労働省「平成30（2018）年人口動態統計」）
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第8章　住生活をつくる　　2　住生活の計画と選択

 日本の住宅事情
イギリスやアメリカなどの欧米諸外国に比べると，日本は住居

の面積が狭く，公園などの都市基盤の整備が遅れている。とくに
政令指定都市における一人あたりの都市公園面積が少なく，人口
に対する新設住宅戸数が多い。
大都市圏では地価が高く郊外に住居を構えることになり，通勤

時間が長い，住居が狭小であるなどの問題がある。地方では過疎
化，商店街の衰退など，国内でも住宅事情に違いがある。

 住宅政策の変化
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には流入する都市部の人口を支えるために戸建て住宅，集合住宅
に限らず，狭小な住宅が大量に造られた。
これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さが住宅問

題として顕在化してきたことから，国は住宅建設計画法（1966
年制定）に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく

政
せい

策
さく
を講じ

てきた。5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，
第8期まで展開してきた。
しかし人口減少社会，超高齢社会に向かう現在，住宅への需要

は「量」的な充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー
化などの「質」的な面の充実へと変化しており，住宅供給を主眼
とした枠組みを根底から見直す必要性が高まっている。
そこで，2006年には健全な住宅市場の整備と，国民の住生活

の「質」を向上させるストック重視の住
じゅう

生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

法
ほう
が施行され，

これに基づき2006年からは，10年計画である住
じゅう

生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が

策定されている。
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（万）

’78 ’83 ’88 ’93 ’98 2003’08 ’18’13 （年）

（総務省「住宅・土地統計調査」2018年）

2  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

4  居住水準の推移

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

1  諸外国※1と日本の居住水準の比較

※1			アメリカ，イギリス，フランス，ドイツのうち下記の平均	
＊1アメリカ，フランス　＊2ドイツ　＊3アメリカ，イギ
リス，フランス，ドイツ　＊4アメリカ，イギリス，フラン
ス

※2		日本は1950年以前

（国土交通省「建設統計要覧」2010年）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（年）

（万世帯）

’83 ’88 ’93 ’98 2003 ’08 ’18’13

395

誘導居住面積水準＊以上
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＊1			3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳未満0.75人とするが，その結
果合計2人に満たない場合は2人とする。	

＊2			最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す
る水準。

＊3			誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の実現の前提として多様なライフス
タイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

　住居に必要な面積は，
家族人数やライフステー
ジによって異なる。住生
活基本計画では，「最低居
住面積水準＊2」と「誘導居
住面積水準＊3」を定め，最
低居住面積水準未満率の
早期解消を目指している。

名　称 世帯人数＊1 面　積

最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

１戸当たりの床面積＊1

日本
諸外国平均

人口1,000人あたりの
住宅建設戸数＊2

下水道人口普及率＊3

水洗便所普及率＊1

１人あたりの
都市公園面積（首都）＊3

名目GDPに占める
住宅投資額の比率＊4

1945年以前※2に建築された
住宅の割合＊3

9.0戸

89.7㎡
155.3㎡
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3.0㎡

3.7%
33.0%

諸外国平均
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90.7%
98.4%

29.3㎡
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メモ244 用途地域とは　住居や商業施設，工場など，土地の利用方法が混在する場所は住みにくく，業務の利便性も低くなってしまう。そこで都市計画法で
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調査対象：全国に居住する15歳以上80歳未満の男女（生活全
般は3,383人，夫婦関係は結婚している2,365人，子どもとの
関係は子どもがいる2,459人）

調査対象：25〜29歳の男女
1   生活の満足度 2   独身男女の結婚願望の推移

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」2019年版）
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 家庭生活をマネジメントする
生活設計は，人生を共に歩む家族それぞれの人生や願いを考慮

しながら，必要に応じて見直し修正していくことが不可欠である。
結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計

の多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関
係を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心
理面も含めて話し合い，計画しなければならない。
子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して

生活設計をする。幼い子どもの養育にはとくに多くの時間が必要
であり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必
要とする子どももいる。親としては精神的に自立し，親になる心
構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易な性交渉
は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，子どもは
「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇傾向にあ
るが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が落ちたり
する。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方などを考慮し
た計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，地域の
人々とのつながりを築いていくことも重要である。
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ができたときを大切にしてね，って言いた
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い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。

 日本の住宅事情
イギリスやアメリカなどの欧米諸外国に比べると，日本は住居
の面積が狭く，公園などの都市基盤の整備が遅れている。とくに
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 住宅政策の変化
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期
には流入する都市部の人口を支えるために戸建て住宅，集合住宅
に限らず，狭小な住宅が大量に造られた。
これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さが住宅問
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2  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

4  居住水準の推移

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

1  諸外国※1と日本の居住水準の比較

※1			アメリカ，イギリス，フランス，ドイツのうち下記の平均	
＊1アメリカ，フランス　＊2ドイツ　＊3アメリカ，イギ
リス，フランス，ドイツ　＊4アメリカ，イギリス，フラン
ス

※2		日本は1950年以前

（国土交通省「建設統計要覧」2010年）
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は土地をその用途により「第一種低層住居専用地域」「工業地域」など13種類に区分し，「用途地域」として定めている。

（%）

0

5

10

15

20

1987 ’92 ’97 2002 ’05

’05’00’85 ’95’90

’15

’15

’10

’10

（年）

16.9

5.6

3.6 3.2
5.4

5.3
6.9

5.5
5.5

4.2

14.6
13.0 11.0

10.0

4.1

17.3
15.2

10.0

7.7

6.5
8.8

15.0
9.6

17.1
19.6

17.9

14.2
16.1

（男性）

（女性）

女性 1年以内に
結婚したい

一生結婚する
つもりはない男性

男性

女性

（国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（独身者調査）」）

17.614.0

51.3
48.6

20.6

7.3

23.0

8.5

2.82.0

1.2

0.40.5
100

80

60

40

20

0

5.4

38.0

47.1

10.4

1.0

34.7

47.5

9.6
3.5
3.5

41.7

45.6

7.6 2.1

0.82.2

29.9

47.4

15.8

4.4

0.5

2.0

1.4（%）

生活全般
について

夫婦関係
について

子どもとの関係
について

男 女男 女 男 女

満足

まあ満足

どちらでも
ない

どちらかと
いえば不満

不満
無回答

（内閣府「平成18（2006）年国民生活選好度調査」）

調査対象：全国に居住する15歳以上80歳未満の男女（生活全
般は3,383人，夫婦関係は結婚している2,365人，子どもとの
関係は子どもがいる2,459人）

調査対象：25〜29歳の男女
1   生活の満足度 2   独身男女の結婚願望の推移

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」2020年版）
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しながら，必要に応じて見直し修正していくことが不可欠である。
結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計
の多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関
係を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心
理面も含めて話し合い，計画しなければならない。
子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して
生活設計をする。幼い子どもの養育にはとくに多くの時間が必要
であり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必
要とする子どももいる。親としては精神的に自立し，親になる心
構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易な性交渉
は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，子どもは
「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇傾向にあ
るが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が落ちたり
する。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方などを考慮し
た計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，地域の
人々とのつながりを築いていくことも重要である。
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2  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

4  居住水準の推移

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

1  諸外国※1と日本の居住水準の比較

※1			アメリカ，イギリス，フランス，ドイツのうち下記の平均	
＊1アメリカ，フランス　＊2ドイツ　＊3アメリカ，イギ
リス，フランス，ドイツ　＊4アメリカ，イギリス，フラン
ス

※2		日本は1950年以前

（国土交通省「建設統計要覧」2010年）
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＊1			3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳未満0.75人とするが，その結
果合計2人に満たない場合は2人とする。	

＊2			最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す
る水準。

＊3			誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の実現の前提として多様なライフス
タイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

　住居に必要な面積は，
家族人数やライフステー
ジによって異なる。住生
活基本計画では，「最低居
住面積水準＊2」と「誘導居
住面積水準＊3」を定め，最
低居住面積水準未満率の
早期解消を目指している。

名　称 世帯人数＊1 面　積
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2人以上の世帯
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積
水
準
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55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

１戸当たりの床面積＊1

日本
諸外国平均

人口1,000人あたりの
住宅建設戸数＊2

下水道人口普及率＊3

水洗便所普及率＊1

１人あたりの
都市公園面積（首都）＊3

名目GDPに占める
住宅投資額の比率＊4

1945年以前※2に建築された
住宅の割合＊3
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89.7㎡
155.3㎡
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3.0㎡
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諸外国平均
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85.5%

90.7%
98.4%

29.3㎡
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3.8%
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メモ244 用途地域とは　住居や商業施設，工場など，土地の利用方法が混在する場所は住みにくく，業務の利便性も低くなってしまう。そこで都市計画法で

は土地をその用途により「第一種低層住居専用地域」「工業地域」など13種類に区分し，「用途地域」として定めている。
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（注）	当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1			企業規模30人以上
＊2			岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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2   管理職＊1に占める女性の割合

 ワーク・ライフ・バランスを実現できる社会
現在は共働きが過半数を超えているが，制度や周囲の理解が整
わず，両立に苦しむことが多い。例えば，女性は，仕事を続けた
くても環境が整わず，退職せざるを得ない人もいる。しかし，
いったん離職すると，再就職しても生涯賃金に大きな影響がある。
男性は長時間労働や職場の理解が得られないなど，家事や子育て
に参画したくてもできないこともある。ワーク・ライフ・バラン
スを実現できる社会にしていくには，周囲に理解を求めたり，企
業や行政に働きかけたりすることが必要である。

 再挑戦が可能な社会
人生は長い。再び挑戦したり，新しいことに挑戦したりするこ
とができる。新たに学びたいことや深めたいことができれば，大
学への社会人入学や資格取得，高齢者大学など，生涯学び続ける
ことが可能である。職業人生においても，転職や定年退職後の再
就職など，新しい環境で仕事をすることも少なくない。職業技能
を補うために学校に行ったり，職業訓練を受けたりするという選
択肢もある。更に，それまで学んできた知恵を人に伝えて，受け
継いでいくこともできる。誰

だれ
もが，一度しかない人生を充実して

過ごすことができる機会を保障し，支援することが求められる。

 将来の担
に な

い手を育
はぐく

む社会
子どもは，家族にとってかけがえのない存在であると同時に，
将来社会の担い手として，他の世代の生活や，経済全体を支える
存在でもある。少子化の進む今日において，子どもと子育てを応
援していくことは，子どものいる家族だけでなく，社会全体の課
題である。政府は2010年に「子どもが主人公（チルドレン・
ファースト）」を唱え，2012年には子ども・子育て関連3法を改
正して子

こ
ども・子

こ
育
そだ

て支
し

援
えん

新
しん

制
せい

度
ど
を展開しているが，都市部の待

機児童や子どもの貧困，児童虐待などさまざまな課題が残されて
いる。
私
わたし
たちは近い将来，家族として，あるいは社会として，子ども

を育む立場にある。国や企業に制度を整えるよう働きかけるなど，
子どもと子育てを社会全体で応援していこう。

これからの社会を創造する3
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1  女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金 就業継続

育児休業を
取得して
就業継続

離職後
子が6歳で
再就職

離職後
子が6歳で
パート・
アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸
いっ
失
しつ

損失 0 1,909 9,937 2億2,732

第1章	 4 	人生をつくる	

▲

p.20―25
	 6 	 1 	男女で担う家庭生活		
	 	

▲

p.34―38
第2章	 5 	これからの保育環境	

▲

p.66―69
第5章	 1 	職業生活を設計する	

▲

p.100―103
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メモ252 若者限定！ワーキングホリデー　外国に入国するには原則としてビザ（査証）が必要で，観光用のビザでは就労できないが，若者（18～25歳または

30歳）が海外の文化や生活を理解できるよう，いくつかの国で発行されるワーキングホリデービザは，休暇目的でもアルバイトができる。

　　　仕事内容を教えてください。

　主に陸上競技用の競技用車椅子を製造するエンジニアです。全

国の販売店からも注文を受けて製造しますが，直接自分が会う場

合は，設計から製作，調節まで全部を手がけます。

　まずはどのような車椅子が必要なのか，選手と徹底的に話すこ

とから始めます。障がいの内容を聞き，タイヤの大きさ，角度，

椅子の部分のサイズなどを相談して，コンピュータで設計図を描
か

きます。ほとんどのパーツはパイプで，切ったり曲げたり溶接し

たりしてスタッフと組み立て，最後に図面どおりできているかを

確認します。

　競技用なので，とくに体の小さな日本人選手にとってはスピー

ドを出すための軽量化が大事ですが，振動を吸収するための強度

も必要。軽量化と強度，相反するもののバランスをどうとるかが

難しいところです。

　　　なぜこの仕事を選んだのですか。

　実は，この会社は私にとって4社目です。中学生の頃から自転

車が好きで，自転車のフレームを造るビルダーになりたいと思っ

ていたので，高校生の頃にアルバイトをしていた自転車関係の店

にそのまま就職しました。3年ぐらいしたとき，店に来ていた大

学生に「大学には夜間部もあるから通ってみたら」と勧められた

のがきっかけで，工業大学の夜間部を受験し，働きながら4年間

通いました。その後，自転車とは全く関係のない2社に勤めまし

たが，当時のパラリンピック（長
なが
野
の
）で活躍した日本人選手の車

椅子を造っていた今の会社に興味を持ち，この仕事に就きました。

車椅子への興味というより憧
あこが
れていたビルダーの仕事に近づきた

い気持ちで始めましたが，やってみるとおもしろくて，どんどん

楽しくなっていきました。

　最初はテニスやバスケットボール用車椅子の組み立て担当でし

たが，陸上競技用がやりたくて希望を出し，今に至ります。

　　　この仕事をやってよかったことはありますか。

　私が携わった車椅子を使って，選手がパラリンピックでメダル

を取ると，非常にうれしいです。この会社は，もともと先代の社

長がオートバイ製造をしていて，事故で車椅子を使うことになっ

たのがきっかけで車椅子製造を始めています。入社した当初，社

長から「おまえ，職人にはなるなよ」と言われました。「職人にな

りたくて入ったのに，何を言っているんだろう」と思いましたが，

それは，職人が好きな物を造って押し付けるのではなく，選手と

話をして選手に合った物を造りなさいということだったのでしょ

う。今はもう亡くなりましたが，先代の社長の存在は私にとって

大きかったですね。エンジニアの先輩にも恵まれました。先輩が

切り開いた競技用車椅子の道を，今は私が引き継いでいます。4

社目でようやくやりたいことと，それを導いてくれるすばらしい

人に出会えたことが，私にとって財産です。

　　　2020年東
とう

京
きょう

パラリンピックに向けての
　　　抱負はありますか。

　パラリンピックは北
ぺ
京
きん
とロンドンに帯同しましたが，印象的

だったのはロンドンです。子どもからお年寄りまで，たくさんの

人がチケットを買い，競技を楽しみに来ていました。イギリスは

もともと障がい者スポーツ発祥の国だということもあるかもしれ

ませんが，障がい者スポーツを健常者スポーツと同じように楽し

む文化が根付いているのだと感じました。

　2020年の東京でも，サッカーや野球などと同じように，たく

さんの人に障がい者スポーツを楽しんでもらえるよう，環境づく

りができたらいいなと思っています。

　　　高校生へアドバイスをください。

　私の場合は遠回りしましたが，

「この仕事だ」と思えるものにた

どり着きました。やりたいこと

を常に持っていれば，いつか夢

はかなうものです。自分の思う

方向に進んでいく気持ちを大切

にしてほしいと思います。

高校卒業後就職し，働きながら工業
大学の夜間部に通い卒業。複数の職
種を経てエンジニアとなる。

車椅子を組み立てる様子

選手と話しながら調整を重ねる

−夢を追いかけてたどり着いた仕事−
選手１人１人と対話して車椅

い
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（注）	当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1			企業規模30人以上
＊2			岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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とができる。新たに学びたいことや深めたいことができれば，大
学への社会人入学や資格取得，高齢者大学など，生涯学び続ける
ことが可能である。職業人生においても，転職や定年退職後の再
就職など，新しい環境で仕事をすることも少なくない。職業技能
を補うために学校に行ったり，職業訓練を受けたりするという選
択肢もある。更に，それまで学んできた知恵を人に伝えて，受け
継いでいくこともできる。誰

だれ
もが，一度しかない人生を充実して

過ごすことができる機会を保障し，支援することが求められる。

 将来の担
に な

い手を育
はぐく

む社会
子どもは，家族にとってかけがえのない存在であると同時に，

将来社会の担い手として，他の世代の生活や，経済全体を支える
存在でもある。少子化の進む今日において，子どもと子育てを応
援していくことは，子どものいる家族だけでなく，社会全体の課
題である。政府は2010年に「子どもが主人公（チルドレン・
ファースト）」を唱え，2012年には子ども・子育て関連3法を改
正して子

こ
ども・子

こ
育
そだ

て支
し

援
えん

新
しん

制
せい

度
ど
を展開しているが，都市部の待

機児童や子どもの貧困，児童虐待などさまざまな課題が残されて
いる。
私
わたし
たちは近い将来，家族として，あるいは社会として，子ども

を育む立場にある。国や企業に制度を整えるよう働きかけるなど，
子どもと子育てを社会全体で応援していこう。

これからの社会を創造する3

p.36 2  3

1

p.20

p.39

（万円）
就業継続
育児休業を取得して就業継続
離職後子が6歳で再就職

0
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800

1,000

1,200

1,400
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離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

1  女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金 就業継続

育児休業を
取得して
就業継続

離職後
子が6歳で
再就職

離職後
子が6歳で
パート・
アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸
いっ
失
しつ

損失 0 1,909 9,937 2億2,732
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p.20―25
	 6 	 1 	男女で担う家庭生活		
	 	

▲

p.34―38
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▲

p.66―69
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▲

p.100―103
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p.66―69
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ひとくち
メモ252 若者限定！ワーキングホリデー　外国に入国するには原則としてビザ（査証）が必要で，観光用のビザでは就労できないが，若者（18～25歳または

30歳）が海外の文化や生活を理解できるよう，いくつかの国で発行されるワーキングホリデービザは，休暇目的でもアルバイトができる。
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右中
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

　税金や社会保険料を払う
ことにはどのような意味があ
るのかを確認しよう。就職1
年目に関係のない項目や，40
歳から関係してくる項目，公
務員にはない項目を調べよう。

実際に手元に
入る金額

4  給与明細の例

（大卒，入社2年目，独身）

アルバイトの場合

正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

支
給
額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 時間外手当
（125％）

時間外手当
（150％） 通勤費 総支給額

212,500 0 15,000 0 19,560 0 16,070 263,130

勤

怠

残業時間
（125％）

残業時間
（150％）

遅刻早退
回数

12 0 0回

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費 総控除額

9,306 19,221 1,315 0 5,410 11,100 2,000 48,352

差引支給額

214,778

通勤費は月15万円までは非課税。

規定の勤務時間以上働いた場合，賃金が割増になる。

会社側が
支払う総額

給与から
天引き

される金額

各種手当：扶養家族がいる場合の
家族手当や住宅手当など。会社に
よって手当の有無や種類は異なる。

支
給
額

時間給単価 通勤手当 管理職手当 残業単価
（125％） 総支給額

810 4,950 0 1,013 77,850

勤

怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 90 0

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 総控除額

0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

77,850

（22歳，独身）
アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，原
則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊。

毎月の労働時間の変動に
応じた金額が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

この会社には労働組合（労働者を代表
して使用者と話し合う機関）があり，
労働組合費が控除されている。

住民税： 前年の所得に応じ
て支払う。

所得税： その月の課税対象
額に応じて支払い，
最終的に年末調整
をする。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料， 
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が折半して負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から徴収される。　

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

310
300

290

280

270

260
250

（年）

（千円）

1981 2000’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’17’15

※消費者物価により実質化
（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）

3   30～34歳男性の所定内給与額

TRY

＊パート・アルバイト労働者（正社員
の3/4未満の労働時間）も，次の要件
を満たした場合には加入する。①従
業員が501人以上（労使合意の場合
は500人未満も可），国・地方公共団
体に属する事業所の労働者。②労働
時間が週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が1年以
上（見込み）。⑤学生でない。なお，
雇用保険は雇用期間が31日以上（見
込み）かつ週20時間以上の労働者が
加入する。

正社員の場合

103

経
済
生
活

第5章　経済生活を営む　　1　職業生活を設計する
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

　税金や社会保険料を払う
ことにはどのような意味があ
るのかを確認しよう。就職1
年目に関係のない項目や，40
歳から関係してくる項目，公
務員にはない項目を調べよう。

実際に手元に
入る金額

4  給与明細の例

（大卒，入社2年目，独身）

アルバイトの場合

正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

支
給
額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 時間外手当
（125％）

時間外手当
（150％） 通勤費 総支給額

212,000 0 15,000 0 20,130 0 15,545 262,675

勤

怠

残業時間
（125％）

残業時間
（150％）

遅刻早退
回数

12 0 0回

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費 総控除額

10,998 23,790 788 0 5,200 14,700 2,000 57,476

差引支給額

205,199

通勤費は月15万円までは非課税。

規定の勤務時間以上働いた場合，賃金が割増になる。

会社側が
支払う総額

給与から
天引き

される金額

各種手当：扶養家族がいる場合の
家族手当や住宅手当など。会社に
よって手当の有無や種類は異なる。

支
給
額

時間給単価 通勤手当 管理職手当 残業単価
（125％） 総支給額

810 4,950 0 1,013 77,850

勤

怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 90 0

控
除
額

健康保険料 厚生年金
保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 総控除額

0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

77,850

（22歳，独身）
アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，原
則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊。

毎月の労働時間の変動に
応じた金額が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

この会社には労働組合（労働者を代表
して使用者と話し合う機関）があり，
労働組合費が控除されている。

住民税： 前年の所得に応じ
て支払う。

所得税： その月の課税対象
額に応じて支払い，
最終的に年末調整
をする。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料， 
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が折半して負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から徴収される。　

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

310
300

290

280

270

260
250

（年）

（千円）

’191981 2000’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’15

※消費者物価により実質化
（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）

3   30～34歳男性の所定内給与額

TRY

＊パート・アルバイト労働者（正社員
の3/4未満の労働時間）も，次の要件
を満たした場合には加入する。①従
業員が501人以上（労使合意の場合
は500人未満も可），国・地方公共団
体に属する事業所の労働者。②労働
時間が週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が1年以
上（見込み）。⑤学生でない。なお，
雇用保険は雇用期間が31日以上（見
込み）かつ週20時間以上の労働者が
加入する。

正社員の場合

103

経
済
生
活

第5章　経済生活を営む　　1　職業生活を設計する



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 子どもの健康
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き
浴
よく

や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を
つくるように心がける。また，受

じゅ
動
どう
喫
きつ
煙
えん

など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。

子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが
できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日

ひ
頃
ごろ

の健康状態を知っておくことが必要であ
る。病気になると子どもは不安が強くなりやすいので，親や周り
の人は落ち着いた態度で，子どもに温かく接するようにする。

心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，
身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に現
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。

市区町村の保健センター，保健所や医療施設では，定期的な健
康診断や育児相談，予

よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ

などを行っている。とくに， 1 歳 6
か月児および 3 歳児健康診査

❶
では心身両面の発達を見るので，病

気や異常の発見にも役立ち，その後の治療や保育についての助言
や指導を受けることができる。

1

2

4

5

3

　自分が小さかった頃の病気や怪
け

我
が

の経験を思い
出してみよう。

TRY

外気浴の際は，直射日
光を避けるために帽子
を着用し，熱中症や交
通事故に注意する。

❶受診歴は母子健康手帳で確認できる。

とくに次のような点で変化があった場合は，小児科医の診察を受ける。

食欲 食欲がない，乳汁を飲まない

便通 尿が出ない，下
げ
痢
り
・便秘，便の色や形が違う

顔 ぼんやりしている，目が潤む，顔色が赤い・青白い

睡眠 寝つきが悪い，よく眠れない

機嫌 ぐずる，泣き止まない，泣き声が違う，元気がない

体温 熱っぽい，冷たい

呼吸 息が荒い，息苦しそうにしている

1   外気浴をする子ども

4   子どもの病気発見　ポイントは「ふだんと違う」
　予防接種は伝染病の発生と蔓

まん
延
えん
の予防のため，予防接種法

に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受けさせ
る努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか），風

ふう
疹
しん
，BCG，日

本脳炎，肺炎球菌，Hib（インフルエンザ
菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），B型肝炎な

ど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎，ロタウィルスなど

3   予防接種の種類

5   心理的な問題による身体や行動のサインの例

身体のサイン
腹痛，吐き気，下痢，食欲不振，
めまい，頭痛，発熱　など

行動のサイン
過食，爪

つめ
かみ，指しゃぶり，不眠

 など

2   受動喫煙の健康への影響（乳幼児，児童の場合）
●  乳幼児突然死症候群（SIDS）＊

●  肺の発達の遅れ
●  呼吸器症状（せき，たんなど）
●  急性呼吸器感染症
●  耳疾患（中耳炎など）
●  より頻回で重症度の高い喘

ぜん

息
そく

発作
＊�乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden�Infant�Death�
Syndrome）それまで元気に見えた乳幼児が睡眠中な
どに突然死する症候群。0歳児の死因では第3位。原
因は不明だが，両親の喫煙，うつぶせ寝，人工栄養等
が発生の因子とされている。

5

10

15

ひとくち
メモ58 子どもの口はトイレットペーパーの芯くらい　3歳児の口は直径約39mmで，トイレットペーパーの芯と同じくらいである。これより小さい物は誤飲

の可能性があるので，トイレットペーパーの芯を簡易誤飲チェッカーにして，身の回りの物を確認してみよう。

 子どもの健康
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き
浴
よく

や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を
つくるように心がける。また，受

じゅ
動
どう
喫
きつ
煙
えん

など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。

子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが
できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日

ひ
頃
ごろ

の健康状態を知っておくことが必要であ
る。病気になると子どもは不安が強くなりやすいので，親や周り
の人は落ち着いた態度で，子どもに温かく接するようにする。

心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，
身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に現
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。

市区町村の保健センター，保健所や医療施設では，定期的な健
康診断や育児相談，予

よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ

などを行っている。とくに， 1 歳 6
か月児および 3 歳児健康診査

❶
では心身両面の発達を見るので，病

気や異常の発見にも役立ち，その後の治療や保育についての助言
や指導を受けることができる。

1

2

4

5

3

　自分が小さかった頃の病気や怪
け

我
が

の経験を思い
出してみよう。

TRY

外気浴の際は，直射日
光を避けるために帽子
を着用し，熱中症や交
通事故に注意する。

❶受診歴は母子健康手帳で確認できる。

とくに次のような点で変化があった場合は，小児科医の診察を受ける。

食欲 食欲がない，乳汁を飲まない

便通 尿が出ない，下
げ
痢
り
・便秘，便の色や形が違う

顔 ぼんやりしている，目が潤む，顔色が赤い・青白い

睡眠 寝つきが悪い，よく眠れない

機嫌 ぐずる，泣き止まない，泣き声が違う，元気がない

体温 熱っぽい，冷たい

呼吸 息が荒い，息苦しそうにしている

1   外気浴をする子ども

4   子どもの病気発見　ポイントは「ふだんと違う」
　予防接種は伝染病の発生と蔓

まん
延
えん
の予防のため，予防接種法

に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受けさせ
る努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか），風

ふう
疹
しん
，BCG，日

本脳炎，肺炎球菌，Hib（インフルエンザ
菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），B型肝炎，

ロタウイルスなど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎など

3   予防接種の種類

5   心理的な問題による身体や行動のサインの例

身体のサイン
腹痛，吐き気，下痢，食欲不振，
めまい，頭痛，発熱　など

行動のサイン
過食，爪

つめ
かみ，指しゃぶり，不眠

 など

2   受動喫煙の健康への影響（乳幼児，児童の場合）
●  乳幼児突然死症候群（SIDS）＊

●  肺の発達の遅れ
●  呼吸器症状（せき，たんなど）
●  急性呼吸器感染症
●  耳疾患（中耳炎など）
●  より頻回で重症度の高い喘

ぜん

息
そく

発作
＊�乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden�Infant�Death�
Syndrome）それまで元気に見えた乳幼児が睡眠中な
どに突然死する症候群。0歳児の死因では第3位。原
因は不明だが，両親の喫煙，うつぶせ寝，人工栄養等
が発生の因子とされている。
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ひとくち
メモ58 子どもの口はトイレットペーパーの芯くらい　3歳児の口は直径約39mmで，トイレットペーパーの芯と同じくらいである。これより小さい物は誤飲

の可能性があるので，トイレットペーパーの芯を簡易誤飲チェッカーにして，身の回りの物を確認してみよう。
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移動


